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※ 本資料内、今回追加した事項について、★ 印をつけています。 

ただし「TO の任務と競技運営に関する事項」については、朱書きでの対応となります。 

※ 競技・審判本部では 2021年度より、マッチオフィシャル（以下 MO と表記）とテク

ニカル・デレゲート（以下 TD と表記）をまとめて「テクニカルオフィシャル」、記録

席は「ジャッジーズテーブル」と呼称・表記としています。 



 

 

はじめに 

 

 

近年、ハンドボールの試合はスピーディーなゲーム展開を見せ、個々の技術はより精巧に、戦術的側

面は更に多様化しています。この進化はとても素晴らしいものであり、世界中の多くのファンと観客を、

更に魅了させています。 

しかし、これらの新しく非常に前向きな発展は、レフェリーに対し、ゲームの理解やルールの適用、

ペアリング、個々のフィットネスといった新たな課題をもたらしてもいます。そのため、レフェリーが

これらの複雑で急速に変化するゲーム状況下において、より魅力的なハンドボールへと導くためには、

コート上での業務に完全に集中できることが必須となります。そこで近年では、これまでレフェリーが

行っていた得点と罰則、競技時間などの管理を、テクニカルオフィシャルに委ねることで、よりスムー

ズなゲーム運営に取り組んでいます。加えてヘッドセットの導入は、テクニカルオフィシャルの業務や

レフェリーとのコミュニケーションを、より円滑なものへとしています。 

また、ゲームの事前、最中、事後のテクニカルオフィシャルの業務もより多様化しており、テクニカ

ルオフィシャルの任務につく者にも、多くのことが求められる時代にきています。その中で、テクニカ

ルオフィシャルの基本的で最も大切な業務は、レフェリーをできる限りサポートし、支援することです。

これは特に、交代地域およびコーチングゾーンの管理・観察することで発揮されます。 

本資料は、IHFテクニカル・デレゲート資格を取得する際に基礎となる「IHF Nominees Event Guide」

を基に作成したものとなります。今回、ジャッジーズテーブルにおける業務をより詳細かつ明確にする

ことで、ゲームに携わる一人ひとりがその役割を認識し、地区大会から国内外のトップイベントに至る

全てのゲームにおいて、最高のパフォーマンスを発揮できる、そのサポートになれればと願い作成いた

しました。 

 

2022年3月 

（公財）日本ハンドボール協会 

競技・審判本部 
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各大会におけるテクニカルオフィシャル(TO) 

（マッチオフィシャル（MO）並びにテクニカル・デレゲート（TD））

の任務と競技運営に関する事項 

2022年４月１日（公財）日本ハンドボール協会 競技・審判本部 

TO は、競技委員長のもと、競技役員として各試合に立ち会い、各試合を円滑に運営するため、レフ

ェリー、全ての競技役員、補助員と協力して、当該の試合を管理する責任者です。各試合のレフェリー

が判定した事実判定以外のすべての事項の責任は、TO にあるので、競技規則書、レフェリーハンドブ

ック、大会開催マニュアル及び毎年度発行されている競技運営に関する通達に記されている事項を把握

し、その任務にあたらなければなりません。 

以下、それぞれの主な任務と具体的な試合前、試合中、試合後の業務となりますので、確認の上、大

会に挑んでください。 

【ＭＯの任務】 

各試合、可能であれば TO を配置してください。各試合での TO の配置人数によって、以下

の役割を担うことを原則とします。 

TO  3 名配置・・・MO 1 名 TD 2 名（それぞれタイムキーパーを行う TD、スコアキー

パーを行う TD） 

TO  2 名配置・・・MO（兼タイムキーパーを行う TD）および TD（スコアキーパーを行

う TD） 

TO  1 名配置・・・MO のみとし、ジャッジーズテーブル業務全般をサポートします 

MO は試合が競技規則、大会要項に沿って行われるよう全体的な責任を負います。主には次

の業務を行います。 

① TD 及び開催地タイムキーパー（以下 ローカルタイムキーパーと表記）、スコアキーパ

ー（以下 ローカルスコアキーパーと表記）を含むジャッジーズテーブルを担当するメン

バーの技術面（得点、時計、スコアなど）の TD 業務の全般的な管理・監督と指導・支

援を行います。 

② TD が交代エリア規定を適用する際の支援。 

③ 不測の事態（停電、観客による妨害、災害など）が生じたときの対応、判断。 

④ 公式記録用紙の記載が正しいことを確認し、試合の開始、成立を承認。 

⑤ カメラマンに対して、特定エリアへの立ち入りを許可/禁止を決定します。 

⑥ MO は、レフェリーの事実判定に関するものを除き、試合を中断させて事実確認し、レフ

ェリーへの助言、支援を行う権利があります。したがって、各試合に MO を配置するこ

とが望ましいと言えます。レフェリーは MO の指示に従い、ペナルティを課す義務があ

ります。競技規則 8：6 あるいは 8：10（a）（b）に係る反則については、報告書を伴

います。 
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⑦ レフェリーが認識しているにも関わらず、違反に対する判定がされない場合には、MO が

文書で大会委員長に提出し、裁定委員会が適切な判断を下すことがあります。 

⑧ MO は担当しているレフェリーの片方あるいは両方が試合途中で交代しなければならない

場合には、リザーブレフェリーとして当該試合に指定されているレフェリーと交代するこ

とを決定することができます。リザーブレフェリーが不在の場合には、可能な限り試合を

最後まで遂行する方法を決定します。 

【ＴＤの任務】 

TD は、MO の管理のもと、ローカルタイムキーパー及びローカルスコアキーパーととも

に、試合進行の技術的な部分を担当します。TD が重大な判断を下す際は、必ず MO の許可を

受けなければなりません。主には次の業務を行います。 

① TD は大会研修会、代表者会議、及びテクニカルミーティングに参加します。 

② TD は競技規則、大会要項を遵守し行動します。 

③ 試合前・中・後のどのような場所、状況にも注意を払い、ローカルタイムキーパー・ロー

カルスコアキーパーの技術的ミスによってもたらされる可能性のある問題を防止しなけれ

ばなりません。試合中は特に、TD としてのローカルタイムキーパーとローカルスコアキ

ーパー業務に集中します。 

④ TD の責任は、試合が整然と行われるようにすることにあります。TD は正式な抗議につ

ながる可能性のあるあらゆる種類の状況を回避するよう努めるべきです。一方、TD はレ

フリーではありません。レフェリーが試合ですべての決定を下します。TD は事実判定以

外のことに責任を負います。それでも TD は必要に応じてプレーを中断し、レフェリー

への抗議、競技規則の運用に間違いがある場合にはレフェリーの支援を行います。これに

は、レフェリーが自身の事実観察に基づいて下した決定（事実判定）は含まれません。

TD は決定を下す権限はありませんが、勧告したり指摘したりすることができます。 

⑤ TD は大会要項、大会規定が遵守されているか確認します。 

⑥ TD は試合中、交代エリアを管理できるよう、また必要に応じて指導・助言ができるよう

に、常にジャッジーズテーブルに着席します。 

⑦ TD はジャッジーズテーブルに必要な備品（予備の時計、ストップウォッチ、笛など）が

備えられているか確認します。 

⑧ TD は交代エリアの適切な設置および管理を行います。 

特にタイムキーパーを担う TD （以下 TK と表記）は、競技時間、競技時間の中断、退

場時間の管理及び負傷者の入場許可を含めた、選手のコートへの出入場の管理をします。 

 

 

  １．テクニカルオフィシャル の配置 

各試合にその試合の責任者として MO を 1 名・TD を 2 名配置します（各試合において

TO の 2 名配置、1 名配置の場合は、上述【MOの任務】を参照）。 

MO は当該試合の責任者となるため、全体が把握できるジャッジーズテーブル後方に位置し
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ます。コートから見て左側から「TK」、「ローカルタイムキーパー」、中央に「公式時計、退場

者表示板操作のための開催地補助員」、「ローカルスコアキーパー」、「スコアキーパーを担う 

TD（以下 SK と表記）」を配置します。TO が MO 1 名のみの場合は、MO がジャッジーズ

テーブルの中央に位置し、両側の競技役員及び交代地域を観察することにします。 

 

 

 

 

 

 

 

また、当該の試合に指名された TO は、ストップウォッチ及び笛、最新の競技規則、その

他試合に必要な物品を持って試合に臨まなければなりません。 

 

 

２．試合前 

① 諸会議への出席 

大会の TO に指名された役員は、情報収集を含めて各種決定事項の確認やレフェリーとの

共通理解を得るために審判会議、代表者会議に出席します。 

② 競技場の点検 

試合開始前に会場、コート、ゴール、ゴールネット、キャッチネット、ボール、交代地域の

スペース、ベンチの長さ、ベンチの数、ジャッジーズテーブル関係備品などの有無（ジャッジ

ーズテーブル上には常に手指消毒ができるよう消毒用のボトルを設置しておく）、放送設備、医

務関係（出血対策、担架、および感染症対策の道具）の準備状況を管理し、各種機器の動作具

合の確認・点検をします。 

③ オフィシャルミーティングへの立会いと試合前の準備 

1）メンバーチェック 

各チームから受け取ったメンバー表と選手証、役員証を確認、ベンチ登録選手 16 名、

役員 4 名を確認します（※ 各大会の規定に従うこと）。 

2）TD はメンバー表確認の後、次の試合の準備のため記録用紙記入者へメンバー表を渡し、

大会プログラムと照合しながら日本ハンドボール協会（以下 本協会 と表記）指定の公式

記録用紙（手書きの場合にはランニング記録用紙でも可）に記入するよう指示します。 

また、公式記録用紙に記載されている選手が遅れて到着し、試合に参加する場合には、当

該選手の背番号とともに公式記録用紙にその旨記載しておきます。 
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3）ユニホームの確認 

レフェリーとともにユニホーム確認を行います。コート上に 4 色あるか、レフェリーの

ウェアの色は何色かを確認します。 また、両チーム役員に相手側のコートプレーヤー（以

下 CP と表記）のユニホームと同系色の上着を着用しないように注意を促します。 

4）TD は公式記録用紙へ正しく役員・選手などが記入されているか確認します。 

試合に参加できる役員・選手であるか、チーム役員に ABCD が記載されているかなど、

詳細に確認します。 

5）TD は試合開始 40 分前から 10 分前までの間に公式記録用紙にチーム責任者が署名を

行うことを確認します。 

6）ボールの空気圧が適切かどうかチーム責任者、レフェリーとチェックします。 

7）ABCD の役員カードを各チームに必要数配布し、記録用紙に記載の役員にそれぞれのカ

ードを着用させます。 

8）グリーンカードを配布します。配布は①番と②番の記載があるカードを配布します。 

※ハーフタイム中、前半に申請がなければ、①番を回収し、②番と③番を配布します。 

前半に申請が 1 回あれば、②番と③番を配布します。 

前半に申請が 2 回あれば、③番のみを配布します。 

※登録された役員以外のトレーナーがいる場合は交代地域外の指定された場所に当該者

を着席させ、試合中には交代地域に立ち入らないこと、戦術の指示をしないなど、留意

事項を説明しておきます。大会によっては認められないことがあるため、大会要項を必

ず確認し、競技委員長に確認の上、座らせてください。 

       

 

④  試合前の打ち合わせ 

試合開始前に、レフェリー、ジャッジーズテーブル補助員との打ち合わせを綿密にしておき

ます。 

1）計測の開始、停止の合図 

2）得点の合図 

3）罰則の合図 

4）その他の事項（通信機器を用いた試合終了 10 秒前のカウントダウンの方法など） 

 

 

３．試合中 

① SK はスコアが正しく記入されているか、電光掲示板と整合性が取れているかなど確認

しながら、自身が座っている側の交代地域の管理を行います。 

得点の後には、得点したプレーヤーや必ず電光掲示板に加点されたかを、ローカルスコアキ

ーパーと声をかけ合い、確認します。得点かどうかはっきりしない場合は、躊躇なくその時点

でレフェリーに確認してください。必要であれば、MO の了解を得て笛を吹き、試合を中断

させてレフェリー、MO と確認してください。 

また、SK は別紙（マッチレポート）に以下の記録を取ります。補助シートは、前半・後半

TO は試合開始前に上記の事柄など、交代地域規定に違反していないかを管理

し違反があれば正されるまで試合を開始させてはなりません。 
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の終了後、得点の確認を行いやすくするよう、個人の得点および罰則が確認しやすい書式のも

のを使用します。 

- ゴール数、ハーフタイム時の得点、最終得点 

- 得点した選手の背番号 

- 退場及び失格 

- 両チームの 7m スロー数 

- チームタイムアウトの正確な時間 

② TK は公式計時（得点、時計）の動作が的確に行われている

か、退場タイマーの操作が正しく行われているかを確認しなが

ら自身が座っている側の交代地域の管理を行います。また、テ

ーブル全体の業務に気を配り、負傷者カードの作成や必要な場

合は退場者カードの作成をします。 

試合時間の管理・決定はレフェリーが行いますが、TO の任

務としても、不測の事態に備え、別途手元にストップウォッチ

と笛を必ず携帯し、試合時間を計測します。 

③ 通信機器 

レフェリー、TO は通信機器を使用することができます。通信の内容は競技運営上の情報で

す。TO からは事実判定に関する指摘をしてはなりません。ただし、TO はレフェリーの死角

で起こった失格相当の重大な違反行為に対しては助言することができます。 

④ レフェリーへの助言 

判定上の問題が生じたとき、適切な助言・勧告を行うことはできますが、事実判定において

は、レフェリーの最終判断であるため、判定を覆したり、異論をはさんだりしてはいけません。 

⑤ 試合続行 

試合中止の判断はレフェリーおよび TO にあります。続行のために適切な助言・勧告をレフ

ェリーに行ってください。 

⑥ 交代地域の管理権限とレフェリーへの通知 

交代地域の管理、不正交代などの管理業務は、TD は 2 名同格、同責任です。試合開始前

から決して高圧的な態度をとることなく、人間性を持って、チームとの良好なコミュニケー

ションを図ります。 

試合途中も同様です。スポーツマンシップに反する行為が発生した場合は、特別な場合を

除いて、即座に罰則を適用するのではなく、相手の意見を聞いたりしながら口頭による対応

を行います。TO は交代地域において違反があれば、競技を中断させ、レフェリーに知らせ

ることができます。その後、レフェリーが罰則を下します。TO 以外の補助役員が違反に気

がついたときは、次の中断の時にレフェリーに知らせ、レフェリーによる口頭注意のみの対 

応となります（ただし、報告書を有する違反の場合は、報告書を提出する必要があります）。 

TO 自らが プレーヤー、チーム役員に罰則を直接下すことはできないため、交代地域内で

のスポーツマンシップに反する行為に対しては、以下の手順で対応します。重要なのは、

「管理的」に接するのではなく、「競技をともに作り上げる仲間として」接することです。 

1）まず当該者のそばに歩み寄り、状況を確認します。「どうかしましたか？」 

2）状況によっては「次の中断時にレフェリーへ伝えます。」など、穏やかに対応します。 
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3）明らかにジャッジに対して、大声を出す、交代エリアのプレーヤーなどが立ち上がった

りする場面では、必ず交代エリアの前に行き、「落ち着いてください。」など静止させ

ます。 

４）注意をしたにもかかわらず改善されない時（繰り返される時）は、MO へ確認し、許

可を得て競技を中断させ、レフェリーへ知らせます。その後、レフェリーが罰則を適用

します。 

5）必ずしも前もって注意をしていない状況下で、罰則を適用せざるを得ない状況もありま

すが、その場合も必ず MO へ確認し、許可を得て競技を中断させます。 

6）上記の手順とは異なり、MO から直接、即座に競技を中断させることもあり得ます。 

上述のスポーツマンシップに反する行為への対応だけでなく、交代地域における観察の視

点として、以下の点にも留意してください。 

- 荷物はベンチの後ろに置いてあるか。ボールは収納され、ベンチ後方の壁側に 

置いているか。 

- 登録者以外が交代地域に立ち入っていないか。 

- 2 名以上が立ち上がってチームに指示を出していないか。 

- チーム役員がタイムアウト申請時以外にむやみにゾーンを離れていないか。 

- 松やにが使用できる環境の場合、プレーヤーが松やにをどこにつけているかを観

察します。手の甲などにつけている場合、本人、チーム役員に伝え改善させます。

また、会場によって靴への付着ができない場合があります。会場の使用状況に合

わせて対応します。 

- 感染症対策のガイドラインに則った態度、装具で試合に臨んでいるか（マスクの

着用など） 

- 交代地域に設置している技術的機器が競技運営の妨げになっていないか。 

- CP と交代したゴールキーパー（以下 GK と表記）は、ベンチに着席して

いるか（交代地域に立ったままで待つことは許されない）。 

⑦ 交代地域でのウォーミングアップ 

交代地域の後ろ側でのボールを使わない状態でのウォーミングアップは許されます。しか

し、アップを中断するようであれば、「アップを続けますか？」と問いかけます。繰り返さ

れる場合は、座るように指示してください。ウォーミングアップ中にコート内に向かって指

示を出すようなとき、試合の判定に反応して大きな声もしくはジェスチャーをしたときは、

ウォーミングアップを中断したと見なし、上記と同様の対応を行います。プレーヤーが指示

に従わない場合は、チーム役員のうち 1 名に対し、状況を伝え、チームとして対応するよう

に依頼します。競技を中断し、罰則を適用することにならないように、チームと良好な関係

を作りながら試合を運営していきます。 

⑧ チームタイムアウトの請求はそれぞれ着席している側の TD 

が受け付けます。机の上に置かれたのち（コーチングゾーンを越

えていれば、手で受け取ることも可能です）、まず、競技を中断

させます。その後、立ち上がって、カードを高くかざし、一方の

手でタイムアウトを請求したチームを指示し、チームタイムアウ

トであることを知らせます。レフェリーがタイムアウトのジェス

チャーの後から 50 秒を測り始めます。50 秒経ったら、笛またはブザーでタイムアウト終了
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を知らせます。その後、チームが速やかに競技を始めるように促します。 

チーム役員はグリーンカードを提出する際、コーチングゾーン

を越えた後にタイミングを計ることは許されていないため、ゾー

ンを越えて立ち止まり、しばらくグリーンカードを出さない状態

の時は、TD より「どうしますか？」とまず口頭で確認します、そ

の段階で速やかにカードを手渡せばチームタイムアウトの申請を

認めます（「今は申請しません。」と断り、コーチングゾーンを

離れることも可能です）。口頭の確認があったにもかかわらず、

そのままタイミングを計る行為が継続している場合は、競技を中断させ、スポーツマンシップ

に反する行為として、そのチーム役員に罰則を適用します。 

⑨ 前半終了後のハーフタイム開始時や延長戦前の休憩時間には、TO は正しく時間表示などが

なされているかを確認します。また、後半が正確な時間に競技が始められるように管理してお

かなくてはなりません。 

ハーフタイム終了 3 分前にチームがまだコート上に来ていない場合は、TD は当該チ

ームを呼びに行きます。終了 1 分前には公示時計を止め、後半の試合時間を設定するよう

にします。 

競技時間の設定では、前後半の競技時間（延長戦を含む）はカウントアップ、ハーフタイ

ムはカウントダウンとしてください。競技時間、ハーフタイ

ムはそれぞれの大会で異なりますので、必ず大会規定を確認

してください。 

⑩ タイムアウト 

ローカルタイムキーパーはレフェリーあるいは TO が笛ま

たはブザーにて合図した際には、速やかに公示時計を停止させ

ます。この笛の合図は TO だけでなく、ジャッジーズテーブル

補助員も行うことができます。時計を止めた状況及び再開方法について、レフェリーに助言し

ます。 

タイムアウトの際には、速やかに公式時計を停止させ、プレーが再開されると同時に再始動

されたか確認します。 

また、退場の際の判定なども一つ一つ確認します。 

⑪ 不正交代 

不正交代、不正入場が確認されたとき、TD または MO は即座に笛を吹き、競技を中断さ

せ、レフェリーに知らせてください（この場合、上述の内容とは異なり、TD は MO の許可を

受ける必要はない）。複数名いる場合は常に最初に入ったプレーヤーを退場とします。プレー

ヤーが特定できない場合は、チーム責任者に違反したプレーヤーを指名させてください。チー

ム責任者が指名を拒否した場合は、TO がコート上にいるプレーヤーから 1 名を指名します。 

⑫  退場者の管理 

電光表示や紙媒体で 2 分間や入場時間、退場プレーヤーの番号が表示されているかなど、

退場時間を管理します。また、退場となったプレーヤーを、ベンチに座らせるよう管理します。 

また、退場時間の残り 1 分、30 秒、10 秒、5 秒の段階で、誤って早くコートの入場する

ことを予防する意味で、TO は大きな声で、当該チームに対して「残り○分（秒）」と伝えるよ

うにします。 
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チームタイムアウト後の競技再開時、後半（延長戦における前半も含む）開始時にチームに

退場者がいる場合は、当該プレーヤーがコート上にいないことを口頭で確認します。もし、コ

ート上にいる場合は、チームへ知らせ、速やかに交代地域へ戻し、正しい状態にしてから競技

を再開させます。 

⑬ 失格者の管理 

TD は失格となったプレーヤーを速やかに交代地域、競技場から退出したかどうか、または

失格者席に座ったかどうかを管理します。失格者席は当該試合がドーピング検査の対象試合で

ある場合に使用します。この場合の競技場から退出させるとは、競技に影響のない場所に移動

させるということです。失格となったプレーヤー・チーム役員は直ちにコートや交代地域から

立ち去らなければならず、その試合に出場、参加しているチーム関係者といかなる接触もして

はなりません。失格となったプレーヤーがコート内に入った場合など、さらなる違反が認めら

れた時は、コート上のプレーヤーを減らすことはせず、報告書を作成します。 

失格となった者を交代地域から影響のない場所へ誘導するのは、会場責任者（コート責任者）

が行います。TO は、速やかに競技を再開させることに努めます。 

⑭  レフェリーが 3 回目の 2 分間退場を宣告し、結果的にその選手が失格となった場合には、

レッドカードをはっきりと提示します。レフェリーがそれに反応しない様子であれば、笛また

はブザーによってレフェリーに知らせます。 

⑮ 負傷治療した選手の管理 

競技中、相手チームのプレーヤーに対して段階的罰則が適

用された違反行為によって生じた治療行為など特別な場合

を除き、負傷によりレフェリーの指示でチーム役員が入場し

たときは、当該プレーヤーは治療の有無にかかわらず、その

後自チームが 3 回の攻撃を終了するまでコートに戻るこ

とはできません。TD はそのジャッジーズテーブル上に、3 

回の攻撃を示すカードを示し 3 回を計測します。1 回の攻

撃についての考え方は、パッシブプレーの際の考え方と同じです。その間、チームタイムアウ

トが申請された場合でもその攻撃回数は継続されます。 

3 回の攻撃が終了するまでに交代し入場した場合は、不正入場として、通常の不正入場時の

対応となります。TO は、不正入場の判定をすることがないよう、予防的に、「今２回目の攻撃

が終了」など、攻撃完了の回数を口頭で明確にチームに伝えながら試合を運営していきます。

3回の攻撃が完了する前に、チームタイムアウトが入ってきた場合、チームタイムアウト後の

再開については上述の退場者の管理と同様に対応します。 

⑯ グリーンカードの回収 

後半の残り 5 分を過ぎた時点で、②番のカードで後半のチームタイムアウト請求を行って

いない場合には、③番のカードを回収します。 

TO は残り 5 分を過ぎた段階で、速やかにカードを回収する必要はありません。当該チー

ムが攻撃中の時は、チームタイムアウトの申請の可能性がありますので、当該チームが防御側

になっているときに回収に行きます。 

⑰ 競技終了前 30 秒間の管理 

競技規則 8：5、8：6、8：10（c）及び（d）の対応について、TO は、時間管理とレフェ

リーへの支援を行います。通信機器でレフェリーと交信している TO は、「残り 30 秒、スタ
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ート」とタイミングに合わせてレフェリーへ知らせます。 

また、前半終了間際のプレーに注意を払う必要があります。特に、終了直前のシュートが得

点となるかならないかの最終判断はレフェリーではありますが、通信機器でレフェリーと交信

する TO は、残り時間を 10 秒前からカウントダウンし、レフェリーをサポートします。 

⑱ ベンチ以外からの指示への対応 

観客席からの声を交代地域で聞いているこ

とに対しては制限しなくてよいが、チーム役員

やプレーヤーが交代地域を離れて指示を受け

る行為は止めさせなければなりません。注意し

たにもかかわらず継続するならばスポーツマ

ンシップに反する行為として、当該プレーヤー

やチーム役員に罰則を与えるようレフェリー

に指示してください。 

⑲ トラブル対応 

試合中、コート内外を問わず各種トラブルが起きた場合、TO は、会場責任者（コート主任）、

レフェリーと協力してトラブルを早期に解決しなければなりません。この行動、対処は速やか

に、しかも迅速に行わなければなりません。また、特異な状況（レフェリーの負傷、照明の故障

など）で試合が中断した場合、MO（または TD）が観客に対して理由を説明することが望まし

い。処理・対応に時間がかかるときは、その旨を会場アナウンサーから説明するように促しま

す。 

 

 

４．試合後 

① まず、公式記録用紙の得点（前半・後半とその合計）を記載し、レフェリーの署名をもらい、

レフェリーを控え室へ戻します。 

② その後、SK は TK、ローカルスコアキーパー、電算処理担当と公式記録用紙の照合、全後

半の得点、罰則の記録などの確認を行い、間違い、記入漏れがなければ署名します。 

（ローカルタイムキーパー → ローカルスコアキーパー → TD → MO の順番で署名します） 

③ 署名をうけた、公式記録用紙を担当者へ確実に手渡します。 

④ 全ての署名を終わった後、必要に応じてチームへ記録用紙を配付します。 

⑤ タイムアウト申請カードを回収します。 

⑥ ABCD の役員カードを回収します。 

⑦ 電光掲示板をリセットします。決して、得点掲示をそのままにして、次の試合のチーム名を

表示することがないようにしてください。 
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【競技運営に関する事項】 

この競技運営に関する事項は TO の任務を遂行するための、競技運営に関連事項を記載してします。

本協会主催、共催大会、加盟団体の主催の全日本大会においては実施、ブロック大会、都道府県大会にお

いては推奨するものとして、各大会において基準として採用し、適切な競技運営を行ってください。 

各大会、各試合は、当該年度の本協会競技規則及び最新の競技規則によって実施します。 

 

 

１．会場設営と確認 

① コート 

競技会場は、正規コート（40m×20m）かつ地面が平らなエリアを使用します。競技規

則に定められた通りとしますが、教育機関の大会など正規のコートの長さが確保できない

場合、その大会規定に従います。小学生など、年齢や競技場確保の面で正規の大きさを確

保できない場合には、その状況に応じて実施します。 

スローオフエリアの設置の有無に関しては、各連盟の判断とします。 

② 安全地帯 

競技場設置の場合、安全地帯を含め 48m x 28.5m の広さを確保し、その周囲を広告ボ 

ードなどで区切ることを推奨します。止むを得なく確保できない場合には、緩衝材（マッ

ト）などを配置し、安全確保に努めなければなりません。 

競技場の広さは、以下に記載される内容が含まれますが、この限りではありません。 

- コート 

- コート周辺  サイドラインに沿ってベンチまでを 4m、ベンチから後方に 2.5m、 

その反対側に 2m、アウターゴールラインから 4m 

- ベンチを含む交代地域 

なお、スペースに限りがある場合の最低条件として、ジャッジーズテーブル前面はサイ

ドラインから 50cm 以上、ベンチは 1m 以上離してセッティングします。 

③ ゴール 

ゴールは床に固定しておく必要があります。止むを

得ず固定できない場合には、固定用重り、マットや砂

袋、両面テープなどでゴールが倒れないような処置を

必ず施してください。 

④ ゴールネットとキャッチネット 

ゴールネットは内張とし、サイドネット、ネット

下部からシュートしたボールが抜け出ないように紐

で固定してください。跳ね返り防止のためにキャッ

チネットも張ってください。キャッチネット上部が

垂れ下がること、途中で紐が切れること、下部も床

につきたるみがつかないように調整するなど、機

能が保たれるよう注意してください。 
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⑤ ベンチ 

単独イスの場合には、16 脚を（感染症拡大予防を考慮して）設置してください。 

⑥ コーチングゾーン 

交代地域にコーチングゾーンを設定します。サイドラインから 30cm 離してサイドライ

ンに対して垂直に 50cm の長さで 2 本引きます（サイドラインと異なる色でも構いませ

ん）。1 本はセンターラインから 3.5m の位置に、もう 1 本はセンターラインから 12m

のところに引きます。その間をコーチングゾーンといいます。 

⑦ ジャッジーズテーブル 

ジャッジーズテーブルには補助員の業務を簡素化することから最大 4 ～ 5 名が座れる

スペースを確保します。ジャッジーズテーブル後方に MO 席を設け、その横に競技役員

席を設けます。 

⑧ 大会役員席 

主要な国際大会では、ジャッジーズテーブル後方は大会競技役員の席（サポートテーブ

ル）となります。コートから見て右側に国際連盟競技役員が座り、左側にテクニカル役

員、主管国協会競技役員が座ります。 

本協会主催の大会においても壇の設置の有無にかかわらず、ジャッジーズテーブル後方

に競技役員席を設置してください。その他、会場の規模、規格などに応じて対応してくだ

さい。 

 

⑨ 競技場の室温 

競技場内の室温については、選手の健康・安全の確保、また円滑な試合運営に配慮し、

冬場は 14 度以下、夏場は 28 度以上にならないよう環境を整えてください。 

また、夏季大会では空調設備の有無にかかわらず、特にジュニア層など、身体的に成熟

していない年代では、特に注意が必要であり、こまめな水分補給、十分な休息を与えるな

ど、競技中、練習中においても体調管理には十分に留意してください。 

 

 

 

サポートテーブル 

ジャッジーズテーブル 
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２．競技実施関係（準備物や諸会議など） 

① 選手登録 

プレーヤー、チーム役員の登録方法、期限、変更方法については各大会で定めます。申込

期日を過ぎたプレーヤーの登録は認められないことやチーム役員の登録は随時できること

など、各大会の要項に定めたとおりで実施してください。 

また、大会によって、プレーヤー変更は代表者会議前日や開始前までに届け出ることなど

決まりがありますが、届出書には理由の記載や、証明書の提出を問うべきではありません。

ただし国体は、国体要項に従う必要があります。 

② 感染症対策 

感染症対策は、主催者や大会関係者だけでなく各チームおよびその家族などの協力のも

と、感染防止のために主催者が決めた措置を遵守、お互いに感染防止に努めてください。 

万が一、発熱などの症状がある、あるいは感染症が疑われる状況においては、速やかに主

催者に報告、自主的に参加を見合わせてください。 

③ 競技時間 

競技時間は競技規則に則って実施します。大会で定めたものがあれば、それに従ってく

ださい。競技時間の計測は、加算式の電光表示板を使用します。電光表示板がない場合

は、ジャッジーズテーブルの上にコート内から見える卓上時計を用意してください。卓上

時計がない場合は、ストップウォッチを使用してください。電光表示板が機能しなくなっ

たときは、可能な限り、用紙などによる時間掲示をし、チーム関係者、観客に競技時間の

経過がわかるよう配慮してください。 

④ ハーフタイム 

ハーフタイムは 15 分以内としますが、各大会で定めた時間に従って運営してくださ

い。電光掲示板を使用してのハーフタイムの計測は減算式を推奨します。ハーフタイムの

コートの使用は、国内では原則として次の試合のチームの練習に使用できるものとします

が、大会毎に取り決めて使用することが望ましいでしょう。 

⑤ 得点・時間表示 

電光掲示板によるチーム名表示は、スコアシートに記載

の左側を A、右側を B とし、Aチームを得点表示でも左

側に表示、右側には B チームを記載します。これはトー

ナメント表では左側のチーム、リーグ戦の対戦表でも左側

に記載のチームが A とします。したがって、スコア表の 

AB が前半後半で変わらないため、得点掲示板などの表記

も左右の表示を変える必要がありません。 

※ 4 面表示とすることで観客にもより見やすい環境となることから、4 面表示を推奨し

ます。 

※ 対角でなく中央に設置せざるを得ない場合は、混乱を招かないよう、チーム表記を明

確に示すようにしてください。 

⑥ 松やにの使用 

特に禁止されていない場合、指・手のひら（手の甲は許されない）に松やにを付けて競

技しても構いません。ただし、松やにが許可されている大会でも、チームの責任におい

チ
ー
ム 

A 

チ
ー
ム 

B 
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て、コートから離れたとき、会場内の廊下、更衣室を含め、その他の施設に松やにがつか

ないよう対応する必要があります。 

また、大会（大会使用球として松やにを使用しないボールを使用する場合も含む）や会

場の使用条件によっては、松やにそのものの使用を禁止することや、靴に松やにをつける

ことを禁止することを可能とします。 

⑦ 医務 

コート脇に担架を用意してください。併せて車いすを用意し、状況に応じて対応してくだ

さい。迅速に対応できるように、予め設置場所や担当者を決めておき、事前に使い方も周知

しておく必要があります。 

⑧ ユニホーム 

1）大会で使用するユニホームは、1 つの色がシャツの大部分をはっきりと占める必要があ

ります。また、蛍光色の使用は許可されていません。 その上で、チームは 2 種類以上

を用意することとします。 1 種類は明るい色（淡色）の上下セット、もう 1 種類は濃

い色（濃色）の上下セットとし、また、同系色を避けて用意する必要があります。GK の

色は上記 2 種類以外の色を用意します。CP・GK と 4 色のユニホームを揃えること

になります。 

2）同じチームの GK のシャツの色は、同色でなければなりません。

ビブスなどを着用する場合、登録された色と同色でなければなり

ません。またその場合、登録された番号と同じでなければなりま

せん。登録された GK と同色の、穴あきのユニホーム（ビブス）

を着用することは許可されます。ユニホームの色が同じであれ

ば、形にはこだわる必要はありませんが、登録された番号が、

表・裏共に確認できる状態でなければいけません。 

3）番号はユニホームにきちんとつけておかなければいけません。ま

た番号が明確に読み取れるように配色、数字の大きさ、太さも配

慮する必要があります。背番号がとれそうな状態でのプレーは禁

止します。ピンやテーピングで止めることは許されません。これ

らが正されるまでは、競技に出場することができません。確認、

出場の許可は TO が行います。 

4）チームはユニホームとして、シャツ・パンツ、そしてソックスの色を統一してくださ

い。なお、ソックスは色が揃っていればよく、メーカーのロゴなどは問いません。 

また、ユニホームの規格は以下に示した通りとします。その他ユニホームに関する事

項は、本協会が定める「ユニホームに関するガイドライン」を確認してください。 

なお国体では、広告をつけたユニホームを着用することは許されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦 10㎝ 以上 縦 20㎝ 以上 
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5）代表者会議でユニホームの確認、承認を行うことがあ

ります。また、当該の試合で着用するユニホームは、

ゲーム前のオフィシャルミーティングでレフェリー、

TO 立会いの下で決定されます。第 1 試合は試合開始 

30 分前、第 2 試合以降は、前の試合の前半終了直後

にジャッジーズテーブル前で行います（大会や試合期

日に別途定められることもあります）。その試合に着

用する全ての種類のユニホームを持参してください。

対戦する 2 つのチームのユニホームの色とデザインの

組み合わせは、互いに明確に区別できる必要があります。調整がつかない場合は、チ

ーム番号の大きいチームが変更します。 

6) 試合中、ユニホームが破損し、競技を続行できないと判断されるときは、別のユニホ

ームに着替えなければなりません。その場合、番号は異なってもかまいません。また

状況によって、交代地域にいるその他のプレーヤーのユニホームと交換することも可

能とします。 

⑨  代表者会議 

各チームは、各大会で指名された代表者（監督や主将）

は代表者会議に出席しなければなりません。会議におい

て、大会実施の諸条項の確認などを行い、大会の円滑な運

営に役員、チームとも協力しなければいけません。また、

その大会で着用するすべての種類のユニホームを持参し、

代表者会議で確認することが望ましいですが、原則は各試

合のオフィシャルミーティングでレフェリー、 TO が立

会いの下に確認します。 

⑩ ゲームエントリー 

代表者会議で決定したチーム役員、プレーヤーのみが競技に参加、出場することができ

ます。各試合の出場プレーヤー、参加チーム役員数は競技規則に定められた通りとします

が、主催者が別に定めたときは、その規則に従ってくだ

さい。 

⑪ オフィシャルミーティング 

トスは、試合開始前、ジャッジーズテーブル前で行い

ます。国内での第 1 試合のトスは、概ね試合開始 30 

分前とし、第 2 試合以降は、前の試合の前半終了直後に

行います。トスには、チームを代表するプレーヤー、も

しくはチーム役員が立ち会います。トスは競技開始前にレ

フェリーが行いますが、TO は立会い、問題が生じたときに

は TO が助言・勧告します。 

⑫ メンバー表の提出 

チームはメンバー表を毎試合ごとに提出する必要があり

ます。大会本部が用意して配布し、毎試合提出することも

可能です。スコアキーパーは提出されたメンバー表をもと
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に、公式記録用紙に転記します。TO は公式記録用紙にプレーヤー、チーム役員、その他

の記入事項が正しく記入されたかを管理します。 

⑬ 背番号 

背番号は、1 から 99 までとします。ただし、国体での背番号は、1 から 12 としま

す。 

⑭ ボール 

空気圧の数値は各試合の前に、TO、レフェリー、チーム役員の協議によって決定しま

す。適正なボールの機能が発揮できる空気圧とします。 

2020年施行の新ガイドライン（通達参照のこと：2020年2月15日）より、予備の

ボールをジャッジーズテーブルのみならず、コートサイド（各コーナー付近）に置

き、それらの使用を可能とします。ただし、予備のボールを使用するかどうかは、競技

規則 3：4 に基づきレフェリーが決定します。国内大会では、マルチボール方式で防球ネ

ットが設置できない状況下で、従前からジャッジーズテーブル以外にも予備ボールを置

き、使用を認めていましたが、防球ネットが完備されている状況下での新たに 4 つの予

備ボールの設置については、大会主催者の判断に委ねます。 

⑮ 登録証 

メンバー表とともに登録証は、各試合前に各チーム代表者がレフェリー、TO に提出し

ます。プレーヤー・チーム役員は、各試合に登録証を提出しなければ、試合に参加、出場

することはできません。 

試合終了後、TO もしくはレフェリーは、両チーム代表者に登録証を返却します。 

裁定委員会に提訴されるプレーヤー、チーム役員がいる場合は、当該者の登録証はその

場で返却せず、裁定委員会終了後、裁定委員会の処置に従い返却します。 

また、ドーピングコントロール検査対象者に選出されたときは、ドーピングコントロー

ル班の係員に渡します。検査終了後に返却されます。 

⑯ チーム役員の服装 

交代地域にいるチーム役員は、スポーツウェアか平

服をきちんと着用していなければいけません。また、

相手チームの CP と、はっきり区別できる色でなけ

ればいけません。 

試合開始前のトスの段階で相手チームの CP のユ

ニホームの色を確認し、重複しないよう配慮してくださ

い。止むを得ずプレーヤーのユニホームの色と同じ場合、

TO はレフェリーと共に、チーム役員に色の異なる上着の

着用を指示してください。正さなければ交代地域に留まる

ことは許されません。 

 

⑰ 身に着けられるもの（保護を目的とした装具） 

サイクリングパンツ、アームスリーブ、アンダーシャツ、コンプレッションソックスな

ど従前に定められていた「身に付けられるもの」については、別紙の「ＪＨＡ保護を目的

とした装具」記載している取り扱いとします。また、大会ごとに、遵守しなければならな

い事柄、注意事項として事前に参加チームに通知しておくことを推奨します。 
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⑱ 役員カード 

試合に参加するチーム役員に、A から D の首からさげ

られるカードを渡します。試合中、チーム役員に常に着用

させておかなければいけません。このカードは、ハーフタ

イム中もつけておかなければいけません。 

カード A をチーム責任者とします。カード A をつけて

いるチーム役員がいなければ、責任者として認められてい

る行動はできません。国体は監督がカード A をつけます。

IHF 規則では、プレーヤーとチーム役員の兼任は認められ

ていませんが、国内では兼任を認めています。兼任プレー

ヤーが交代地域にいる時間が長いときは、役員カードを首

から下げていなければいけません。試合に出場する場合

は、カードを交代地域に置いておかなければいけません。 

⑲ 記録用紙 

IHF が制定した公式記録用紙に準じた公式記録用紙（平成 28 年度改正）を使用しま

す。ただし、国内の競技会において、手書きの場合には、従来のランニングスコア

を公式記録用紙として使用することができます。公式記録用紙はジャッジーズテーブ

ルで記載し、電算システムや記録補助としてのランニングスコアはジャッジーズテーブル

後方の競技役員席で記録します。 本協会ホームページに掲載している PC を利用した公

式記録用紙・ランニングスコアシステムをダウンロードして利用することを推奨します。 

⑳ TD の配置 

全日本大会の TO は、大会ごとに指名しプログラムに掲載してください。また、全国大

会だけでなく、ブロック大会、都道府県大会、地区大会でも TO を配置して実施すること

を推奨します。 

競技会の種別に限らず、MO は競技規則、競技運営

に精通し、責任を持って試合管理にあたることができ

る者、TD はジャッジーズテーブルの補佐、交代地域

の管理などを行うことができ、補助員とともに試合の

運営にあたる能力がある者とします。 

㉑ TO の服装など 

TO の服装は、できるだけ TO として統一した服装

とします。ブレザーにネクタイ着用もしくはスポーツ

ウェアを着用してください。 
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３．試合前（セレモニーや確認） 

① 記録用紙の確認 

試合開始 40 分前から 10 分前までの間に、各チームの責任者は、公式記録用紙に転

記されたプレーヤー、チーム役員の記入が正しいものであるかを確認し、確認の署名をし

ます。チーム役員が、A から D の区分で記入されているかを確認します。最終的に、誤

記載、記入漏れの責任は、確認を怠ったチーム責任者にあります。 

試合開始前に負傷したプレーヤーが出た場合、試合開始 10 分前までは交代することが 

できます。この場合、大会にエントリーしているプレーヤーでなければ交代はできません。 

② アナウンス 

延長戦を実施したことなどにより定刻の試合開始時間に開始できないときは、試合開始

までの時間は各大会によって定めます。その場合、試合開始予定時間を各チーム、観客に

知らせてください。 

③ 選手紹介 

選手紹介では、プレーヤー、チーム役員のみならず、レフェリー、TO など関係者は全

員紹介してください。 

④ セレモニー 

試合前の入場は原則、レフェリーの先導で行います。センターラインに平行に並ぶ場合

もレフェリーが先導します。原則として挨拶は、コート中央にサイドラインと平行に横一

列に並び、観客、ベンチに対して礼をして始めます。プレーヤーの紹介を行う場合にはベ

ンチから、あるいはコート外から入場する方式を取り入れるなど、各大会で工夫して行っ

てください。 

また、試合開始の挨拶時、TO を含めてジャッジーズテーブル補助員、モップを担当す

る補助員も起立し、挨拶をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 登録者の確認 

各チームは、その大会に出場するプレーヤー、参加するチーム役員の登録証を持参し、

試合ごとに TO が確認します。 

TO とレフェリーは、試合開始前までに、登録証によってチーム役員とプレーヤーの照

合を行います。場内放送でプレーヤー紹介がある時は、その際に TO が照合します。 
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４．試合中 

（記録、得点、交代地域、タイムアウト、段階罰、負傷退場、延長戦、7MTCなど） 

① 通信機器の利用 

レフェリー 2 名と TO のうち 1 名の計 3 台 1 セットを最小単位とし、競技中の通

信機器の利用を積極的に推進します。余裕があればもう 1 名の TO が使用します。 

② 記録・得点 

試合途中のレフェリーの各種の合図に対しては、ローカルタイムキーパーが対応しま

す。レフェリーが得点の合図をした時、手を高く上げ、確認の合図をします。レフェリー

がプレーヤーに警告を与えるためにそのプレーヤ

ーを指し示した時に、番号を特定できた場合に

は、ローカルタイムキーパーはイエローカードを

高く上げて合図をします。番号がわからなけれ

ば、イエローカードは上げる必要はありません。

退場、失格も前述の要領で対応します。退場の場

合、再開の合図の際、ローカルタイムキーパーは

退場を意味する 2 本指を用いて合図をします。

以上の点は、試合開始前に、レフェリーと打ち合

わせをしておく必要があります。これらの業務はローカルタイムキーパーの業務です。 

TD はこれらの業務を行うことはありませんが、業務の指示、支援をします。 

③ チーム役員 

試合開始後遅れてきたプレーヤー、チーム役員は、TO が承認することにより、試合に

出場、参加できます。承認されるためには、出場、参加資格があり、事前に提出されたメ

ンバー表に記入された者でなければいけません。 

記録用紙に記載されていないプレーヤーや、参加資格のないプレーヤーが競技に出場し

た場合、当該チーム責任者に、レフェリーが罰則を適用します。 

プレーヤーとチーム役員が兼任の場合、罰則は個人に適用するものとします。コート上

での罰則はプレーヤーに、交代地域でカードを着用しているときはチーム役員に記録しま

す。ただし、プレーヤーで適用され、あるいはチーム役員で適用された場合であっても、

個人として警告を 2 回適用することはできないことから、繰り返しの違反は 2 分間の退

場となります。 

④ チーム責任者の許される行為 

事実判定以外の事項につき、必要かつ適正と認められる

場合、チーム責任者だけが TO を含み、ジャッジーズテー

ブル補助員と話しをすることができます。スポーツマンシ

ップに反しない程度の得点か得点でないかの確認、問い合

わせは許容されるべきです。 

⑤ 試合中の確認事項 

試合中、事実判定を除いた確認すべきことが生じた場合には、役員カード A を付けた

チーム役員が TO に問い合わせることができます。この問い合わせに対し、TO は真摯に

対応、適切に判断しなければなりません。必要があれば競技委員長、大会委員長と協議
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し、適切な競技運営を遂行します。 

⑥ チーム役員の退場 

チーム役員が退場となったとき、退場者電光表示板の番

号表示は入力する必要はありません。ジャッジーズテーブ

ルの上に紙で掲示する際は、A から D と表記し、プレー

ヤーの入場時間を掲示します。 

⑦ 交代地域（規定と管理） 

    チーム役員もプレーヤーも、次のことは許されません。 

▶ レフェリーや TO、ローカルタイムキーパー、ローカルス

コアキーパー、プレーヤー、チーム役員、観衆を挑発、抗

議、その他のスポーツマンシップに反する方法（言葉、表

情、身振り手振り）で妨害または侮辱すること。 

スポーツマンシップに反する行為には、判定に対する不満

を表すジェスチャーをしたり、大声を出す、相手チームの

みならず自チームのプレーヤーに悪態雑言を浴びせる、観

客に対して不満の表現をしたり、大会・競技役員を含めて

観客に不当な表現を用いたりすることを含みます。 

▶ 競技に影響を与えるために、交代地域を離れること。 

プレーヤーやチーム役員は、原則として自チームの交代地

域に留まるものとします。しかし、チーム役員が交代地域

を離れ別の場所へ移動したときは、チームを指揮し管理す

る権限を失います。その権限を再び得るためには、交代地

域に戻らなければいけません。 

▶ 交代・入場を意図しないコート内への立ち入りは不正入場

ではありません。例えば、プレーヤーが水分補給やタオル

使用のために交代エリアラインを通らず交代地域に戻っ

た、あるいは、チーム役員がコーチングゾーン内のサ

イドライン際でプレーに影響を与えることなく戦術的

指示を出していたとしても、罰則の適用はありません。

ただし、水分補給できるのは、自分のチームの交代地域の

みとします。相手チームの松やにを使用したり、水分補給

をするためにコート外に出ることは、コートの不正使用と

なり違反行為となります。加えて退場の判定の際、交代エ

リアラインを通らず、潔く交代地域に戻った場合は罰則を

付加する必要はありません。 

▶ チーム役員は原則として、ベンチに座っていなければいけ

ません。ただし、チーム役員 1 名のみが戦術的な指示を

出すことや、治療を目的としてコーチングゾーンの範囲内

で動くことが許されます。 

▶ 試合中、許可した者を除き、いかなる者でも交代地域に出入りさせてはいけません。 
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▶ 試合中、交代地域にスペースがあれば、その地域内での短時間のウォーミングアップは

許されます。しかし、交代地域内でボールを持つこと、触ることも許されません。ま

た、ウォーミングアップを中断するようであれば、ベンチに座らなければなりません。

ウォーミングアップ中にコート内に向かって指示を出したり、試合の判定に反応して大

きな声もしくはジェスチャーをすることは許されません。ウォーミングアップを中断し

たと見なされ、その後ウォーミングアップを再開したとして

も直ちに座るよう、TD から指示をしてください。指示に従

わない場合はスポーツマンシップに反する行為として、罰則

が適用されます。 

▶ CP と交代した GK は、ベンチに着席していなければい

けません（交代後、交代地域に立ったままで待つことは

許されません）。 

⑧ 交代地域で使用できるもの（通達参照のこと：2020年5月16日） 

交代地域において、パソコンやタブレット端末等の技術的器具の使用を認めます。 

選手の安全・戦術的指示のためで、持ち運びが

できるもの(マイクロフォン、ヘッドフォン、イア

ピース、スマートウォッチ、タブレット、または

ノートパソコンなど）の使用を認めます。ただし

承認されない機器を使ったり、機器を使った結果

として不適切な言動（例えば、レフェリーの事実

判定についての質問などの道具として使用するこ

となど）があった場合は、交代地域から外して交

信できない状態にします。罰則により競技場を去ったプ

レーヤーやチーム役員との交信も許されません。 

この件に関しては、本協会強化本部・指導普及本部よ

り別途使用についての具体例を含めたガイドラインを通

知し、それに従うこととします。 

交代地域では、メガホンの使用を禁止します。 

また、全国大会、ブロック大会を除く各種大会におい

てチームにスタッフが少ない場合、競技に影響ない範囲で交代地域においてビデオ、写真

撮影を可能とします。 

⑨ 記録用紙に記載されていないプレーヤー（通達参照のこと：2020年2月1日） 

記録用紙に記載されていないプレーヤーが、ベンチしていることやコート上でプレーし

ていることが分かった場合、以下の手順で競技を運用します。 

▶ チーム責任者に段階的罰則を適用します。 

▶  大会規定のベンチ入りできる人数に対して、記録用紙に記載されている人数が最大数未

満の場合に限り、追加で記録用紙に記載することができます（大会にエントリーし、参

加資格が認められているプレーヤーであることが条件）。また、例えば 11 番で登録し

たプレーヤーではなく、記録用紙に記載のない 14 番の選手プレーヤーが誤って試合に

参加して場合も、11 番を削除して、代わりに 14 番を記入（追加）することを可能と

します。 
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▶ 競技の再開は、チーム責任者に罰則が適用されているため、中断の理由に相応しいスロ

ーで競技は再開となります。 

▶ 記録用紙の特記事項に記載します。 

⑩ ユニホーム（背番号）を間違えて参加したプレーヤー 

例えば本来 14 番で記録用紙に登録していた選手が、間違えて 18 番のユニホームを着

用しプレーしていたことが競技中に判明した場合には、競技を中断し、背番号を記録用紙に

記載されているとおりに着替えさせてください。その再開方法は、競技の中断に相応しいス

ローで競技を再開とし、記録用紙にその旨を記載します。 

⑪ チームタイムアウト 

グリーンカードは 3 枚準備します。それぞれのカードには ①、②、③ と番号をつ

け、明確にしておく必要があります。前後半に最高 2 回までしか請求できないことか

ら、前半には ① と ② の番号がついているカードを配布し

ます。前半 1 回も使用していないチームからは、① のカー

ドのみを回収します。また前半に 2 回使用したチームには、

後半が始まる前に ③ のカードのみを配布します。本来使用

しなければならないカード番号でなくても、申請は認められます。 

チームタイムアウト終了後、TD は正しいカード番号に戻してください。試合後半残り 

5 分間は、1 回しか請求できません。後半 25 分を経過し、2 枚のカードが残っている

場合、TD は ③ のカードを回収してください。残り 5 分でチームに誤って 2 回のチー

ムタイムアウトを請求させないためにも、回収を怠りなく行ってください。 

コーチングゾーンを越えてジャッジーズテーブル近く

でグーンカードを出したり引っ込めたりするような状態

の時は、スポーツマンシップに反する行為としてレフェ

リーを呼び、罰則を適用するよう指示します。 

グリーンカードは、チームアウトを請求するとき

にのみ取り扱い、通常は置いておくことが原則とな

ります。しかし、チーム役員は、状況を見計らうこ

とはあり得るので、コーチングゾーン内で手に持

つ、または背中に挟むなど、出すタイミングを計り

ながら戦術的指示を行うことは認めなければなりま

せん。 

プレーヤー兼任のチーム役員がグリーンカードを出す

場合、役員カードを首からぶら下げるか、手に持ってい

なければいけません。チーム役員登録をしていないプレ

ーヤーはグリーンカードを提出する権利がないため、こ

のような場合、受け取ってはいけません。したがって、

その試合にチーム役員が不在の時は、チームタイムアウ

トの請求ができません。 

⑫ 主催者が認めたテレビ関係者は、チームタイムアウトの時間だけ交代地域の付近で報道活

動することができます。また、コート内から、ベンチの活動を撮影することが許可されま

す。その他の時間帯の報道活動は、交代地域内での取材活動は認められません。 
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⑬ 負傷したプレーヤー 

プレーヤーが負傷して救護が必要な場合、レフェリ

ー・TD の許可・指示に従ってプレーヤー、チーム役員

を含めて関係者が 2 名までコート内に入ることが許さ

れます。また、同じチームの複数のプレーヤーが負傷し

た場合には、規定の人数よりも多くコートに入ることが

許されます。この場合も 1 人のプレーヤーに対して最

大 2 名までとします。試合再開をスムーズにするため

に、TO またはレフェリーの指示によって、交代するプレーヤーを予めコート内に入れる

こともできます。 

⑭ 出血時の対応並びに重大な負傷の状況 

試合中、出血して血液がユニホームに付着し拭き取れない場合は、ユニホームを交換し

なければいけません。その場合、番号は異なってもかまいません。競技中に外傷などが発

生した場合、出血を認める場合はコート内に留まることは許されません。レフェリーが交

代地域に戻るよう指示をする必要があります。レフェリーが出血などに気がつかないとき

は、まずは通信機器を活用するなどでレフェリーに伝えることに努め、それでも気付かな

いときは、TO からの笛の合図でレフェリーに知らせてください。TD による止血の確認

がなされた後、当該プレーヤーは競技参加が可能となります。骨折、脱臼といった整形外

科的外傷、脳震盪、心臓震盪、その他競技に出場することでプレーヤーの健康が明らかに

阻害されると判断できる場合は、医師、専門家の判断を参考にして、チームの判断で出場

の可否を決定します。ただし、誰が見ても明らかに競技することが適切でないと判断され

る場合は、競技に参加させることはできません。 

モップを担当する補助員は、プレーヤーなどが出血し、その血液がコート上についたと

きは、感染予防のため、通常のモップ、雑巾で拭くことは避けてください。モップを担当

する補助員または専任係は、直接血液に触れないように、ゴム手袋を着用しなければい

けません。一度使用したゴム手袋、雑巾はその都度廃棄のための袋に入れ、感染予防の処

置をした後、医療用廃棄物として廃棄しなければいけません。 

⑮ 明らかな得点、得点の取り消し、退場者の得点 

例えば速攻のような場合、両レフェリーが、違反の事実を見ることができないような状

況になった場合、TO は得点後に、レフェリーに失格相当の違反の事実を知らせ、罰則を

適用するよう指示します。 

得点に関わることについて、その場で異論が出るような場合、慎重に対応しなければな

りません。次のスローオフが吹かれた場合、得点は取り消すことができないことから、レ

フェリーは短時間で適切かつ公正な判断を下す必要があります。そのため TO は、決定の

ために支援しなければいけません。ただし、レフェリーの事実観察や判断に基づく判定

が、最終的なものとなります。 

試合中に退場しなければならないプレーヤーが何らかの理由によって退場せずに試合に

出場し続けたことが判明した場合、その時点から退場を適用します。出場したことに対す

る責任は TO、レフェリーにあり、プレーヤーにそれ以上の罰則の適用はしません。事実

が判明する間にそのプレーヤーが得点をあげた場合、その間のすべての記録を認められま

す。ただし、退場が判定された後の得点において、次のスローオフまでに退場の事実が判

明した場合、得点は認めず、その時点から当該プレーヤーを退場とします。 
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⑯ スコア誤記の取り扱い 

スコア―シートの誤記載、誤記入が判明した場合、適正な状況から再開となります。競

技中、誤った判定、判断で競技が行われ、途中でその判定、判断が誤っていたことが判明

した場合、その時点で適正な処置をし、競技を再開します。試合後終了後に記録ミスが判

明した場合は、勝敗に関する場合は相応しい状況から再試合をしなければいけません。修

正した結果同点であった場合は、延長戦を行わなければいけません。 

スコア誤記に関して、プレーヤー、チーム役員にその責任を負わせることはできませ

ん。もし、得点を認めた後にスローオフの笛が吹かれたならば、その得点は修正すること

はできません。 

⑰ オウンゴール（以下 OG と表記) 

この状況で得点が入った場合、得点したチームの得点欄に OG として記録します。個

人の得点にはならないため、出場プレーヤーの記載のない欄に得点として記録してくださ

い。さらに、特記事項の欄に OG があったことを記載します。 

⑱ 競技終了前 30 秒間 

競技終了前 30 秒間の失格、報告書付きの失格およびスポーツマンシップに反する行為

が起きた場合は、競技再開は全て 7m スローとなります。 

この場合の終了間際とは、正規の競技時間だけではなく延長戦も含みます。 

⑲ 競技終了の合図 

ブザー、または笛で行います。音が適切に競技者、観客に分かるよう管理します。 

⑳ 最後の一投 

いわゆる「最後の一投」を行う際、負傷したあるい

は負傷を訴えた GK 以外の防御側のプレーヤーの交

代は許されません（通達参照のこと：2020年2月1

日）。また、攻撃側の最後の一投をするプレーヤーは、

直ちにその位置に着かなければいけません。攻撃側は 1 

名の交代が許されますが、一投を行うための交代しか行

うことができません。 

㉑ 延長戦 

延長戦の実施については、各大会で定める。正規の後半戦を終了した段階で同点により

勝敗が決しない場合は、延長戦を行います。第 1 延長戦を行ってもなお同点で勝敗が決

しない場合は、第 2 延長戦を行います。 

▶ レフェリーがトスを行います。 

▶ 延長戦開始までの休憩時間は 5 分とします。 

▶ 延長戦のハーフタイムは 1 分間です。休憩後に円滑に試合が始められるよう、TO はレ

フェリーと協力して対応してください。 

㉒ 7 メートルスローコンテスト（以下 7mTC と表記） 

延長戦を行い同点の場合は、7mTC により勝敗を決します。7mTC は次の要領で実施

します。原則は 5 名で行います。後半試合終了後、当該チームは 7mTC を行うプレー

ヤーのリストをレフェリーに提出します。大会によっては 3 名で行うこともできます。

7mTC の登録・記録用紙を利用すると管理が行いやすいため、活用を推奨します。 
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実施要領は次の通りとします。 

▶ 先投、後投をコイントスで決定します。 

▶ 両チームのプレーヤー、チーム役員は、ジャッジーズテーブル業務の妨げにならないよう、

使用するゴールの反対側のコートのセンターラインから 4.5m 離れた仮想ライン上に整列 

させます。 

▶ 両チームのスローをするプレーヤーは、4.5m の整列ラインから交互にスローを行います。 

▶ 交互に 7m スローを行い、（5 投あるいは 3 投が終了した時点で）得点の多いチーム

が勝利となります。なお、スローの結果が 3 対 0、もしくは 4 対 1 などのように途

中で勝敗が確定となれば、その時点で 7mTC を終了となります。 

▶ 7mTC を行う際、登録されてないプレーヤー、あるいは罰則が適用されているプレーヤ

ーは参加資格がありません。5 人制で実施する場合と、状況によって 5 人参加できない

場合があります。例えば 1 人少ない場合、記録用紙には 5 回目のスローが失敗した旨

を記入します。なおその際、補充はできません。 

 

 

 

 

 

 

㉓ ドーピング対応 

大会でドーピング検査を実施する場合は、レッドカード席を設ける必要があります。そ 

の場合、即座に失格を判定されたプレーヤーはコート外周（大会により設置場所は異なる）

に用意したレッドカード席に着席していなければいけません。プレーヤーの管理は、アン

チ・ドーピング・コントロール班が行います。当該プレーヤーは、試合終了後、ドーピン 

グ検査の対象者となることがあります。 

㉔ 臨時トレーナー 

試合中のプレーヤーの応急手当の際の管理は、TO が行います。 

応急手当を行うチーム役員も、本協会に登録されていなければいけませんが、国内の特

殊事情で、トレーナーが登録締め切り日までに氏名を特定できないこともあります。その

場合、交代地域の外側に臨時トレーナー席を用意し、プレーヤーが負傷した場合、トレー

ナー席が設置されている場所で応急手当をすることを認めることとします。ただし臨時ト

レーナーは、交代地域やコート内に立ち入ることはできません。またこの席からコート内

にいるプレーヤーに指示をすることは、交代地域規定違反となります。これらの違反をし

た場合、チーム責任者に罰則が与えられます。 

交代地域の外に用意された臨時トレーナー席は、おおむね GK ラインの延長線上で

ベンチより後方に設置してください。 

この臨時トレーナー席に立ち入ることのできる該当者は、トレーナーなどの公認資格を

有していなければいけません。必要であるときは身分証明書の提示は求めることが望まし

いでしょう。 
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㉕ 通訳の配置 

IHF 及び AHF 主催を除く国際試合の場合、通訳（チーム付きを含む）を置くことがで

きます。通訳席はベンチの後方に設置します。通訳席で通訳業務以外のこと（声を発して

プレーヤーに指示）をすることは許されません。 

大会役員や TO との通訳をすることが主業務となります。IHF、AHF 主催ならびに国内

大会では通訳を置く場合、チーム役員として予め登録されておくことが必要となります。 

㉖ 突発的事象 

突発的事項が発生し競技時間が終了していなかった場合、TO は試合を中断させなけれ

ばなりません。 

混乱によって試合当日に試合が続行できないと判断された場合は、原則として、観客の

有無にかかわらず、翌日（別の日）に同スコア、同じ残り時間、中断時の状況から開始し

なければいけません。競技主催者、関係者と協議の上、再開方法などを決定することが望

ましいでしょう。 

大会、各試合の続行に関して特別な判断が求められる場合は、大会委員長、競技

委員長および日本協会代表者が協議し、決定します。 

㉗ レーザーポインターでの妨害 

試合中、観客席などから競技を行っている関係者に対してレーザーポインターの照射が

認められたとき、照射に気がついた関係者が TO に報告し、MO（または TD）は会場ア

ナウンサーを通じて照射をやめさせるように放送をします。引き続き照射が行われるよう

であれば、プレーヤーなど関係者の健康を考慮して無観客試合とすることもあり得ること

を放送します。 

㉘ 当該試合の関係者以外の競技場内への立ち入り 

前半終了間際、あるいは、試合終了間際になると、次の試合のプレーヤーがコート近く

にきて、各種の準備活動を始めることが考えられます。試合に影響がありそうなウォーミ

ングアップ、ボールの使用は禁止するなど、主催者の判断で、競技場内への入場を制限す

ることができます。 

 

 

５．試合後 

① 試合終了後の挨拶 

試合終了後はコート中央でサイドラインと平行に並

び、ベンチ、観客がいれば反対側に挨拶をします。そ

の後、すれ違いながら握手またはハイタッチをしま

す。観客の有無を問わず、相手チーム役員もいること

から国内でも積極的に実行したいものです。 

② 公式記録用紙の取り扱い 

公式記録用紙（ランニングスコア公式記録用紙も含む）

は主催者用として大会本部に提出します。2 枚目は日本協

会提出用として大会本部に提出します。3 枚目、4 枚目

は、各チームに 1 部ずつ配布します。記録用紙が速やかに

チームに配布できるよう、大会本部に提出できるよう管理
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します。各チームには公式記録用紙とランニングスコアの 2 種類を渡します。すべての

事項が記入され、TO が最終確認をした後、TD、MO の順で署名します。 

③ 裁定委員会 

各大会に裁定委員会・上告委員会を設置します。裁定委員会は、競技委員長、競技副委

員長、審判長で構成されます。 

試合終了後、チーム責任者を通じて行われる事実判定以外の口頭による異議申し立ての

時間を試合終了後 1 時間以内とし、2 時間以内に納付金 5 万円を添えて文書で提訴す

ることになります。正式な手続きを経て裁定委員会を開催し、協議します。 

裁定委員会では必要に応じて、プレーヤー、チーム役員、レフェリー、TO などの関係

者を同席させ、事情を聴取することがあります。裁定しなければならない事案が生じた場

合は、原則として当日に裁定をし、関係者に通知しなければなりません。その結果は、翌

日には各会場に公示しなければなりません。 

ブルーカードの提示した場合を含め裁定委員会を開催する場合、TO はレフェリーと共

に裁定委員会開催要望書を作成し、競技委員長に提出します。 

また当該試合で特記事項があれば、裁定委員会開催要望書を競技委員長に提出します。 

交代地域規定に違反する行為があった場合、あるいは、特別な出来事があった場

合、TO は速やかに失格に関する報告書、裁定委員会開催要望書を作成し、競技委

員会委員長（裁定委員会委員長）に提出する必要があります。 

裁定委員会ではプレーヤー、チーム役員のみならずレフェリー、TO、大会関係者も重大

な過失を伴う行為、処置が伴う場合には審議対象者となり、裁定委員会の審議の議案に含

まれています。 

④ 上告 

チーム関係者は、裁定委員会の決定に不服がある場合、通知書を受理してから 2 時間

以内に文書で上告することができます。上告のための文書は形式任意とし、納付金 15 万

円を添えて上告委員会に提出されます。上告があった場合は大会上告委員会を開催しま

す。 

上告委員会は大会委員長、大会副委員長、総務委員長および大会委員長が指名した委員

で構成されます。大会上告委員会は上告の文書を受理してから 4 時間以内に最終決定を

行います。この決定が、最終決定となります。 

 

 

 

最後に 

当該の試合を二人のレフェリーとともに任されたのが TO であり、その試合を円滑に運営し、

成立させる責務を負っています。レフェリー、ローカルタイムキーパー、ローカルスコアキーパー、

補助役員、チーム役員、選手、大会役員と協力しあい、安心・安全の中で素晴らしいゲームが繰り

広げられるよう、準備・運営をよろしくお願いいたします。 

 

（参考）IHF Nominees Event Guide 



 

 

 

 

 

 

 

MO・ TD の 準 備 お よ び  

大 会 期 間 中 の 任 務  
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マッチオフィシャル（MO）の準備および大会期間中の任務 

大 会 前 

自宅での準備 研修会 

大会前に自宅での準備 

- 競技規則と関連する規則・通

達を学習します。 

 

- 日本協会審判本部が提示して

いる、競技規則書・競技規則

研究に関するガイドライン・

競技規則問題集（特に第２

条、第４条、および第８条に

関連）を基に学習します。 

 

- 日本協会競技・審判本部から

の通達された内容（映像資料

も含めて）を学習しておきま

す。 

 

- レフェリー評価者としての、

評価方法について確認してお

きます。 

TO 研修会への参加。 大会前までに行われる競技規則

試験での合格。 

 

試 合 前 

服 装 機器類と広告に関する規定 テレビ 

- ＭＯは、通知に従って主催者

によって定められた服装を着

用しなければなりません。 

 

- 更に、ＭＯはすべての競技役

員が指定された服装に従って

いるか、管理すべきです。 

ＭＯは、大会関係者がコートの

設置状況や機器、および広告に

関する規定を遵守していること

を確認しなければなりません。 

 

 

ＭＯは、大会関係者と協力し、

テレビカメラマンが試合中にベ

ンチなど、特別な場所での撮影

を許可するか否かを決めておき

ます。 



 

31 

 

試 合 中 

スーパーバイザー業務 通信機器 交代地域 ゲーム観察 

- 日本協会主催大会で 

はジャッジーズテー

ブルで 2 名のＴＤと

一緒に業務を行わな

ければなりません。 

- タイムキーパーを担

うＴＤ（以下、ＴＫ）

とスコアキーパーを

担うＴＤ（以下、ＳＫ）

の 2 名を指導する立

場として、チームワー

クで不測の事態に備

え、どのような状況に

でも対応できる準備

をしておきます。 

- 日本協会競技・審判本

部の指示に従って、レ

フェリー、ＴＫ、ＳＫ

と通信できるヘッド

セットを使用してく

ださい。 

- 最新のルールに従っ

てレフェリーとチー

ムをサポートします。 

- 交代地域規定に従っ

た振る舞いに気を払

います。 

本当に必要な場合以

外は、ＭＯ席を離れな

いようにします。 

- 試合にすべてを集中

し、他の業務をしては

いけません。 

- チームによる公式な

抗議につながる、競

技規則に従っていな

い判断をすることを

避けるため、適切な

判定を下さなければ

なりません。 

 

メモ： 

ＭＯは、事実観察に基

づいてレフェリーが行

った判定を除き、ゲー

ムを中断したり、規則

違反についてレフェリ

ーに忠告を行う権利を

持っています。 

試合中に特別な事態が

発生した場合、ＭＯは

最終決定をしないとい

けません。その場合、

直ちに大会委員長など

に連絡します。判断が

難しい場合は、最初に

大会委員長に相談する

ことを推奨します。 
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試 合 後 

報告書 

競技規則と関連し、報告書の作成が必要となった場合は、報告書を裁定委員会に提出してください。 

チーム紹介時における不適切な振る舞いや、競技規則や通達などで禁止された装具を選手が使用した

（試合前に正さずに競技に参加した）場合も含みます。 

 

一般的な任務（大会中の担当試合以外での業務）  

利用できるものとして ミーティング 

緊急時に電話やメッセージなど、受けとれるよう

に大会委員長に連絡先を伝えておきます。 

- チームと一緒に代表者会議などに出席します。 

 

- レフェリー・ＴＤが招集されるテクニカルミー

ティングに出席します。 

 

- その他必要に応じて、招待される各種会合に出

席します。 

 

レフェリーのアセッサー（評価者）としての活動 

- 担当の試合ではレフェリーアセッサーとしても活動をします。 

 

- ソフトウェア”Dartfish” などを活用し、映像を用いてレフェリーへの指導およびフィードバッ

クを行います。 

 

- 各試合の後、レフェリー評価票をもとに、レフェリーペアと簡単なミーティングを行います。 

 

- レフェリー評価票を完成させ、審判長に提出します。 
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タイムキーパー／スコアキーパーとしての TD の準備および大会期間中の任務 

大 会 前 

自宅での準備 準備するべき項目 

大会前に各自家庭で準備すること 

- 競技規則と関連する規則・通

達を学習します。 

- 日本協会審判本部が提示して

いる、競技規則書・競技規則

研究に関するガイドライン・

競技規則問題集（特に第２

条、第４条、および第８条に

関連）を基に学習します。 

- 日本協会競技・審判本部から

の通達された内容（映像資料

も含めて）を学習しておきま

す。 

- レフェリー評価者としての、

評価方法について確認してお

きます。 

- 競技規則の研究。 

TO 会議などに参加すること。 大会前までに行われる競技規則

試験に合格しておくこと。 

 

試 合 前 

服 装 公式記録用紙 機器とその機能の確認 

- ＴＤは、通知に従って主催者に

よって定められた服装を着用し

なければなりません。 

- ＴＤは試合開始 40 分前から

10 分前までに各チームの「チー

ム責任者」によって公式記録用紙

にサインがされてあることを確

認しなければならない。 

- ＴＤはジャッジーズテーブル

に予備のタイマー、タイムキ

ーパーのためのストップウォ

ッチや笛（または他の合図を

送るための器具）などの必要

な備品が準備されていること

を確認しなければならない。 
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服 装 公式記録用紙 機器とその機能の確認 

- 更に、ＴＤはすべての競技役

員が指定された服装に従って

いるか、管理すべきです。 

 - ＴＤは公式試合球が準備され

てあることを確認しなければ

ならない。 

- ＴＤは会場責任者（競技会場

の代表）と協力して電算タイ

マーやスコアボードの機能が

正常であるか確認しなければ

ならない。 

- ＴＤは公式記録用紙が準備さ

れてあるか確認しなければな

らない。ＴＤはＩＤカードを

携帯するＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを含

むチーム役員が公式記録用紙

に記載されているかを確認し

なければならない。 

- 大会の開始時の代表者会議に

おいて、決定された事項と最

新のルールに従って、以下の

ことが確認されなければなら

ない。 

a. 選手の名前と番号の整合性：

選手の番号と登録番号とが合

っているか（どの選手も大会

期間中は同じ番号のユニホー

ムを着用しなければならな

い）を確認しなければならな

い。 
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服 装 公式記録用紙 機器とその機能の確認 

  
b. 選手のユニホーム： 

各チームは大会開始前の代表者

会議で許可されたユニホームを

着用しなければならない。チー

ム名や都道府県名、メーカーロ

ゴなど、大会規程に則っている

か確認しなければならない。 

 

c.  

選手のユニホームの背面には

少なくとも 20cm以上で、前

面には 10cm以上の大きさの

番号を表示しなければならな

い。使用可能な番号は 1から

99までである。 

 

d. 

各チームのゴールキーパーは同

じ色のユニホームを着用しなけ

ればならない。 
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レフェリーのアセッサー（評価者）としての活動 

監 督 コミュニケーション 交代地域 競技時間 試合観察 

- ローカルタイ

ムキーパーと

スコアキーパ

ーをそれぞれ

監督する。チー

ムワークの精

神を持って、ど

のような状況

でもサポート

も行う。 

- 試合に指名さ

れたローカル

タイムキーパ

ーとスコアキ

ーパーとチー

ムになりＴＤ

は監督・サポー

トする。 

- 可能な限り、試

合の前後また

は試合中に起

こる全ての出

来事に注意を

払い、抗議につ

ながるように

出来事を防ぐ

ように努めな

ければならな

い。また、試合

中起こりうる

事象に対して

説明責任を負

うことを肝に

銘じておく。 

- ヘッドセット

（通信機器）が

５台使用が可

能な場合は、Ｍ

Ｏ、ＴＤ、およ

びレフェリー

で使用し、競

技・審判本部に

よって提示さ

れた最新の指

示に従ってコ

ミュニケーシ

ョンを図る。 

- ヘッドセット

が最低の３台

の場合は、レフ

ェリーおよび 

TO のうち１名

が使用する。 

- ＭＯと協力し

て競技規則お

よび交代地域

規程従って交

代地域の秩序

を保つ。 

- ＴＤには正確

な競技時間を

管理する責任

がある。競技時

間の管理が不

適切な場合は、

ＭＯおよびレ

フェリーが正

確な競技時間

を決定するこ

とができる。 

- 競技中は試合と

スコアキーパ

ー、またタイム

キーパーの業務

に集中して取り

組むこと。 

- ＴＤの主な業務

と責任は競技が

競技規則や各種

規程に則って正

しく行われてい

ることを確認す

ることである。 

- 正当な抗議につ

ながるような状

況を避けること

に専念しなけれ

ばならない。 

- 一方で、ＴＤは

レフェリーでは

ない。レフェリ

ーのみが事実判

定に関する責任

を負う。 

- ＴＤは判定を下

す権限は与えら

れていないの

で、競技規則運

用に関し、求め

られればアドバ

イスをすること

のみに徹する。 

※  レフェリーの指導に関しては、別冊「レフェリー指導ハンドブック」を参照  

※ 
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タイムキーパーとしての TD の追加業務 

- 競技時間、競技の中断、退場時間、選手の入退場に関する管理をすること。 

 

- タイムアウトの際には、即座に競技タイマーを止めること、試合再開の際には、競技タイマー

を再開すること。タイムキーパーはレフェリーやＭＯが笛による合図で競技を中断した場合

は、即座に競技タイマーを止めること。 

 

- レフェリーにより判定された全ての罰則を確認すること。 

 

- 以下の点を確認すること。 

a. 退場時間中に退場した選手が交代地域にいること。 

b. 失格した選手や役員が競技再開前に交代地域より去っていること。 

 

- レフェリーが 3回目の退場を判定し、その結果、失格となった選手にレッドカード（失格） 

であることをはっきりと伝えること。 

 

- それぞれの交代ラインの間のみを通って、選手が入退場することを監視すること。 

 

- レフェリーと協力してハーフタイム中に公式試合球に何らかの細工がされないように 

注意すること。 

 



 

 

 

 

 

 

 

試合の流れに応じた 

MO および TD の任務 
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【試合開始前】 
試合開始までの手順 

 
※ ◆：ＪＨＬテクニカルオフィシャルのみの手順 

試合開始までの手順 

 

 競技場到着 

◆ レフェリーアセッサー兼任はレフェリーとのミーティングを行う 

 備品点検 

（ゴール・キャッチネット・ジャッジーズテーブル上の備品、および公示時計など） 

 ジャッジーズテーブルの備品の確認および操作点検 

・補助時計                     ・複数のストップウォッチ 

・イエロー、レッド、ブルーカード          ・複数の笛 

・グリーンカード①②③（２セット）         ・２分間退場者用の補助カード 

・チーム役員用のＡ～D までのＩＤカード（２セット）  ・負傷者カード 

・公式記録用紙                   ・MO、TD 補助シート 

 各チーム役員にＩＤカードおよびチグリーンカード①②を渡し、チーム責任者 A から 

サインをもらう。遅くとも 10 分前までにはサインをもらうこと。 

 オフィシャルミーティングに参加する（2 試合目以降は、前の試合のハーフタイム） 

 プレーヤーやチーム役員服装や装具を確認する 

必要があればチーム責任者の協力を得る 

 規定に従ってオープニングセレモニーの準備をする 

セレモニー後試合開始までの時間を通知 

 

 交代地域内、後方のボールなどチームの道具を確認する 
 

 

 

 

 

 

 

 

試 合 開 始 
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試 合 前 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

必要な 

機器 

備品 

 笛・公式記録用紙・グリーンカー

ド、イエローカード、レッドカー

ド、マッチレポート、チームオフィ

シャルＡ～D用ＩＤカード、予備カ

ード、公式試合球、予備ストップウ

ォッチがない 

 全てが揃っているかをＴＤが確認

する。 

ない器具・備品は補充する。 

 ＭＯ・ＴＤ

の任務 

 
  

  

 公式掲示時計、退場者掲示が操作で

きない 

 予備のストップウォッチで計測、

一定の間隔でアナウンス、手動掲

示板で残り時間を示す。 

 ＭＯ・ＴＤ

の任務 

 
  

  

コート  ベンチの位置などが不適切  修正する。  第１条 

図３ 

 
  

＋ 

会場責任者 

 安全地帯の確保ができていない／ 

危険な広告ボードがある 

 修正する。必要に応じて緩衝剤、

保護材でカバーする。 

 1:1 par.２  
  

＋ 

会場責任者 

 コート、ラインの不備  修正する。必要に応じて公式記録

用紙に記載する。 

 第１条  
  

＋ 

会場責任者 

準備  スコア記載の誤り  修正する。    
  

  

 選手の背番号がスコアシートに記載

されている番号と異なる 

 試合前に提出されたメンバー表通

りに修正を求める。 

 4:8 par.1 

17:3 par.1 

 
  

  

 メンバー表の提出が遅れる  メンバー表の提出を求める。必要

に応じて、公式記録用紙に記載す

る。 

   
  

  

 試合開前 10分前になっても、公式

記録用紙にチームオフィシャルＡが

サインしていない 

 チーム責任者を呼ぶようチームに

要請し、公式記録用紙にサインを

求める。 

サインは必ず、チーム責任者が行

わなければならない。 

   
  

  

 選手がオフィシャルミーティングで

承認されていない色のウェアを着用

している 

 承認を受けた色のウェアの着用を

求める。解決されない場合には、

トーナメント表の後に記載されて

いるチームがユニホームを変更し

なければならない。したがって、

チームは登録されたユニホーム全

色を持参しておかなくてはならな

い。公式記録用紙に記入する。 

  

 

   

  

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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試 合 前（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  両チームのユニホームが同系色  競技規則に従い修正を求める。  4:7 par.１  
  

  

  チーム内で着用しているサイクリン

グパンツの色が統一されていない 

 サイクリングパンツの交換あるい

は着用しないよう求める。 

サイクリングパンツはチームで色

を統一し、かつユニホームの基調

色と同色でなければならない。 

   
  

  

  レフェリーのシャツとチームのユニ

ホームが同系色 

 レフェリーは 5色めを選択する。

問題がある場合には、黒色のウェ

アを着用する。 

 17:13  
  

  

  ウォームアップ中に選手が負傷した  試合開始 10分前までは、選手の

交代を行うことができる。 

   
  

  

  ＧＫと相手チームＣＰのユニホーム

の色が同系色 

 修正を求める。 

必要に応じて、ＧＫが異なる色の

ビブスなどを着用することで修正

する。 

 4:7  
  

  

  Ａチームの役員とＢチームのＣＰの

ユニホームが同系色 

 Ａチームの役員に別の色を着用す

るようを求める。 

 交代地域規程  
  

  

  ユニホームの前面の選手番号がな

い、あるいは破損した 

 ユニホームの変更を求める。 

必要に応じて、公式記録用紙に記

載する。 

 4:8 par.１  
  

  

  選手がネックレスあるいはその他選

手の安全を危険にさらすもの（例：

膝用プロテクター）を着用している 

 修正を求める。 

改善されるまでは競技に参加す

ることができない。 

 4:9  
  

  

  一方のチームが、試合開始前（また

は後半の試合開始前）までに到着し

ていない 

 公式記録用紙に記載する。 

必要に応じてスポーツマンシッ

プに反する行為として、チーム

責任者に段階的罰則を与える。 

 8:7  
  

  

  片方のチームが現れない。  遅刻の理由を明確にする。 

到着見込時間を確認し、開始時刻

が遅れる可能性をアナウンスし、

その旨を公式記録用紙に記載す

る。 

   
  

  

  片方のチームが棄権した。  得点表記（例：10‐0、12‐0、

16－0 など）は、大会規定によ

る。 

   
  

  

 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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試 合 前（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  オープニングセレモニー前に、チー

ムがコートを離れるのが遅すぎる 

 TO は速やかにコートを出て、準

備するよう求める。公式記録用紙

に記入する。 

必要に応じて、スポーツマンシッ

プに反する行為としてチーム責任

者に罰則を与える。 

 8:7  
  

  

 一方のチームが更衣室に戻ったの

ち、オープニングセレモニーに遅れ

てくる 

 公式記録用紙に記入をする。 

必要に応じて、スポーツマンシッ

プに反する行為としてチーム責任

者に罰則を与える。 

 8:7  
  

  

 チームにゴールキーパーがいない  公式記録用紙には背番号のみでゴ

ールキーパーとして記載する場所

はない。コートプレーヤーの中か

ら 1名がゴールキーパーとなる。 

 4:1 par.2  
  

＋ 

ﾁｰﾑ責任者 
 

 チームにチーム役員が同行していな

い 

 チーム役員の所在を明らかにす

る。登録されているチーム役員が

試合に遅れて参加するかどうか、

あるいはプレーヤーの一人が公式

記録用紙に署名し、必要に応じて

チーム責任者業務を引き継ぐかど

うかを決定する。 

 4:2 par.１  
  

  

 チームがベンチ後方で通訳者を配置

すること希望。しかし、当該通訳者

はチーム役員としてチームリスト既

に登録されている 

 チーム役員として登録されている

場合に限り、交代地域の後方に席

を設けることが可能。 

   
  

  

 オープニングセレモニーで整列して

いる際に、プレーヤーの一人が自国

国旗を持っている。あるいは、相手

チームの国歌演奏の際に、公正を欠

く行為を行った 

 このような行為は著しくスポーツ

マンシップに反する行為とみな

し、報告書を伴う失格とする。 

公式記録用紙に記載する。 

ただし、試合開始後にコート上の

プレーヤーを 1名、2分間減らす

ことはせず、また選手の補充も不

可とする。 

 8:10a 

16:11b 

 
  

  

 スコアボートの記録とスコアキーパ

ーの記録とが一致していない 

 TO、タイムキーパーで連携、確

認し、修正する。 

   
  

  

 

  

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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試 合 前（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  チーム責任者Ａが不在  他のチーム役員の中から 1名が

「チーム責任者」として指名され

なければならない。 

 4:2 par.１    

  

 ＴＶプロデューサーがスローオフ時

間の延長を要請された 

 必要に応じＭＯが決定する。      

＋ 

競技委員長 

（または会場責任者） 

 前の試合の遅れが原因で、試合時間

を延期しなければならない 

 ＭＯが開始時間を決定する      

＋ 

競技委員長 

（または会場責任者） 

 ＴＤが１人しか会場に来ていない  ＭＯは別のＴＤを指名するか、他

の方法で対応する。 

   
  

  

 審判の一人がアップ中に負傷した  ＭＯは控え審判員 1組を指名、あ

るいは別の方法で対応する。 

   
  

  

 ＣＰがＧＫとしてプレーする際、ビ

ブスを着用する 

 TO が決定する。    
  

  

 交代地域エリアにボール（ボールケ

ース）がある（試合開始前、ハーフ

タイム終了後） 

 ボールの撤去を求める。 

ボールケースごとベンチの後方に

置く。 

 1:1 par.２ 

交代地域規程 

 
  

  

 

 

 

 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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【試合中～後】 
試合中・後の業務 

試合中・後の業務 

 

試 合 開 始 

 
 

後 半 開 始 

 

 

 

試 合 後 

試合後  ２分  

ハーフタイム 

 

 

 

 

試合後  ７分  

試合後 10 分  
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チームタイムアウト中 

       

 1 タイムキーパー  ＜競技規則より求められること＞ 

● 笛を吹くと同時に時計を止める 

● 同時にタイムアウトのジェスチャー、またはグリーンカードを

掲げる 

● 請求したチームの方へ腕を伸ばして示す 

 

     

       

 2 レフェリー   ● チームタイムアウトを認める  
       

 3 タイムキーパー   ● グリーンカードを机上に示し、ストップウォッチを用いて

時間を計測する 

 

      
       

 4 スコアキーパー   ● スコアシートに時間を記入する  
       

 5 レフェリー   ● ボールを再開場所に置き、コート中央に立つ 

備考：常に両チームが観察できること！ 

● どちらか一方は、常に確認のためにジャッジーズテーブルに

行く 

 

      

       

    
必要であれば：打ち合わせをすべきことがあれば、この時間で行

うこともできる 
 

       

 6 タイムキーパー   ● 50秒計測後、ブザーを鳴らし、10秒後に競技を再開させるこ

とを伝え、グリーンカードを収納する 

 

      
       

 7 レフェリー   ● 10秒後に競技が再開されるようにする 

（必要であればチームを急がせる） 

● 競技の再開に応じた場所に位置する 

（チームタイムアウトを請求したチームからのスローとなる） 

● 競技を再開する 

－ 競技が中断されたときの状況にふさわしいスローから 

－ インプレー中に中断された場合は、競技が中断された 

ときにボールがあった位置から競技を再開する 

 

      

       

 8 タイムキーパー   ● 公示時計を進める  
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＜補足事項＞  チームタイムアウトの取り扱いについて 

● 競技規則 2:10および競技規則解釈 3に従って、各チームは、通常の競技時間中に最大 3

回のチームタイムアウトを請求する権利がありますが、延長戦では請求できません。 

● チームタイムアウトは前半、後半にそれぞれ最高で 2回までしか請求できません。 

例 １） 前半 2回請求の場合、後半は 1回のみ 

２） 前半 1回請求の場合、後半は 2回まで 

３） 前半請求なし、後半は 2回まで 

● 後半、競技終了前の 5分間は、各チーム 1回しか請求できません。 

● 一方のチームが連続してチームタイムアウトを請求するには、対戦相手が少なくとも 1度

はボールを所持する必要があります。 

【取り扱い例】 

 前半 後半 後半残り５分
それぞれのチームへタイムカード１番、2番を配布します。

オフィシャル

チーム

                   ◆前半に２回請求した場合、後半はＴ３のみ配布

オフィシャル

チーム

オフィシャル

◆オフィシャルは、残り5分を過ぎた時点で
   T2,T3のカードが使用されていない場合
   には、T3のカードを回収しなければなりません。

◆１番のカードを使っ

て１回目のタイムア

ウトを請求できます

◆２番のカードを

使って２回目のタイ

ムアウトを請求でき

◆前半２回目のタイムア

ウトを請求しなければ、Ｔ

２カードを一旦回収し、後

半にＴ３のカードと共に配

◆前半１度もタイムアウトを請求しなければ、

一旦Ｔ１、Ｔ２の２枚のカードを回収します。

Ｔ２はＴ３とともに後半に配布、Ｔ１は再配布

しません。

※この場合（後半１枚だけの場合）のＴ３カードは、

後半どの時間帯で請求してもかまいません。

残り５分までに２枚のカードを使いきっても可能

残り５分までにＴ２、残り５分でＴ３のカードを請求しても

かまわない

◆Ｔ２のカードを使って後半どの時間帯でものタイム

アウトを請求できます。ただし、後半残り５分を過ぎた

時点で、

Ｔ２カードで後半のタイムアウト請求を行っていない

Ｔ１

Ｔ２

Ｔ３

※最後の５分の開始を、公示時計が

加算式 ５５分００秒 または

減産式 ５分００秒

を示したときと定義する
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延 長 戦 

      

 通常の競技時間で同点だった場合  

      

 1 休憩時間  5 分間  

      

 2 コイントス    

      

 
注）退場となったプレーヤーは、退場時間が満了するまで競技には参加できない。 

これは、延長戦にも適用する。 
 

      

 3 延長前半  5 分間  

      

 4 休憩時間／サイド交代  1 分間  

      

 5 延長後半  5 分間  

      

 同点だった場合  

      

 6 休憩  5 分間  

      

 7 コイントス    

      

 8 第 2 延長が行われる場合は、第 1 延長と    

  同様に行う    

      

 第 2 延長終了でも同点だった場合  

      

 9 7ｍスローコンテスト    

      

 
注）この段階で参加資格がないプレーヤー（失格となった場合）や退場時間が満了しない 

まま競技時間が終了したプレーヤーは 7ｍスローコンテストには参加できない。 
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試 合 中 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

時間 

管理 

 会場の公式時計が作動しない  予備の時計を使用し、会場アナウ

ンスは、一定の間隔で競技時間を

競技場内に知らせる。 

・残り５分を除き５分刻みに。 

・残り５分からは４、３、２、１

分、３０秒の間隔でアナウンス

する。 

   
  

  

 会場の公式時計が途中で故障  速やかに予備の時計を使用し、会

場アナウンスは、一定の間隔で競

技時間を競技場内に知らせる。 

   
  

  

 会場の公式時計と使用中のストップ

ウォッチに誤差が生じた 

 ＭＯと協議し、必要な修正を行

う。 

   
  

  

 試合を中断できる（させなければな

らない）人物は誰か？ 

 ジャッジーズテーブルに座る者

（TO、ローカルタイムキーパ

ー・スコアキーパー）が試合を中

断できる。 

   
  

  

 会場の公式スコア―ボードに退場時

間が表示できない 

 準備されている退場者カードを使

用する。 

   
  

  

 一方のチームが明らかな得点チャ

ンスを得ている最中に、タイムキ

ーパーが笛を吹き、試合を中断し

た 

 ・守備側チームが交代違反： 

７mT。 

・攻撃側が交代違反： 

相手チームのフリースロー。 

・守備側チームのその他の反則：

７mT。 

・攻撃側のその他の反則： 

相手チームのフリースロー。 

・相手チームがチームタイムアウ

トを要求：７mT。 

 解釈７  
  

  

 一方のチームが明らかな得点チャン

スを得ている最中に、ＭＯが笛を吹

き、試合を中断した 

 ・守備側チームの違反：７mT。 

・攻撃側チームの違反： 

相手チームのフリースロー。 

 解釈７  
  

  

チーム 

タイム 

アウト 

 コーチングゾーンを離れたチーム役

員が、グリーンカードを出すことを

躊躇している 

 コーチングゾーンに戻す。 

再び起こった場合には、段階的罰

則を適用するよう、レフェリーに

促す。 

 解釈７  
  

  

 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  ＭＯが交代地域にいるプレーヤーも

しくは役員に罰則を適用するようレ

フェリーに指示している間に、その

チームからチームタイムアウトの申

請が出された 

 チームタイムアウトは認められな

い。 

グリーンカードをチームに戻す。 

当該プレーヤーもしくは役員に罰

則を適用するよう、レフェリーに

促す。 

 交代地域規程  
  

  

  プレーヤーまたはチーム役員が、ス

ポーツマンシップ反する行為をした

ため、タイムキーパーもしくはＴＤ 

が笛を吹き、試合を中断した状況

で、チーム役員がチームタイムアウ

トを申請した 

 チームタイムアウトを認める。 

選手・チーム役員に段階的罰則を

適用するよう、レフェリーに促

す。 

 解釈３  
  

  

  チームタイムアウトの条件が整って

いない状況で、タイムキーパーが試

合を中断した 

～チームタイムアウトを認める際の

手順は？～ 

 グリーンカードを差し戻し、チー

ムタイムアウトを認めない。 

【適切な手順】 

・申請が可能な回数・時間は？ 

・ボールの所持は？ 

・グリーンカードをテーブルに置

く、またはＴＤに手渡しする。 

・当該チームのボールの所持が明

らかである際に、ＴＤは中断の

笛を吹くことができる。 

・タイムキーパーは時計を止めジ

ェスチャー１５を示す。 

・レフェリーによる確認で、計測

を開始する。 

 解釈３  
  

  

  ６０秒が経過しても、プレーヤーの

準備が整っていない 

 レフェリーおよび TO は、プレ

ーヤーに準備を促す。 

必要に応じて、チーム責任者に対

し、スポーツマンシップに反する

行為により段階的罰則を適用する

よう、レフェリーに促す。 

 交代地域規程  
  

  

  観客席のチーム役員が、チームタイ

ムアウトの最中にチームに対してア

ドバイスを行う 

 アドバイスを止めさせる。 

必要に応じて、レフェリーに段階

的罰則を適用するよう促す。 

 交代地域規程  
  

  

 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  一方のチームが後半２７分に、２回 

目のチームタイムアウトを申請し

た。３枚目のグリーンカードは、ど

うすべきか 

 ＴＤは後半２５分を過ぎた段階

で、３枚目を回収する。もしくは

その時点で、３枚目を返却するよ

う求める。 

 解釈３注  
  

  

  チームＡがボールを所有している最

中（競技は中断している）で、同チ

ームのチーム責任者がチームタイム

アウトを請求した 

 チームタイムアウトは認められ

る：ＴＤは速やかに笛で合図。 

ただし、チームタイムアウトが終

了した時点でもなお、競技が中断

していた理由が継続している（解

消されていない）場合、交代地域

規定により、競技が再開できるま

で、チームタイムアウトは例外的

に延長されます。 

これは交代地域規定違反にあたら

ない。 

 2:10 

解釈３ 

 
  

  

交代地 

域内に 

おける 

行為 

 登録されていない人物が、交代地域

内にいる 

 ・試合開前に修正（退出を指示す

る） 

・試合中：チーム責任者に段階的

罰則を適用するよう、レフェリ

ーに促す。かつ該当する者を退

出させる。 

 4:2 par.３  
  

  

  チーム役員が立ち上がっている、あ

るいはサイドライン沿いを歩いてい

る 

 コーチングゾーンを出ていなけれ

ば、この行為は認められている。

スポーツマンシップに反する行為

とはみなされない。 

 交代地域規程  
  

  

  チーム役員が、ジャッジーズテーブ

ルに向ってスポーツマンシップに反

する言葉を発した 

 TO は、直ちに笛を吹き、レフェ

リーに罰則を適用するよう促す。 

 8:7‐8:10 

交代地域規程 

解釈７ 

 
  

  

  交代地域の後方でのプレーヤーのウ

ォーミングアップについて 

 ボールの使用は認められない。 

ウォーミングアップをしないよう

であれば、椅子に座らせる。ウォ

ーミングアップ中に声を発しての

自チームへの指示、応援はできな

い。その行為が行われていれば、

まずは注意する。続けるようであ

れば椅子に座らせる。それでも指

示に従わない場合には、罰則を適

用するようレフェリーに促す。 

 交代地域規程  
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  コーチが繰り返し、コーチングゾー

ンを離れて、選手に指示するため、

ジャッジーズテーブルの業務の妨げ

になっている（視野を遮っている） 

 先ずは、注意する。 

繰り返し行われた場合には、レフ

ェリーに段階的罰則を適用するよ

う促す。 

 交代地域規程  
  

  

  複数のプレーヤーあるいはチーム役

員が、ジャッジーズテーブルの前に

立ち、業務の妨げになっている（視

野を遮っている） 

 ・座るよう求める。 

・繰り返し行われた場合は、「チ

ーム責任者」に対し、段階的

罰則を適用するよう、レフェ

リーに促す。 

 8:7 

交代地域規程 

解釈７ 

 
  

  

  レフェリーやＭＯに対し、チーム役

員が繰り返しスポーツマンシップに

反する行為を行っている 

 レフェリーに段階的罰則を適用す

るよう促す。 

 8:7～10 

交代地域規程 

解釈７ 

 
  

  

  観客に対する挑発的行為  レフェリーに罰則を適用するよう

促す。 

 8:7‐8:10 

交代地域規程 

解釈７ 

 
  

  

  ５人目のチーム役員（例えば理学療

法士）が交代エリアに入ってくる 

 登録されていない５人目のオフィ

シャルは排除し、「チーム責任

者」に段階的罰則を適用するよ

う、レフェリーに促す。 

 4:2 

par.1･3 

交代地域規程 

 
  

  

  ＭＯに報告せずにプレーヤーあるい

はチーム役員が交代地域を離れる 

 チーム役員： 

交代地域を離れることは認められ

るが、交代地域外からの助言は認

められない。 

プレーヤー： 

交代地域の外からの干渉は認めら

れない。 

 交代地域規程  
  

  

 プレーヤーの負傷が深刻で、2名の

チーム関係者だけでは対処できない 

 レフェリー、TO は規程以上の人

数の入場を認めて負傷者を運び出

し、当該プレーヤーが必要とする

治療の観察を行う。 

 4:11 

par.1 
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

交代の 

違反 

 記録用紙に記載のないプレーヤー

が、コート上でプレーしている 

 「チーム責任者」に段階的罰則を

適用するようレフェリーに指示す

る。公式記録用紙にその旨記載す

る。 

当該プレーヤーに対する罰則は、

8:3 - 8:10に基づく違反があっ

た場合のみとなる。 

 4:2 

par.1･3 

交代地域規程 

   

  

  プレーヤーの入場が早すぎる  ＴＤまたはＭＯは即座に笛を吹

き、当該プレーヤーに退場を適用

するよう促す。相手チームのフリ

ースローもしくは状況によって７

mT で再開する。 

 4:4 par.１ 

4:5 

解釈７ 

 
  

  

  入場が早すぎたプレーヤーが、交代

地域に走って戻ってきた 

 ＴＤまたはＭＯは即座に笛を吹

き、当該プレーヤーに退場を適用

するよう促す。相手チームのフリ

ースローもしくは状況によって７

mT で再開する。 

 4:4 par.１ 

4:5 

解釈７ 

 
  

  

 交代のためコートから出るプレーヤ

ーが、交代ラインの外側を通って出

た 

 ＴＤまたはＭＯは即座に笛を吹

き、当該プレーヤーに退場を適用

するよう促す。相手チームのフリ

ースローもしくは状況によって７

mT で再開する。 

 4:4 par.１ 

4:5 

解釈７ 

 
  

  

  交代してコートに入るプレーヤーが

相手チームの交代ラインを利用して

入場した 

 ＴＤまたはＭＯは即座に笛を吹

き、当該プレーヤーに退場を適用

するよう促す。相手チームのフリ

ースローもしくは状況によって７

mT で再開する。 

 4:4 par.１ 

4:5 

解釈７ 

 
  

  

 コートに規程の数以上の（余計な）

プレーヤーが入場した 

 ＴＤまたはＭＯは即座に笛を吹

き、当該プレーヤーに退場を適用

するよう促す。相手チームのフリ

ースローもしくは状況によって７

mTで再開する。 

 4:1 par.１ 

4:4 par.１ 

4:5 

解釈７ 

 
  

  

  競技中断中の不正交代  ＴＤまたはＭＯは即座に笛を吹

き、当該者に退場を適用するよう

促す。 

競技の中断中であっても、交代地

域規程は適用される。 

 2:8 par.４ 

4:4 par.３ 
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  複数のプレーヤーが同時に不正交代

をした 

 ＴＤまたはＭＯは即座に笛を吹

き、最初に違反を犯したプレーヤ

ーにのみ退場を適用するよう、レ

フェリーに促す。 

 4:5 par.１    

  

  試合中に一方のコートプレーヤーが

コート上に７人存在（ＧＫ不在の状

況ではない）しているが、最後に入

った選手が特定できない 

 「チーム責任者」に１名の退場者

を決定（指名）させる。 

チーム責任者が指名しない場合

は、TＯが退場となるプレーヤー

を指名する。 

 4:5 

4:6 par.１ 

 
  

  

  ２分間の退場となったプレーヤーが

コートの外に出る際に、スポーツマ

ンシップに反する行為を行った 

 ＴＤまたはＭＯは即座に笛を吹

き、レフェリーに報告。レフェリ

ーは当該プレーヤーに、追加で２

分間の退場を判定する（スポーツ

マンシップに反する行為により２

回目の退場となる）。 

そのため当該チームは、プレーヤ

ーが１名、４分間少ない状態でプ

レーをすることになる。 

 16:9a  
  

  

  交代地域にいるプレーヤーの違反  ＴＤまたはＭＯは競技を中断し、

レフェリーに報告。レフェリーは

ＴＤまたはＭＯの指示に従って罰

則を判定します。 

インプレー中であれば、相手チー

ムのフリースローで再開となる。 

（必要に応じて７mTで再開） 

 8:7‐8:10 

交代地域規程 

解釈７ 

 
  

  

  退場あるいは失格となったプレー

ヤーが、交代地域外からコートを

出た 

 基本的には罰則は課さない。 

ただし、スポーツマンシップに反

する行為を行いながらコートを出

ることは認められない。 

（必要に応じてＴＤまたはＭＯは

笛を吹き、レフェリーに罰則を促

す場合もありうる） 

 4:4 注 

8:7‐8:10 

 
  

  

  コートに入る準備ができたプレー

ヤーが、誤って早く、足半分ほど

入場してしまった。ただし有利な

状況には至らなかった 

 これは罰則には当たらないため、

ＴＤまたはＭＯは笛を吹かない。 

この状況はゴールエリアへの意図

的でない侵入に関する規則と同等

に扱われる。 

 6:2c  

２文目 
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

退場  退場となっているプレーヤーが、退

場時間が満了するよりも早くコート

へ入場した 

 ＴＤまたはＭＯは即座に笛を吹

き、レフェリーに報告。 

レフェリーは追加で２分間退場を

判定する。 

チームは最初の退場の残り時間、

１名減らした状態でプレーする。

更にチームは、新しく追加された

分の２分間もう１名減らした状態

でプレーをすることになる（合計

２名）。 

相手チームのフリースローで再開

する（必要に応じて７mTで再

開）。 

 4:6 par.２    

  

  チームタイムアウトの時間以外に、

チーム役員がコートに入った 

 明確に有利にならない限り容認す

る。 

「チーム責任者」には注意を促

す。 

ただし繰り返し行われる場合は、

スポーツマンシップに反する行為

として罰則を判定する。 

 4:4 注 

4:2 par.２ 

（ゴールエリ

アへの意図的

でない侵入と

同等として扱

う） 

 
  

  

  チーム役員が憂慮すべき態度で試合

進行を妨げる 

 ＴＤまたはＭＯは次の試合中断

時、あるいは必要に応じて即座に

笛で合図。レフェリーは違反の程

度に応じて罰則を判定する。 

相手チームのフリースローで再開

する（必要に応じて７mTで再

開）。 

 4:2 par.２ 

8:7‐8:10 

交代地域規程 

解釈７ 

 
  

  

  プレーヤーがコートに入ったが、同

じチームのコートプレーヤー、ゴー

ルキーパーとは異なる色のシャツを

着用していた（例 ジャージを着た

まま） 

 ＴＤまたはＭＯは速やかにホイッ

スルで合図。 

当該プレーヤーを、正しい服装に

着替えるよう指示。 

正しい服装への着替えが確認でき

たら、競技への参加が認められ

る。 

ボールの所持は変更せず、中断

された時点でボールを所持して

いたチームにより再開。 

罰則も適用しない。 

 4:1 par.３ 

4:7 
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

３回目 

の退場 

 レフェリーが 3度目の退場を宣告

したが、当該プレーヤーに対し、3

回目の退場としてレッドカードを提

示する様子がない 

 ＴＤまたはＭＯは試合を中断さ

せ、レフェリーに知らせる。 

レフェリーは失格を宣告し、交代

地域から退出させ、失格者席に座

わらせる（16:6d）。 

 解釈７Ｂｂ 

par.１ 

   

  

失格  失格となったプレーヤーあるいはチ

ーム役員が交代地域に留まっている

（交代地域から出て、失格者席に座

らない） 

 当該者を移動させる。 

従わない場合、「チーム責任者」

に罰則を判定する。 

 4:2 par.３  
  

  

  失格したプレーヤーが観客席に座ら

ず、ベンチやコートの選手とコンタ

クトできる場所に戻ってきた 

 当該プレーヤーを移動させる。 

従わない場合、あるいはスポーツ

マンシップに反する行為について

は公式記録用紙に記載する。 

 16:8 par.１  
  

  

  報告書を伴う失格をレフェリーが示

す、その方法について 

 レフェリーが協議し、両チームの

チーム責任者、TO に対して直接

の失格を示した後、ブルーカード

が示された時。 

 16:8 par.４  
  

  

  報告書を伴う失格が判定された際の

手続きについて 

 レフェリーがブルーカードを示し

た段階で、報告書を伴う失格であ

ると言うことが周囲に伝わる。 

試合後、レフェリー・TO が報告

書を作成し、その報告書をもとに

大会規定に則り裁定委員会などが

開催されることになる。 

 16:8 par.４  
  

  

  ＴＤまたはＭＯが、レフェリーの死

角となるところで、失格処分にあた

る行為があったことを確認した 

 ＴＤまたはＭＯは速やかに笛を吹

き、レフェリーに知らせ違反を犯

したプレーヤーへの罰則を促す。 

これらは、事実観察に基づくレフ

ェリーによる決定ではない。 

 解釈７  
  

  

  レフェリーが失格に値する違反に対

して、別の罰則を判定した 

 ＴＤまたはＭＯからヘッドセット

で知らせることは可能。 

ただしこれは、笛による合図・競

技の中断ではないため、競技規則

解釈７を該当する介入によるもの

ではない。 

 解釈７  
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  レフェリーが間違って、別の番号の

プレーヤーに対して失格を判定して

しまった 

 ＴＤまたはＭＯは速やかに笛で合

図し、レフェリーに知らせる。 

レフェリーによる判定が事実判定

によるものであれば、その判定に

従う。 

 解釈７  
  

  

  チーム役員Ｃは前半で失格を判定さ

れているにもかかわらず、後半 5

分が経過した時に、交代地域に座っ

ていることに気が付いた 

 ＴＤまたはＭＯは、次の競技中断

時に笛を吹いて競技を中断する。 

「チーム責任者」に対して段階的

罰則を判定するようレフェリーに

促す。 

チーム役員Ｃは、交代エリアから

速やかに去らなければならない。 

公式記録用紙にその旨を記載す

る。 

 4:3 par.３  
  

  

  チーム役員Ａが失格処分となった。

その後、チーム役員ＣがＡと話すた

めにベンチを離れた 

 ＴＤまたはＭＯは次の競技中断時

に笛で合図。 

チーム役員Ｃに対し、スポーツマ

ンシップに反する行為として罰則

を適用するよう、レフェリーに促

す。 

チーム役員Ａの行為に対しては、

公式記録用紙へ記載する。 

 交代地域規程    

  

  チーム役員Ａが前半に失格処分とな

った。後半に記録用紙に記載されて

いない人物が交代地域にいることに

気付いた 

 ＴＤまたはＭＯは次の競技中断時

に笛で合図。役員Ａに代わる「チ

ーム責任者」に対して段階的罰則

を適用するよう、レフェリーに促

す。 

記載のない人物は交代地域から去

らなければならない。 

公式記録用紙に記載する。 

 4:2 par.３  
  

  

終了 

合図 

 フリースローあるいは７mTが、ま

だ行われていない 

 終了合図の後にスローを実施： 

特別規定を適用。 

 2:5  
  

  

 フリースローあるいは７mTでボー

ルが空中にある時に終了の合図があ

った 

 ゴールインしても無効。 

スローを再び実施。 

 2:4 par.２  
  

  

  

 

 

 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 



 

57 

 

 

試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  競技時間中の反則： 

個人に対する罰則と７mT 

 ハーフタイム直前または競技終了

直前、あるいは終了の合図と同時

に起きた反則に対しては判定する

（罰則の付加、フリースロー、７

mT など）。 

レフェリーが終了の合図までに笛

を吹かなかった場合同様であって

も、同様に判定する。 

 2:4 par.１  
  

  

  フリースローや７mTが、前半ある

いは競技終了合図後に行われる状況

において、スローが実施される前

に、守備側チームがプレーヤーの交

代を希望している 

 認められない。 

誤った交代であり、コートに入っ

たプレーヤーは違反となり、レフ

ェリーに退場を適用するよう促

す。 

 2:5  
  

  

  レフェリーはチームＡに対して、競

技終了の合図の後のフリースロー

（または７mT）を与えた。 

これに対してチームＢは、負傷した

ゴールキーパーの交代を希望した 

 認められる。 

フェアプレイの精神、ゴールキー

パーの保護が理由である。 

 ＩＨＦ通達  
  

  

  競技終了後に行われたチームＡのフ

リースローで、プレーヤーはジャン

プしてスローを実施した。 

レフェリーは、得点を認めた 

 TO からの介入は不可能となる。 

このような状況を回避するため

に、ＴＤはスローが行われる前

に、笛を吹いてレフェリーを呼

び、正しいスローが行われるかど

うか丁寧に観察するよう促す。 

 解釈７  
 

 

 
 

特殊な 

出来事 

 コートに物が投げ込まれる／置かれ

ている 

 ＴＤあるいはＭＯは試合を中断

し、レフェリーに知らせる。 

チーム責任者、観客に対して試合

が秩序正しく行われるよう求め

る。中断の状況に相応しいスロー

で競技を再開する。 

 解釈７  
  

  

  観客がコートに乱入してきた  ＴＤまたはＭＯは試合を中断し、

レフェリーに知らせる。 

チーム責任者、観客に対して試合

が秩序正しく行われるよう求め

る。中断の状況に相応しいスロー

で競技を再開する。 

 解釈７  
  

  

 

 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  一方のチームが試合前あるいはハー

フタイム終了後に、コートへの到着

が遅れた 

 公式記録用紙にその旨を記載す

る。 

必要に応じ、スポーツマンシップ

に反する行為として「チーム責任

者」に罰則を適用するよう、レフ

ェリーに促す。 

     

  

  観客間の暴力  ＴＤまたはＭＯは次の競技中断時

にのみ、レフェリーに笛の合図で

知らせることができる。 

当事者に対して、試合が秩序正し

く行われるよう求める。中断の状

況に相応しいスローで競技を再開

する。 

 解釈７  
  

  

  選手のユニホームがひどく破れてい

るが、レフェリーがそれを確認でき

ていない 

 ＴＤまたはＭＯは次の競技中断時

に笛で合図し、レフェリーに知ら

せる。 

同じ番号を原則として、当該選手

にユニホームを着替えさせる。 

   
  

  

  選手が出血しているが、レフェリー

は気づいていない 

 選手は求められずともコートから

出なければならない。 

必要に応じてＴＤ・ＭＯが即座に

あるいは次の競技中断時に介入す

る。従わない場合は、必要に応じ

て段階的罰則を適用する。 

止血が確認できるまでは、競技に

参加することはできない。ＴＤが

確認する。 

 4:10 

解釈７ 

 
  

  

  相当数の観客が、コートの周辺に立

って観戦している 

 安全地帯の確認と監視を行い、観

客席の明確化を求める。 

 1:1 par.２  
  

  

  レフェリーの誤審に対して、ＴＤの

対応は？ 

 ・レフェリーの事実判定に基づく

誤審：介入は不可 

・競技規則の運用に反するレフェ

リーの決定:事後の抗議回避の

ため、ＴＤは速やかに笛で合図

し、レフェリーの誤りを知らせ

る。 

 解釈７  
  

  

  

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  レフェリーの誤審に対し、チーム責

任者Ａが抗議をする状況でのＭＯの

対応 

 ＴＤまたはＭＯは速やかに笛で合

図する。 

競技規則の運用に関する正当な抗

議であれば、レフェリーに相談

し、正しい運用に改める。 

レフェリーの判定が事実判定に基

づく場合は、介入は不可。 

必要に応じ、競技規則における該

当部分に関し、チーム責任者に助

言する。 

 解釈７  
  

  

  チーム責任者が自チームに対して、

試合を放棄させようとしている 

 ＴＤまたはＭＯは速やかに笛で合

図する。 

チーム責任者に対し報告書を伴う

失格を適用するよう、レフェリー

に促す。 

もう片方のチーム役員及び選手が

落ち着くように努める。 

必要に応じその結果を伝える。 

 8:10  
  

  

  公式記録用紙に記載されていない人

物（会長や団長）が自チームに対し

て、試合を断念するよう強要した 

 チーム役員に対して、正式に許可

されている者しか、試合に介入で

きないことを伝える。 

状況に応じてチーム責任者に対し

て段階的罰則を適用するよう、レ

フェリーに促す。 

公式記録用紙に記載する。 

 4:2 par.３  
  

  

  チーム役員ＢがＢＧＭに関して、競

技役員、TO に苦情を申し立てた 

 ＭＯは会場責任者/会場アナウン

サーに伝え、改善を求める。 

   
  

  

  ジャッジーズテーブルから笛または

ブザーで合図をしているが、レフェ

リーは気づいておらず、プレーが継

続している 

 レフェリーに気付かせるようあら

ゆる手段を用いる。 

合図後に起こった行為はすべて無

効となる。ただし、中断の合図か

らレフェリーがそれに気づくまで

に判定される罰則に関しては有効

である。 

 2:9 注  
  

  

 

 

 

 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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試 合 中（続き） 
 

テーマ  事 例  対処方法  参照規則  責任者 
         

  プレーヤーが負傷し、レフェリーが

チームに入場許可するジェスチャー

１６を行った。当該チームから、役

員１名とプレーヤー１名がコートに

入った 

 認められている（参加資格のある

２名のうち、うち１名が退場中の

プレーヤーであっても、認められ

る）。 

医療的処置を行う際にのみ、コー

トへの入場が認められる。 

 4:11 par.１ 

4:11 par.２ 

 
  

  

  プレーヤーの 1人が、交代地域を

出て更衣室へ移動、あるいは残りの

試合を観戦するために観客席へと移

動した 

 試合の妨げにならない限り、移動

を妨げることはできない。 

しかし、選手ではあるため罰則が

適用されることもある。 

例：スポーツマンシップに反する

行為をした場合 

 交代地域規程 

最終段落 

 
  

  

  TO、ローカルタイムキーパー、ロ

ーカルスコアキーパーが、体調不

良のため任務遂行が困難となった 

 任務や役割は、新しいメンバー再

編成する。 

   
  

  

  異議申し立てをするには  （チーム責任者を通した）事実判

定以外の口頭による異議申し立て

が、試合終了後１時間以内のみ認

められる。 

その後、２時間以内に納付金と文

書を提出する必要がある。 

   
  

  

 

 

 

 

 

 

ハーフタイム中 
 

事 例  対処方法  参照規則  責任者 
       

スコアシートのデータ（得点、警

告、退場 など）が異なっている 

 TO、電算チームで連携し、異なる項

目を明確にする。 

  

 

 
  

  

チームがコートへ戻ってくるのが遅

れた 

 公式記録用紙にその旨を記載し、ス

ポーツマンシップに反する行為とし

てチーム責任者に罰則を適用するよ

う、レフェリーに促す。 

   
  

  

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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試 合 後 
 

事 例  対処方法  参照規則  責任者 
       

７mTの最中にチーム役員から抗議が

あった 

 ＭＯまたはＴＤは７mTの実施を妨げ

ないよう確認しながら、笛で合図を

する。チーム役員への失格を適用す

るよう、レフェリーに促す。 

 8:9 

8:10 

16:10 

 
  

  

スコアシートのデータが異なってい

る 

 TO、電算チームで連携し、異なる項

目を明確にする。 

   
  

  

試合終了合図後の特殊な出来事（プ

レーヤーや役員による侮辱行為 な

ど） 

 レフェリーに知らせる：報告書を作

成する。 

 16:11c  
  

  

 

 

 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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＜補足事項＞  通信機器の活用について ～改訂版・通話の実際～ 
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７ｍスローコンテスト 

     

 延長戦終了後、同点である    
     

 ● 各チーム 5名のプレーヤーを選出する  ● スローを行うプレーヤーの順番は問わない  
     

 

注）  ● 退場時間が満了していないプレーヤーは参加できない 

● 競技開始時にいなかったプレーヤーをスコア用紙には追加できない 

● 誰もがコートプレーヤーおよびゴールキーパーの役を務めることができる 

 

     

 

● レフェリーが使用するゴールを決定する 

 

● コイントスを行い、どちらのチームから

スローを行うか決定する 

 

● スローを行うプレーヤーおよびゴールキ

ーパーを除く、両チームのすべてのプレ

ーヤーとチーム役員は、使用するゴール

の反対側のコートで待機する 

 

     

 第 1 投  1 投目：A チーム 

1 投目：B チーム 

 

    

     

 第 2 投  2 投目：A チーム 

2 投目：B チーム 

 

    

     

 第 3 投  3 投目：A チーム 

3 投目：B チーム 

 

    

     

 第 4 投  4 投目：A チーム 

4 投目：B チーム 

 

    

     

 第 5 投  5 投目：A チーム 

5 投目：B チーム 

 

    

     

 各チーム第 5 投後、同点の場合    
     

 

● 各チーム、再び 5名のプレーヤーを 

選出する 

 

● どのプレーヤーでもよい 

● 先攻と後攻を入れ替える 

 

 

 

 

     

 第 6 投  6 投目：B チーム 

6 投目：A チーム 

 

    

     

 その後のスロー  両チームのスローのあと、一方のチームが 

リードするまでコンテストを行う 
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７ｍスローコンテスト 
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７ｍスローコンテストの実施要領 

 

大会規程により 7m スローコンテスト（以下、7mTC と表記）により勝敗を決しなければならない場

合、7mTC は下記の要領で実施する。 

 

１）7mTC は 5 名制で行う。但し、登録していないプレーヤー、退場中のプレーヤー及び失格にな

ったプレーヤーは出場できない。正規の競技時間で負傷により 3 回の攻撃が終了しなければコー

トに戻れないプレーヤーが、まだ 3 回の攻撃が完了していない状況で競技時間が終了した場合、

そのプレーヤーは 7mTC に参加することができる。 

２）延長戦終了後、7mTC を行う選手の申告・登録を行う。登録は延長戦終了直後、レフェリーは両

チームの代表者をジャッジーズテーブル前に集め、両チーム代表者からスローをするメンバーを

申告・登録させる。その申告・登録メンバーの記録は、「7mTC 登録・記録用紙」(以後 7mTC 

記録用紙とする)にローカルスコアキーパーが記入する。申告はスローをする順番ではない。 

申告が終われば、ローカルスコアキーパーは、両チーム責任者からサインを記入してもらう。 

３）大会によっては 3 名で行っても良い。また、大会日程により大会日数に応じて 3 名方式、5 名

方式を混合して採用しても良い。事前に大会要項に記載しておくこと。 

４）申告・登録が終わると審判員は、使用するゴールを決定し、先に投げるチームをコイントスによ

り決定する。 

５）両チームの選手、チーム役員は、使用するゴールの反対側コートのセンターラインから 4.5m に

位置する交代地域ラインの仮想延長線上に並ぶ。 

６）守備につかない GK は、交代地域の反対側の 7m ラインの延長上のサイドライン外側で待機す

る。GK はその試合の登録メンバーであれば交代して守ることができる。 

７）スローする選手は申告・登録順番とは限らない。先に投げるチームの選手が 7m ラインに位置す

れば、ローカルスコアキーパーはその順番を 7m 記録用紙に記入する。(公式記録用紙記載は、

別途指定通り行うこと。用紙が不足する場合は 2 枚目を使用しても構わない。） 

８）第 1 投が終われば、ローカルスコアキーパーはその結果を 7mTC 記録用紙に記入する。 

９）以後、後に投げるチームの選手の順番と結果を 7mTC 記録用紙に記入する。 

10）スローの結果が 3 対 0、もしくは 4 対 1 等のように途中で勝敗が決まれば、その時点で 

7mTC は終了する。 

11） 5 人制で実施する場合、状況によっては 5 人参加できない場合がある。その場合は、1 人少な

ければ 5 回目のスローが失敗した記録とする。補充はできない。 

12）最初の各 5 名による 7mTC が同点の場合は、再度 7mTC を行う。その際、改めて 6人目か

ら 10 人目までの選手の申告・登録を行う。記入の要領は前と同じである。 

13） 6 人目として最初にスローするのは、1 人目のチームと逆のチームから行う。 

14） 6 人目からはサドンデス方式とする。 

15）10 人目が終わりさらに同点の場合は、2 回目と同様に申告・登録を行い、2 回目と同様に逆の

チームから行う。以下、15 人目が終わった段階で同点であった場合も同様に行う。記録用紙は裏

面の 11 人目以降を使用する。 

2018年 8月 12日 改訂 
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７ｍスローコンテスト 
 

事 例  対処方法  参照規則  責任者 
       

チームＢの失格したプレーヤーが７ｍ

Tに指名される 

 修正を求める。  2:2 注  
  

  

チームＡが退場処分を受けたプレーヤ

ーを７mTに指名した 

 修正を求める。  2:2 注  
  

  

スローを行うプレーヤーとゴールキー

パー以外のプレーヤーとチーム役員は

どこにいるべきか？ 

 ７mTCで使用しないもう半分のコー

トに両チームを移動させる 

：７mTCで使用するハーフコートの

センターラインから交代ライン４．

５ｍの間には入ってはならない。 

   
  

  

スローを行うチームのゴールキーパー

は、どこにいることができるか 

 コートレフェリー後方の、サイドライ

ン。 

   
  

  

チームＢが一投ごとにゴールキーパー

の交代を希望している 

 認められる。 

対応の必要はない。 

 2:2 注  

par.１ 

 
  

  

チームＡがコートプレーヤーをゴール

キーパーとして起用することを希望し

ている 

 認められる。 

対応の必要はない。 

 2:2 注  

par.１ 

 
  

  

最初の５投で決着がつかず、次の５投

でもチームＢは再度、１５番のプレー

ヤーを指名した 

 認められる。 

対応の必要はない。 

 2:2 注  

par.３ 

 
  

  

第２ラウンドにおける７mTCは、ど

ちらのチームが先投となるか 

 最初の５投で、後投だったチーム。  2:2 注  

par.１ 

 
  

  

チームＢのゴールキーパーが、第２ラ

ウンドで、Ａチームの７mTの第１投

をセーブした。その直後、チームＢの

第１投者がシュートを決めた 

 チームＢの勝ち。  2:2 注  

par.３ 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 
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７ｍスローコンテスト（続き） 
 

事 例  対処方法  参照規則  責任者 
       

チームＢの７mTの最中、チームＡの

プレーヤーまたは役員が、７mTCで

使用している側のコートにいる 

 ・スローの妨げになる場合： 

TO は笛で合図、必要に応じてや

り直しをレフェリーに知らせる。

違反するプレーヤー/役員の位置

を修正する。 

・スローの妨げとならない場合： 

TO は次のスローの前までに笛で

合図。違反するプレーヤー/役員

の位置を修正する。 

・再発時： 

TO は次のスローまでに笛で合

図。レフェリーに失格を適用する

よう促す。 

 2:2 注    

  

  

７mTの最中、プレーヤーまたは役員

が、ＭＯに対し侮辱行為をした 

 TO は次のスローのまでに笛で合図。 

違反したプレーヤー/役員に対し、報

告書を伴う失格を適用するよう、レフ

ェリーに促す。 

 16:6e 

8:10a 

 
  

  

指名され、スローに参加するプレーヤ

ーが、ＭＯに対し侮辱行為をした 

 TO は次のスローのまでに笛で合図。 

違反したプレーヤーに対し、報告書を

伴う失格を判定するようレフェリーに

促す。 

失格したプレーヤーは、他のプレーヤ

ーとの交代が可能。 

 16:6e 

8:10a 

2:2 注  

par.４ 

 
  

  

チームＡは、４、７、１１、１３、１

９番の５名を指名した。 

その中の１３番が、１投目のスローを

行った 

 認められる。 

対応の必要はない。 

申告のあった５名の名簿は、スローを

行う順番の指定ではない。 

 2:2 注  

par.１ 

 
  

  

チームＡは、４、７、１１、１３、１

９番の５名を指名した。 

にもかかわらず、１５番が、１投目の

スローを行う準備をしている 

 今準備をしている１５番のプレーヤー

を、既に申告されているプレーヤーに

交代するよう注意する。 

 2:2 注  

par.１ 

 
  

  

チームＢが、ゴールキーパーを７mT

のスロアーに指名した 

 認められる。 

対応の必要はない。 

 2:2 注  

par.１ 
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７ｍスローコンテスト（続き） 
 

事 例  対処方法  参照規則  責任者 
       

チームＢは、１５名のプレーヤーを試

合登録し試合に臨んだ（登録には１名

の余裕がある状態）。 

その後の７mTCの際に「１６番目の

プレーヤー」として、新たに１８番の

プレーヤーを追加登録することを希望

した 

 認められない。 

プレーヤーの追加登録が認められるの

は、当該ゲームの後半終了時まで。 

 4:1 par.

４ 

 
  

  

７mT失敗後、当該プレーヤーが観客

席へ移動した 

 基本的に認められる。違反ではない。

著しくスポーツマンシップに反する行

為が認められた場合、TO は速やかに

笛で合図。 

違反したプレーヤーに失格を適用する

よう、レフェリーに促す。 

 交代地域 

規程５ 

最終段落 

 
  

  

指名されている１３番のプレーヤーが

７mT地点近くでもなお、トレーニン

グウェアを着たままである 

 当該プレーヤーにウェアを脱ぐよう求

める。 

 4:7  
  

  

７番のプレーヤーが、スロー直前にス

ローを行う手を負傷した 

 選手交代が可能。  2:2 注  

par.４ 
 

  

  

５番のプレーヤーがスローを行い得点

した後、当該プレーヤーのこのスロー

は、同一ラウンドで２回目のスローで

あったことが発覚した 

 TO は速やかに笛で合図、レフェリー

に報告。 

ゴールは無効となり、「スロー失敗」

として、記載する。 

この決定に対し、著しくスポーツマン

シップに反する行為が認められた場

合、違反したプレーヤーに失格を適用

するよう、レフェリーに促す。 

 2:2 注  

par.４ 

 
  

  

５番のプレーヤーがスローを失敗した

後、当該プレーヤーのこのスローは、

同一ラウンドで２回目のスローであっ

たことが発覚した 

 TO は速やかに笛で合図、レフェリー

に報告。 

「スロー失敗」と記載する。 

著しくスポーツマンシップに反する行

為が認められた場合、違反したプレー

ヤーに失格を適用するよう、レフェリ

ーに促す。 

 2:2 注  

par.４ 

 
  

  

 

 

 

par.： 第〇段落     ： MOの任務     ： TDの任務     ： レフェリーの任務 



 

72 

 

 

運営業務（大会役員・会場責任者と協働して） 
 

テーマ  業 務 
   

到着時の会場巡回  スコアボード、ジャッジーズテーブル、交代地域、コーチングゾ

ーン、メディアゾーン、ミックスゾーン、フロア、更衣室、ドーピ

ング検査室、インターネットアクセスセンター、役員・来賓など

の控え室、ＡＤセンターなどを中心に点検 

チームホテル訪問  － 施設/設備が期待に沿うかを全ての代表団と確認する 

－ 以下を中心に： 

・食事の質と量 

・宿泊 

・ミーティングルーム 

・ランドリー 

・輸送スケジュール及び時間設定 

・開催者及びチームガイドとの連携 

TO は代表団の課題や要請に応えるため、食事やサービスの質の確

認も兼ねて、ランチやディナーを共にすべきである。 

テクニカルミーティングの準備  ミーティングルームの確認 

すべての必要機材（プロジェクター、電源、インターネットアクセ

ス、プリンター、全連盟及びデレゲートのネームプレート、国歌確

認のための音響機器）が使用可能であるかを確認 

テクニカルミーティングにおける 

主催者（大会役員）の職務 

 － 開会及び歓迎挨拶（代表者ら） 

－ 競技運営規程の確認（競技委員長） 

－ 競技規則の確認（審判本部長、審判長） 

－ ドーピング検査に関する確認  

大会委員または医事委員会 

チームリストの確認（競技委員長） 

開催地組織委員会との 

ディリーミーティング 

 － 試合が実施される全日程で実施する 

－ ミーティング内容は、運営上の諸問題、輸送、日程、ローカル

タイムキーパー、ローカルスコアキーパーの業務状況 

分析スタッフ及びスカウティングスタッフとの連携 

 



 

 

 

 

 

 

 

競技運営に関わる通達 
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服装や保護を目的とした装具に関する規定 

 
ＩＨＦ国際ハンドボール連盟（2017年 7月発表）を基準とする 

全日本大会では実施：ブロック、都道府県協会では推奨とする 

 

 ２０２2年４月１日（公財）日本ハンドボール協会競技・審判本部 

１ 頭部や顔への装具 

 

 

 

２ ヘアバンド 

 

品目 例 国内 国際 条件

①

マスク
可 不可

②

ヘルメット
不可 不可

③

鼻の保護
可 可

IHFではマスクは使用できない

国内大会では、表情が読み取れ、柔

らかい素材であれば、主催者の判断

で使用を認める。

ヘルメットは使用できない

柔らかく、単色で、テープ式のもの

国内 国際

可 可

不可 不可

条件例

ゴムバンド式で、薄く、幅広く

ないもの

ゴムバンド式でないもの、厚手のもの、

幅広いものは使用できない

※はちまきは伸縮性でなく、結び目から

垂れた部分が危害を及ぼす可能性があ

る。国内では、主催者が、使用に支障が

ないと認めれば、使用を認める。
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３ めがね・ゴーグル 

 

 

 

４ マウスピース 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

国内 国際

主催者

が規定
不可

可

フレームが固い材質（バンド付）

条件

スポーツめがねやゴーグルは、ス

ポーツ用のバンドがあり、平らなプ

ラスチックレンズで、フレーム上部

がシリコンなど柔らかい材質である

こと

IHFではスポーツめがねやゴーグル

であっても、フレーム上部が固い材

質のものは使用できない。

国内では、主催者が、使用に支障が

ないと認めれば、使用を認める。

例

可

国内 国際

可 可

例 条件

透明であり、単色のマウスピースは

使用できる

不可
不透明や、複数の色のマウスピース

は使用できない
不可
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５ 肩の保護やアームスリーブ 

 
 

 

 

 

  

品目 例 国内 国際

①

肩の装具
可

条件

肩の装具は、やわらかく、薄手

の材質であれば使用できる。色

は問わない。

②

アームス

リーブ

可

アームスリーブはユニフォーム

の大部分を占めている色と同色

か、類似の色であれば使用でき

る。

可

可
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６ 肘の装具 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

品目 例 国内 国際

②

肘あて

（３カ所に

パットがつ

いている）

可 可

③

ネオプレン

（合成ゴム

の肘あて：

１枚のパッ

ト）

可 可

④

肘の

サポーター

可 可

⑤

肘の装具
不可 不可

①

肘あて
可

条件

薄くて柔らかい材質であれば使用で

きる。色は問わない。固い部分がす

べて柔らかいもので覆われており

（相手に危害を加えなければ）使用

できる。

３カ所に保護のためのパットがつい

ている肘あては使用できる。パット

部分はエンボス加工されており、肘

が床を滑る際に適した構造になって

いる。

広い１枚のパットを用いたネオプレ

ンの材質の肘あては使用できる。

パット部分はエンボス加工されてお

り、肘が床を滑る際に適した構造に

なっている。

固い部分がむき出しになっている装

具は使用できない。

可
薄くて柔らかい材質であれば使用で

きる。色は問わない。
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７ 膝の装具 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品目 例 国内 国際

②

膝

サポーター

（１枚の

パット）

可 可

③

ネオプレン

（合成ゴム

の膝サポー

ター

：１枚の

パット）

可 可

④

膝の装具
不可 不可

①

膝

サポーター

可

柔らかい、薄手の材質であれば使用

できる。色は問わない。

固い部分がすべて柔らかい素材で覆

われており、相手に危害を加えない

と判断できれば使用できる。

可

条件

広い１枚のパットを用いたネオプレ

ンの材質の肘あては使用できる。

パット部分はエンボス加工されてお

り、膝が床を滑る際に適した構造に

なっている。

固い部分がむき出しになってい

る装具は使用できない。

広い１枚のパットで保護目的であれ

ば使用できる。
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８ ふくらはぎの装具 

 
 

 

 

 

  

国内 国際

可 可

不可 不可

備考例

ふくらはぎへの装具は、靴下と

同色であれば使用できる。

靴下の色と一致しないふくらは

ぎへの装具は使用できない。
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９ 足首の装具 

 
 

 

 

  

品目 例 国内 国際

①

足首の装具
可 可

②

足首の

固定具

可 可

③

足首の装具
不可 不可

固い部分がむき出しになってお

り、靴下と色違いの装具は使用

できない。

固い部分がすべて柔らかいもので覆

われており、相手に危害を加えなけ

れば使用できる。

国内大会では、靴下と同色でなくて

も使用を認める。IHFでは装具や覆

うためのテープは靴下と同色とす

る。

条件

固い部分がなければ使用できる。

国内大会では、靴下と同色でなくて

も使用を認める。IHFでは装具や覆

うためのテープは靴下と同色とす

る。
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１０ 服装 

＜概要＞ 

○ （ゴールキーパーを除いて）長ズボンは使用できない。 

○ ４カ所（短パン＋膝の装具＋ふくらはぎの装具＋靴下）の使用は許可される。 

しかし、それぞれが分かれていること。 

○ アームスリーブはユニホームの大部分を占めている色と同色であれば使用できる。 

○ サイクリングパンツも短パンの大部分を占めている色と同色であれば使用できる。 

○ ふくらはぎの装具は、靴下と同色であること。 

○ 足首の装具は、靴下と同色であること（国内では、同色でなくてもよい）。 

○ 肘や膝の装具は色は問わない。 

 
 

 

 

 

 

 

品目 例 国内 国際

①

スポーツ用

ヘッドス

カーフ

可 可

②

スポーツ用

ではない

ヘッドス

カーフ

不可 不可

可 可

不可 不可

可 可

不可 不可

条件

単色のスポーツヘッドスカーフは使

用できる。複数の選手がヘッドス

カーフを使用する際は、全員が同色

であること。

スポーツ用ではないヘッドスカーフ

は使用できない。

ユニフォームの大部分を占めている

色と同色であれば使用できる。
③

長袖のアン

ダーシャツ

④

サイクリン

グパンツや

ウォームパ

ンツ

短パンの大部分を占めている色と同

色であれば使用できる。

短パンの大部分を占めている色と異

なる色は使用できない。

ユニフォームの大部分を占めている

色と異なる色は使用できない。
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品目 例 国内 国際

可 可

不可 不可

⑥

靴下
可 可

⑦

上着
可 可

⑤

長ズボン

コートプレーヤーは、長ズボ

ン、タイツ、長いサイクリング

パンツ等は使用できない。

靴下は同色で同じ長さを基本とす

る。

ゴールキーパーとなるコートプレー

ヤーはゴールキーパーと同一のもの

を使用する。穴を開ける場合は前後

の番号の位置、透明なカバーをつけ

て穴を開けない場合も可能。

国内では従来のビブスに穴を開けた

ものの使用を従来通り認める。

条件

ゴールキーパーは、長ズボン、長タ

イツ、短パン、短パンとサイクリン

グパンツなどを使用できる。
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１１ 足首の装具 

 
 

 

 

 

 

 

品目 例 国内 国際

可 可

不可 不可

②

ヘアピン
可 可

③

キャプテン

マーク

可 可

⑤

長いリスト

バンド

可 可

①

イヤリング

ピアス

④

短いリスト

バンド

可

柔らかい素材でできているヘアピン

は使用できる。金属やプラスティッ

クのヘアピンの場合は、完全にテー

プで覆われていれば使用できる。

単色のものであれば使用できる。

可

短いリストバンドは粘着性がなく、

柔らかく、薄手のものであれば使用

できる。

小さいイヤリングやピアスは完全に

テープで覆われていれば装着でき

る。

完全にテープで覆われていないイヤ

リングやピアスは装着できない。

短いリストバンドは粘着性がなく、

柔らかく、薄手のものであれば使用

できる。長いリストバンドはユニ

フォームの大部分を占めている色と

同色であれば使用できる。

条件
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品目 例 国内 国際

⑥

手首の装具
可 可

⑦

手袋

グローブ

不可 不可

⑧

フィンガー

バンド

不可 不可

可 可

固い部分が覆われていれば、手首へ

の装具は使用できる。

フィンガーバンドは使用できない。

靴に限り松ヤニをためておくことが

できる。そこから指へ補充する。

他の部位に松ヤニをためておくこと

はできない。

⑨

靴への

松ヤニ

※ただし、会場使用上の条件によっては、靴への松ヤニを認めない場合もある。

条件

コート上で手袋やグローブは使用で

きない。ゴールキーパーも同様であ

る。

交代地域での防寒具としての使用は

認める。



交代地域に持ち込み可能な技術的機器に関するガイドライン 

85 

交代地域に持ち込み可能な技術的機器に関するガイドライン 

 
2021年 4月 1日（公財）日本ハンドボール協会 指導・普及本部 

競技・審判本部 

（公財）日本ハンドボール協会競技・審判本部発行の「各大会におけるマッチオフィシャル(MO)並び

にテクニカルデレゲート(TD)の任務と競技運営に関する事項（改訂版）2020年 5月 16日」14ペー

ジに関連しその使用方法等について、下記の通り通知する。 

○交代地域で使用できるもの（通知文抜粋） 

交代地域において、パソコンやタブレット端末等の技術的器具の使用を認める。選手の安全・戦術的

指示のためで、持ち運びができるもの(マイクロフォン、ヘッドフォン、イヤ―ピース、スマートウォ

ッチ、タブレットまたはノートパソコン等）の使用を認める。ただし承認されない機器を使ったり、

機器を使った結果として不適切な言動（例えば、レフェリーの事実判定についての質問等の道具とし

て使用すること等）があった場合は、交代地域から外して交信できない状態にする。罰則により競技

場を去ったプレーヤーやチーム役員との交信も許されない。 

この件に関しては、（公財）日本ハンドボール協会強化本部・指導普及本部より別途使用についての具

体例を含めたガイドラインを通知し、それに従うこととする。 

＝＝以上 2020年 5月 16日変更部分 

使用に関する詳細は主催者によって定めることができる 

目 的 具 体 物 使 用 例

通

話

・

通

信

機

器

○携帯電話・スマートフォン

　・交代地域外にいるチーム関係者と交信

　　すること

　・選手の負傷に伴う救急車や医療関係者と

　　交信すること

　・選手が生徒の場合は保護者と交信すること

○マイクロフォン・ヘッドセット・イヤー

　ピースの使用

　・コーチと分析担当者などがイヤーピース

　　を装着し、リアルタイムに音声での

　　コミュニケーションを行うこと

○交代地域を離れて使用しても可能

○アンダーカテゴリーの試合においては、

　携帯電話の使用はチーム役員が行い、

　選手に使用させることを避けるよう配慮

　する

●交代地域外のチーム関係者等に連絡し、

　交代地域に道具や飲料水等を配達させる

　ことはできない

　→ 交代地域にいる者に交代地域外へ取り

　　 に行かせる

●失格になり、コートを離れ交代地域外に

　いるチーム役員や選手とは交信できない

　→ 事実が判明した段階でチームはその後、

　　 その技術的機器の使用ができない

○交代地域内と交代地域外との間の音声を

　用いた通信を行う際には、ヘッドセットや

　イヤーピース等のウェアラブルデバイスを

　使用することが望ましい

情

報

端

末

○タブレット・スマートウォッチ・ノート

　パソコン等の情報端末の使用

　・交代地域外で作成する分析データを

　　データ通信を用いて交代地域内で

　　共有できる

　・交代地域内で分析作業を行うこと

　・選手の生体情報や位置情報を送受信

　　すること

○交代地域内外を問わず使用ができる。

●競技時間中、競技運営上やレフェリーや

　MO、TDが下した判定の確認のために、

　技術的機器を使用することはできない

　→ 事実が判明した段階でチームはその後、

　　 その技術的機器の使用ができない

ウ
ェ

ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス

○選手の生体情報および位置情報等の取得

　のためのウェアラブルデバイスの使用

　・ウェアラブルデバイス（生体情報

　　モニタリング機器（心拍数測定等）や

　　位置情報システム（GPS（全地球測位

　　システム））やUWB（超広帯域無線

　　通信）等の送受信機等）を用いての

　　試合中の選手の生体情報や位置情報等を

　　取得すること

○使用に関し、選手（自チーム・相手チーム

　含む）の安全面を最優先し、装着方法に

　ついて細心の注意を払わなければならない

○使用する場合は、事前にMOや相手チーム

　にその旨通知しておくことが望ましい

留 意 点 等

( 1 )試合時 ◆現状 ◆今後

( 2-1 )使用備品 分析ゾーン
〈撮影機器〉 ビデオカメラ等
〈分析機器〉 PC・サイドライン等

〈撮影機器〉 I Pカメラ・ビデオカメラ等
〈分析機器〉 PC・サイドライン等
〈通話機器〉 トランシーバー・I phoe等
〈ネット機器〉 W ifiルーター等

( 2-2 )使用備品 ベンチ なし
〈データ受信機器〉 タブレット、PC
〈通話機器〉 トランシーバー・I phoe等

( 3 )内容

【分析ゾーン】

【ベンチ】

なし

【分析ゾーン】

【ベンチ】

〈撮影機器〉

【スタッツ・映像データ授受および外部との会話】

試合時の分析作業のフレームワーク

〈通話機器〉〈分析機器〉

〈撮影機器〉

〈分析機器〉

〈W ifiルーター〉

〈受信機器〉 〈通話機器〉

( 1 )試合時 ◆現状 ◆今後

( 2-1 )使用備品 分析ゾーン
〈撮影機器〉 ビデオカメラ等
〈分析機器〉 PC・サイドライン等

〈撮影機器〉 I Pカメラ・ビデオカメラ等
〈分析機器〉 PC・サイドライン等
〈通話機器〉 トランシーバー・I phoe等
〈ネット機器〉 W ifiルーター等

( 2-2 )使用備品 ベンチ なし
〈データ受信機器〉 タブレット、PC
〈通話機器〉 トランシーバー・I phoe等

( 3 )内容

【分析ゾーン】

【ベンチ】

なし

【分析ゾーン】

【ベンチ】

〈撮影機器〉

【スタッツ・映像データ授受および外部との会話】

試合時の分析作業のフレームワーク

〈通話機器〉〈分析機器〉

〈撮影機器〉

〈分析機器〉

〈W ifiルーター〉

〈受信機器〉 〈通話機器〉
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令和 2年 2月 1日 

各連盟理事長 

各連盟審判長 

各ブロック協会理事長 

各ブロック協会審判長 

各都道府県協会理事長 

各都道府県協会審判長 

（公財）日本ハンドボール協会 

競技・審判本部    

競技本部長 高野 修  

審判本部長 福島 亮一 

 

 

 

競技規則 第４条の適用について（通達）および 

各大会における規定の明記・周知について（依頼） 

 

 

選手やチーム役員が試合に出場することについて、競技規則書や競技運営に関する事項（通達）に記載

されていますが、『競技規則 第４条』の解釈について、下記のとおり記載しますので、関係者への周知

をお願いします。また、各大会主催者においては、各大会において大会規定の明記をお願いします。こ

の内容については、競技本部より発行される「各大会におけるマッチオフィシャル（MO）並びにテク

ニカルデレゲート（TD）の任務と競技運営に関する事項（2020 年 4 月 1 日）」に反映される予定で

す。 

記 

競技規則 

４の１（抜粋） 

 延長戦を含めて競技中いつでも,プレーヤーの数を 14名まで補充することができる。 

 

４の３ 

 競技の開始時に競技場にいて,記録用紙に記載されているチーム役員とプレーヤーが,競技への参加資

格を持つ。 

 競技の開始後に遅れて到着したチーム役員とプレーヤーは,タイムキーパーとスコアラーに参加資格

の承認を受け,記録用紙にその旨を記載されなければならない。 

 参加資格のあるプレーヤーは,原則として自チームの交代ラインを通って,いつでもコートに入ること

ができる(ただし, 4:4, 4:6 を参照)。 

 「チーム責任者」は,競技への参加資格を持つプレーヤーだけを出場させるようにしなければならない。

違反した場合は,スポーツマンシップに反する行為として「チーム責任者」に罰則を適用する(13:1a 〜 

b, 16:1b, 16:3d, 16:6c, ただし, 競技規則解釈 7 を参照)。 

 

 以上のように記載されている。 

 

 現在、国内の一般的な大会規定は、コイントスの際に提出されたメンバー表に基づいて記載された記

録用紙の変更は、誤記載以外は認めていない。 
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 しかし、IHF・大陸主催の大会の規定をもとに作成された IHF競技規則問題集の解答では、試合中に

記録用紙にプレーヤーが記載されていないことが分かった場合は、大会規定のベンチ入り出来る数に対

して、記録用紙に記載されている人数が最大数未満だった場合のみ、追加で記録用紙に記載することが

できることになっている。（そのプレーヤーが大会にエントリーされていることが条件） 

 そこで、記録用紙への記載および試合への参加・出場に関わる国内の一般的な大会の規定について、

IHF・大陸主催の大会の規定を標準とする。 

 ただし、加盟団体や各大会で定めた規定がある場合は、その規定を明記し、周知した上で実施するこ

と。 

 

 

以下、日本協会 競技・審判本部として、選手やチーム役員が試合に出場することについて整理する。 

 

① プレーヤー、チーム役員の登録方法、期限、変更方法については各大会で定める。 

申込期日を過ぎたプレーヤーの登録は認められないことやチーム役員の登録は随時できることな

ど、各大会の要項に定めたとおりで実施すること。 

 

② 代表者会議で決定したチーム役員、プレーヤーのみが競技に参加、出場することができるが、加盟

団体が別に定めたときは、その規則に従う。 

 

③ 各試合の出場プレーヤー、参加チーム役員数は競技規則に定められた通りとするが、加盟団体が別

に定めたときは、その規則に従う。 

 

④ オフィシャルミーティングで試合に出場させるメンバー表を提出するが、加盟団体が別に定めたと

きは、その規則に従う。 

 

   記録用紙に記載されているプレーヤー・役員が試合開始後に遅れて到着して参加・出場する

場合は、MO・TDの承認を受けなければならない。 

 

⑤ 試合開始後に記録用紙に記載されていないプレーヤーがベンチ入りしていることやコート上で  

プレーしていることが分かった場合、以下の手順により、競技を運用する。 

 

１）チーム責任者に段階的罰則。 

２）大会規定のベンチ入り出来るプレーヤー数に対して、記録用紙に記載されている人数が最大

数未満だった場合のみ、追加で記録用紙に記載することができる。（大会にエントリーしてい

るプレーヤーであることが条件） 

→例として、大会規定のベンチ入り出来るプレーヤー数は 14名。現在、正しく記録用紙に記

載されているプレーヤーは 13 名であり、記載されていないプレーヤーを含めると 14 名。

そのプレーヤーを 14人目として記録用紙に追加で記載することができる。 

３）競技の再開は、中断の理由に相応しいスローで競技を再開する。 

４）記録用紙の特記事項欄に記載する。 

５）そのプレーヤーの試合中の得点については、その得点に伴うスローオフを相手チームが実施

していれば有効である。実施していなければ、得点を無効とする。 

６）そのプレーヤーが記録用紙に記載されていないことが判明するまでの罰則については有効 

である。ただし、そのプレーヤーが記録用紙に記載されていないことが分かったことによる

プレーヤーへの罰則は適用しない。チーム責任者の責任である。 
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このことに関わる競技規則問題集の該当問題  ※解答は、従来記載されているものから変更なし 

 

 

第４条 チーム、交代、服装、プレーヤーの負傷（抜粋） 

 

 

４−１  白チームの 11 番は競技の開始直前に重傷を負ったため、プレーできなくなった。 

(a) 白チームの 11 番は交代できない 

(b) 相手チームが了承すれば、白チームの 11 番は交代できる 

(c) 通常、白チームの 11 番は、記録用紙に記載した名前を変更し交代できる。また、代わ

りに参加するプレーヤーは 11 番をつけてもよいが、レフェリーは、各大会における特

別な規定を守らなければならない場合もある 

(d) 白チームの 11 番は交代できるが、代わりに参加するプレーヤーは 11 番をつけるこ

とはできない 

 

   解答    4-1  c （4:1, 4:3） 

 

 

４−６  競技の開始時、白チームは 6 名のプレーヤーしかいなかった。競技の開始直後に白チ

ームのプレーヤー 7 番が遅れて会場に到着した。白チームの 7 番はそのまま自陣の交

代地域を通ってコート内に入った。白チームの 7 番は記録用紙に記載されていなかった。 

(a) （レフェリーはレッドカードを示し）白チームの 7 番を失格とする 

(b) 白チームの 7 番を 2 分間退場とし、記録用紙に追加で記載しなければならない 

(c) 主催者が定める規定に一致するなら、白チームの 7 番を記録用紙に追加で記載しなけ

ればならない 

(d) 白チームのチーム責任者に、段階的罰則を適用する 

 

   解答 4-6  c, d （4:3, 16:1b） 

 

 

４−８  競技の中断中に、黒チームの 14 番が正しく交代した。しかし、タイムキーパーは笛を

吹き、黒チームの 14 番は記録用紙に記載されていないと説明した。黒チームの 14 番 

は、黒チームの 18 番として記録用紙に記載されていたことが判明した。 

(a) 黒チームのチーム責任者に、段階的罰則を適用する 

(b) オフィシャル席の前から、白チームにフリースローを与える 

(c) 背番号を記録用紙に記載されている通りとし、黒チームの 14 番は、黒チームの 18 番

のユニホームに着替える 

(d) 競技の中断の理由に相応しいスローで競技を再開し、記録用紙にその旨を特記する 

 

   解答 4-8  c, d （4:3, 13:3, 13:4） 
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４−４０ 後半の 13 分 27 秒で、白チームの 15 番が得点を決め、スローオフが実施された後、

タイムキーパーが競技を中断した。タイムキーパーは「白チームの 15 番は記録用紙に

記載されていない」とレフェリーに伝えた。記録用紙には、白チームのプレーヤー 14 名

が記載されていたが、レフェリーは、白チームの 11 番がいないことに気付いた。 

(a) 得点を取り消す 

(b) 得点は有効である 

(c) 主催者が定める規定に一致するなら、白チームの 11 番を削除し、代わりに白チームの 

15 番を記録用紙に記入する 

(d) 白チームの 15 番は競技への参加資格がなく、コートから去らなければならない 

(e) 白チームのチーム責任者に、段階的罰則を適用する 

(f) 記録用紙に特記する 

 

     解答 4-40  b, c, e, f （4:3, 9:1, 9:2） 

 

 

４−５９ 白チームの攻撃中、タイムキーパーが競技を中断した。タイムキーパーはレフェリーに、

今、コート内にいる白チームの 11 番は、記録用紙に記載されていないと説明した。チ

ーム役員 A が、誤って 13 番としてメンバー表を提出していたことが分かった。 

(a) 白チームのフリースロー 

(b) 黒チームのフリースロー 

(c) 白チームの 11 番の参加は、認められない 

(d) 間違いを正し、白チームの 11 番の参加を認める 

(e) 記録用紙にその旨を特記 

(f) 白チームのチーム役員 A に、段階的罰則を適用する 

 

     解答 4-59  a, d, e （4:3, 4:7, 4:8，新ガイドライン）  

 

 

 

 

 

以上 
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競技規則運用に関するガイドライン （2019 年 7 月 1 日 IHF 施行）を受けて （改訂） 

 

 

 

2018 年 6 月 29 日 IHF より送付 

2018 年 7 月 7 日 JHA常務理事会報告 

2018 年 8 月 21 日 IHFに確認後改訂 

2020 年 2 月  1 日 改訂 

（公財）日本ハンドボール協会 

競技・審判本部 

 

 

IHF 競技規則審判委員会（以下，IHF-PRC）は，競技規則の専門家と共同で，ルール解釈におい

て課題があったいくつかの項目について議論を行った。 

その結果，特定の状況における正しい判定を明確にする意図で，下記の通り「競技規則運用に関

するガイドライン」（2016 年 7 月 1 日施行）を更新および追加をすることで合意した（第 1 

回 IHF 改訂 2018 年 7 月 1 日施行されている）。 

なお，この第 2 回改訂を IHF では 2019 年 7 月 1 日より施行している。 

日本国内では，継続事項を除く新規および改訂事項に関しては 2020 年 4 月 1 日より施行と

する。 

競技終了前 30 秒間 

2016 年版競技規則書より新設された，8:10c および 8:10d は，競技終了間際にスポーツマン

シップに反する行為によって，違反したチームが試合に勝つことによって，ハンドボールにマイナ

スなイメージを与えないことを最大の目的としている。同時にこの競技規則は，違反されたことに

よって失われた攻撃のチャンスを保証し，観客にとっても競技終了までスリリングのある試合を楽

しませることにある。先日，熊本で開催された 2019 年女子世界選手権の決勝戦の場面が，その典

型の事象と言える。 

競技規則 8:10c では競技終了間際に各種スローを違反行為によって実施させなかった，または遅

らせた場合は 失格に加え，7 m スローによって罰せられる。また競技規則 8:10d では， 競技終

了間際でボールがインプレー中にプレーヤーやチーム役員による失格相当の違反行為が行われた場

合，失格に加え，7 m スローによって罰せられるとなっている。 

競技規則 8:10c は，2016 年制定当初，競技の中断中に防御側プレーヤーが相手のスローの実

施を妨げたまたは遅らせた場合に適用されていた（例：各種スローに対して，3 m より近い位置で

スローをブロックした場合は適用していなかった）。しかしこの適用方法では，レフェリーやプレ
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ーヤー，その他ハンドボール関係者を誤った解釈に導き，例え上記例のような明らかなスポーツマ

ンシップに反する行為があったとしても，違反をしたチームが試合に勝つ可能性を有することにな

るなど，悪いイメージを払拭できないこととなった。 

以上の理由で，IHF は IHF-PRC と指導技術委員会（CCM）で「ハンドボールの競技とルール

の発展を目指したワーキンググループ（GRDWG）」および「新競技規則に向けてのワーキンググ

ループ（NRWG）」を結成し，2018 年より現行のガイドライン「3 m の距離を確保しないとき

（8:10c）」を追加することにした。3 m の距離を確保せず，スローを行おうとしたプレーヤーに

対して不当行為を行った場合でも，失格および 7 m スローの判定をするということになる。 

その他の項目においても，現行のガイドラインの更新および新ガイドラインを設定する。 

 

 

＜2018 - ガイドラインの更新 ： 継続＞ 

“3 m の距離を確保しない”とき （8：10c） 

競技終了前 30 秒間で各種スローの実施時に相手が 3 m の距離を保とうとせず，スローができ

なかった場合，失格および 7 m スローを判定する。 

この解釈は競技終了前 30 秒間であっても,あるいは終了合図と同時（2:4 の第 1 段落）であっ

ても適用することを意味する。つまり，（延長戦を含めた）後半の競技終了合図までであり，競技

終了合図のあとに行われる最後の一投については適用しない（違反の場合は通常の2分間退場とし，

再度,最後の一投を実施するということになる）。この状況におけるレフェリーの判定は（17:11 に

おける）事実判定である。 

競技終了前 30 秒間で各種スローに直接関連しない違反で各種スローができず試合が中断した場

合（例：不正交代，交代地域でのスポーツマンシップに反する行為での違反など），競技規則 8：

10c を適用する。 

もし，各種スローの実施の際に，3 m より近い位置にいる相手プレーヤーが，例えばブロックす

るなどによりスローの結果やスローの実施を積極的に妨害した場合，競技規則 8：10c を適用す

る。ゴールキーパースローの際，ゴールキーパーが投げたボールが，ゴールエリアラインを完全に

通過しない状況で妨害した（12:2）際も同様に適用する。 

3 m より近い位置にいるが，スローの実施を積極的に妨害しなかった場合は罰則を適用しない。

各種スローの実施の際，3 m より近い位置にいて，シュートをブロックしたり，パスをインターセ

プトしたりした場合も競技規則 8:10c を適用する。 
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＜2019 - 新ガイドライン ： 2020年4月1日より施行＞ 

終了合図後のフリースローの実施に関する防御側チームのプレーヤーの交代 （2：5） 

いわゆるノータイムのフリースローについて，もし防御側チームのゴールキーパーがこのノータ

イムのフリースローにつながる防御動作の中で負傷したのであれば，ゴールキーパーの交代を認め

ることとする。この交代は，ゴールキーパーのみへの適用である（防御側チームのコートプレーヤ

ーには適用しない）。 

 

＜2019 - 新ガイドライン ： 2020年4月1日より施行＞ 

終了合図後のフリースローの実施 （2：6， 8:10c） 

いわゆるノータイムのフリースローや 7 m スローの実施の最中に，防御側チームによる違反やス

ポーツマンシップに反する行為があったならば，該当するプレーヤーに対し競技規則 16:3，16:6 

または 16:9 に基づき罰則を適用し，攻撃側に再度スローを行わせる（15:9 第 3 段落）。この場

合，競技規則 8:10c（競技終了前 30 秒間）は適用されない。 

 

＜2019 - 新ガイドライン ： 2020年4月1日より施行＞ 

予備のボールの使用 （3:3） 

IHF，大陸大会，国内大会に限らず全ての大会において，予備のボールをオフィシャル席のみなら

ず，コートサイド（各コーナー付近）に置き，それらを使用することを許可する。ただし，この予

備のボールを使用するかどうかは，競技規則 3:4 に基づき，レフェリーが決定する。 

 

＜2019 - 新ガイドライン ： 2020年4月1日より施行＞ 

パソコンやタブレット端末等の技術的器具の使用について （4:7 ～ 4:9） 

IHF，大陸連盟，各国協会は，交代地域でのパソコンやタブレット端末等の技術的器具の使用を許

可する権利を有する。ただし使用するにあたり，戦術指示を目的として，公正に使用しなければな

らず，罰則により競技場を去ったプレーヤーやチーム役員との交信は許されない。また，レフェリ

ーの事実判定についての質問等の道具として使用することは許可されない。 

 

＜2018 - ガイドラインの更新 ： 継続＞ 

負傷したプレーヤーの救護 （4：11） 

衝突などにより同じチームの複数のプレーヤーが負傷した場合には，レフェリー・TD はこれら

の負傷したプレーヤーを救護するために，規定人数より多くコートに入る許可を与えても良い。こ

の場合，1 人のプレーヤーに対し最大 2 名までとする。レフェリー・TD は，許可されてコートに

入った者を監視する必要がある。 
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＜2018 - 新ガイドライン ： 継続＞ 

パッシブプレーにおけるパスのカウント （7：11， 競技規則解釈 4， 付録 3 の例 13・14） 

シュートがブロックされ，ボールが再びシュートしたプレーヤーやチームメイトに戻ってきた場

合は，1 回のパスとしてカウントする。 

 

＜2018 - 新ガイドライン＞ 

＜2019 - ガイドラインの更新 ： 2020年4月1日より施行＞ 

競技規則 8：5 注に関連したゴールキーパーの失格 

これは，ゴールキーパーがゴールエリアから，またはゴールエリア付近からプレーイングエリア

で相手と正面衝突をした時に適用される。ただし以下の場合では，適用されない。 

a）交代地域からコートに入り，相手と同じ方向に向かって走っている場合 

b）攻撃側プレーヤーがボールを後方から追っている，ボールは前方にいるゴールキーパーと攻撃

側プレーヤーの間にある（つまり，攻撃側プレーヤーは前方にいるゴールキーパーを認知でき

ている）場合 

これらの状況においてレフェリーは，事実観察や判断に基づき，判定する。 

（交代地域からコートに入り相手と接触した場合，競技規則 8:5 注以外の理由で失格を判定される

場合もある） 

 

＜2018 - 新ガイドライン ： 継続＞ 

無人のゴールと 7 m スローの判定 （14：1， 競技規則解釈 6c） 

競技規則解釈 6c では，ゴールキーパーがゴールエリアを離れていて，そこでボールと身体をコ

ントロールした相手が無人のゴールにボールを投げるという，誰にも阻止できない明らかなチャン

スを得たときに 7 m スローを与えると定義されている。これは，ボールを持ったプレーヤーは，明

らかに無人のゴールに向かって直接シュートを狙おうとしていることが前提となる。 

明らかな得点チャンスの定義には，違反の種類やインプレー中かどうかにかかわらず，スローを

行うプレーヤーまたはチームメイトが正しい位置にいることも含まれる。 

 

＜2018 - 新ガイドライン ： 継続＞ 

ビデオ判定を導入する場合 

ビデオ判定の導入によって得点かどうかの判定が必要な場合，得点の取り消しは現行では次のス

ローオフまで（9:2）となっているが，より長い時間が必要となる。その期限を，次のスローオフま

でではなく，スローオフのあと，次のボール所持が変わるまでとする。 
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＜2018 - 新ガイドライン ： 継続＞ 

プレーヤーが異なった色や番号でコートに入った場合 （4：7， 4：8） 

競技規則 4:7 および 4:8 に関する違反については，ボールの所持を変更しない。これは競技を

中断させ，間違いを正すだけでよく，中断された時点でボールを所持していたチームによって競技

は再開される。 

 

＜2019 - 新ガイドライン ： 2020年4月1日より施行＞ 

失格となったプレーヤーによる，競技再開前の極めてスポーツマンシップに反する行為について（16:9d） 

（直接または 3 回目の退場による）失格を判定されたプレーヤーが，競技再開前に競技規則 

8:10a に該当するような極めてスポーツマンシップに反する行為をした場合，そのプレーヤーに対

して報告書を伴う失格を追加する。この場合，チームはコート上のプレーヤーを，4 分間減らさな

ければならない。 

 

＜2019 - 新ガイドライン ： 国内ではすでに施行されている＞ 

ゴールの固定について （1:2） 

事故防止を目的に，ゴールは床またはゴール後方の壁面にしっかりと固定する，あるいは他の方

法を取り入れる等，転倒防止のための処置をしなければならない。 

 

 

 

※ 本ガイドライン内の朱書き部分が，今回の追加・更新の箇所となります。 
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（公財）日本ハンドボール協会 ユニホームに関するガイドライン 

 

 

令和 3年 4月 1日 

 

 

（目的） 

１ このガイドラインは、国際ハンドボール連盟（IHF）が定めるユニホーム等の規程に沿っ

て、公益財団法人日本ハンドボール協会の公式戦において競技する選手のユニホームについ

て定め、競技運営マニュアル、テクニカルオフィシャルの任務などに引用して使用される。 

 

（定義） 

２  プレーヤーのユニホームには、シャツ、ショートパンツ、またはゴールキーパーのズボン

と靴下が含まれる。  

２）プレーヤーのユニホームの下に着用する長袖シャツとコンプレッションショーツを使用

する場合は、シャツ/ショーツの主な色と同じ色にする必要がある。 

３）選手はスポーツシューズを履く必要があります。 

４）チームのすべてのコートプレーヤーは、同一のユニホームを着用する必要がある。 

５）IHFパートナーが提供する追跡目的のウェアラブル技術（たとえば、ベスト、胸部ハー

ネスなど）は、要求があれば、各プレーヤーがシャツの下に着用できる。 

 

（装具） 

３ プレーヤーが身につけられる装具については、プレーヤーに危険を及ぼす可能性のあるも

のの着用は許可されない。 これには、たとえば、頭の保護、フェイスマスク、ブレスレッ

ト、時計、指輪、目に見えるピアス、ネックレスまたはチェーン、イヤリング、拘束バンド

のない眼鏡、または頑丈なフレームのある眼鏡、またはその他の危険な物体が含まれる（競

技規則 17：3）。 

要件を満たしていないプレーヤーは、修正するまで競技に参加できない。 

フラットリング、小さなイヤリング、目に見えるピアスは、他のプレーヤーにとって危険

であると見なされないようにテープで覆われていれば、許可される。ヘッドバンドは、柔ら

かく弾力性のある素材でできている限り使用を許可される。 

 

（ユニホームの色） 

４  原 則 

1 つの色がシャツの大部分をはっきりと占める必要がある。 蛍光色の使用は許可されて

いない。 

２）1つのチームのすべてのゴールキーパーは、同じ色のユニホームを着用する必要がある。 

これは、一時的にゴールキーパーとして役割を担うコートプレーヤーにも当てはまる。 色

は、両方のチームのコートプレーヤーおよび相手チームのゴールキーパーと区別する必要

がある。 
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（準備すべき数） 

５  各チームは 3つの異なる色の選手のユニホームのセットを所有していることが望ましい。

最低限、2つの異なる色の選手のユニホームのセットを所有していなければならない。 

  IHFシニアイベントとオリンピックでは 3つの異なる色のセットが必要。 

a）明るい色のシャツ 1セットと明るい色のショートパンツ 1セット 

b）濃い色のシャツ 1セットと濃い色のショートパンツ 1セット 

c）代替色のシャツ 1セット 

d）ゴールキーパー用の 3つの異なる色のシャツ 

e）3色のゴールキーパーとして機能するコートプレーヤーのためのシャツ。 

 

また、若い年齢カテゴリーのイベントでは、各チームは 2つの異なる色の選手のユニホー

ムのセットを所有している必要があると定義されている。 

a）明るい色のシャツ 1セットと明るい色のショートパンツ 1セット 

b）濃い色のシャツ 1セットと濃い色のショートパンツ 1セット 

c）ゴールキーパー用の 3つの異なる色のシャツ 

d）2色のゴールキーパーとして機能するコートプレーヤー用のシャツ。 

 

なお、チームのユニホームセット（該当する場合、優先順に 1番目、2番目、3番目のセ

ットとして定義される）がチームリスト（大会プログラム等）に表示されることが望ましい。 

 

（着用の実際） 

６ 各試合では、一方のチームは明るい色のシャツを着用し、もう一方のチームは暗い色のシ

ャツを着用するものとする。 2 つのチームの色とデザインの組み合わせは、互いに明確に

区別できる必要がある。 

２）大会のテクニカルミーティングでは、チームは 2 つまたは 3 つの異なる色のユニホー

ムのセットを提示する義務がある。 

３）各試合の色の決定は、チームの代表者とレフェリー、ＭＯ、ＴＤの参加を得て行われる。

色に関して意見の相違がある場合、最初にエントリーされたチーム（試合番号の若いチー

ムが）が色を選択する権利を有する。 

 

（番  号） 

７ 競技規則 4 の 8に規定されているとおり、プレーヤーは、縦が 20 

cm 以上の背番号と 10cm 以上の胸番号をユニホームにつけなけれ

ばならない。番号は大会規定で定められたものを用いなければならな

い。 

２）背番号は 1から 99まで使用できる 

３）背番号はユニホームの主となる色と異なる色、明瞭に認識可能な

番号とする。 

  ４）「一時的な」ゴールキーパーは、コートプレーヤーとして通常持っ

ている番号のゴールキーパーシャツを着用するか、チームのゴール

キーパーシャツと同じで、透明な素材で覆われた穴があり、通常の

シャツの表と裏の番号が見えるようすること。 

10 ㎝ 以上 

20 ㎝ 以上 
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  ５）大会を通して、各プレーヤーは、自分のポジション（ゴールキーパーまたはコートプレ

ーヤー）に関係なく、同じ番号を着用する必要がある。 

 

（プレーヤーのユニホームの変更） 

８  JHAオフィシャルが、2つのチームのユニホームが混乱を引き起こす可能性があると考え

た場合、試合スケジュールの 2番目に指名されたチームは、良好なコントラストを確保する

ためにユニホームを変更する必要がある。 

さらに、テレビ放送には不都合な場合が考えられるので、両方のチームがすべてのセット

を各試合に持ち込む必要がある。 

それ以外の場合は、競技本部または現場の役員が選手のユニホームの変更を決定するもの

とします。 

 

（コート上での公式プレゼンテーション中の選手の服装） 

９ 試合前の公式プレゼンテーションでは、チームのすべてのプレーヤーがユニホームを着て

いる必要がある（トラックスーツを着ているすべてのプレーヤー、プレーヤーのユニホーム

を着たすべてのプレーヤー、または組み合わせたソリューションが可能）。 

 

（ユニホーム広告） 

10 ユニホーム広告に関する事項は、別に定める細則を参照すること。 

 

（国民体育大会ユニホーム規程） 

11 国民体育（スポーツ）大会に使用するユニホームについては国民体育（スポーツ）大会の

ユニホーム規定を順守すること。 

 

12 ガイドラインは、国際連盟の規程が変更された場合、適宜改訂し、常務理事会に報告され

る。 

 

 

 

（公財）日本ハンドボール協会 競技・審判本部 
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令和 4年 3月 17日 

 

都道府県協会 審判長、理事長、事務局長 様 

ブロック協会 審判長、理事長、事務局長 様 

連盟 審判長、理事長、事務局長 様 

JHA理事、幹事、参事 様 

 

 

（公財）日本ハンドボール協会競技・審判本部    

競技本部長 高野 修 

審判本部長 福島亮一 

 

 

2022 新競技規則変更の概要（2022 年 7 月 1 日 IHF 施行）について（通知） 

 

 

平素より大変お世話になっております。 

国際ハンドボール連盟（IHF)競技規則審判委員会は， 2022 年 3 月 1 日に新競技規則を

発表しました。IHFでは，この新競技規則を 2022 年 7 月 1 日より施行する方向です。大陸

連盟（AHF）、および国内大会においては主催者によりその運用を定めるとされております。 

 

主な変更は以下の 4つです。 

 

 

 

 

 

 

 

（公財）日本ハンドボール協会競技・審判本部では、国際大会のカレンダー（IHF、AHF）

を参考にしながら、ナショナルチームへの対応も考慮し、その運用に関して、 

 

 

 

 

 

の３つに大別し、国内での運用を以下の通り定めることとします。 

 

１）2022年 7月 1日より国内全ての大会で実施すること 

 

①ボールがゴールキーパーの頭部へ直撃した際の罰則の適用 

（安心・安全な競技運営のため、国内全ての大会で運用することします） 

②ボールサイズ（外周）について、松やにの使用の有無で分類 

 

1 ボールがゴールキーパーの頭部へ直撃した際の罰則の適用 

2 ボールサイズ（外周） について、松やにの使用の有無で分類 

3 スローオフエリア 

4 パッシブプレーの予告合図後、パスの最大回数の変更 

1）「2022年 7月 1日より国内全ての大会で実施すること」 

2）「2022年 7月 1日より運用については各連盟の判断に任せること」 

3）「上記２）の 2023年 4月 1日からの運用について」 
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２）2022年 7月 1日運用については各連盟の判断に任せること 

 

①スローオフエリア（使用する または 使用しない） 

②パッシブプレーの予告合図後、パスの最大回数の変更（６回 または ４回） 

 

３）上記２）の 2023年 4月 1日からの運用について 

 

①スローオフエリアの使用については、各連盟の判断に任せる。（継続） 

②パッシブプレーの予告合図後、パスの最大回数は４回とする。 

 

 

なお、以下に記載しています、本年度の日本協会主催大会においては、その予選大会の開催

の時期等も考慮し、上述２）の事項に関して、以下の通り競技規則を運用します。各ブロック

における予選大会についても同様の競技規則を適用します。各都道府県予選については、可能

な限り同様の競技規則を適用することを推奨します。 

 

○ジャパンオープントトーナメント 

①スローオフエリアは使用しない 

②パッシブプレーの予告合図後，パスの最大回数を６回とする 

 

○国民体育大会 

①スローオフエリアは使用しない 

②パッシブプレーの予告合図後，パスの最大回数を６回とする 

 

○日本選手権（男子大会・女子大会） 

①スローオフエリアを使用する 

②パッシブプレーの予告合図後，パスの最大回数を４回とする 

 

各連盟に任せる内容については、各連盟審判長を通して各連盟においてご協議いただき

決定していただくことになります。 

 

新競技規則変更の概要について、別添の通り通知いたします。変更に関するご質問につ

いては、各所属の審判長を通して、日本協会審判本部へ集約していきますので、ご理解と

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

（公財）日本ハンドボール協会 

競技審判本部審判本部長 

福 島 亮 一 

mail: futkun1212jp@yahoo.co.jp 
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2022新競技規則 変更の概要 （2022 年 7 月 1 日 IHF 施行） 

2022 年 3 月  1 日 IHF 通知 

2022 年 3 月 17 日 JHA 通知 

 

（公財）日本ハンドボール協会 競技・審判本部 

 競技規則研究専門委員会 

 

国際ハンドボール連盟 競技規則審判委員会は， 2022 年 3 月 1 日に新競技規則を発

表しました。国際ハンドボール連盟では，この新競技規則を 2022 年 7 月 1 日より施行

する方向です。 

主な変更は，大きく４つです。 

 １ ボールがゴールキーパーの頭部へ直撃した際の罰則の適用 ※新設 

 ２ ボールサイズ（外周） について，松ヤニの使用の有無で分類 ※新設 

３ スローオフエリア ※新設 

４ パッシブプレーの予告合図後，パスの最大回数の変更 

（公財）日本ハンドボール協会競技・審判本部では，国際大会のカレンダー（IHF，AHF）

を参考にしながら，ナショナルチームへの対応も考慮し，その運用に関して，  

１）「2022年7月1日より国内全ての大会で実施すること」 

    ２）「2022年7月1日より運用については各連盟の判断に任せること」 

    ３）「上記２）の2023年4月1日から運用について」  

の３つに大別し，国内での運用を以下の通り定めることとします。 

※各連盟に一任しているところについては，各連盟で検討され， 

その運用の有無について，大会要項に記載してください。 

１）2022年 7月 1日より国内全ての大会で実施すること。 

  ①ボールがゴールキーパーの頭部へ直撃した際の罰則の適用 

      (安心・安全な競技運営のため，国内全ての大会で運用することします） 

  ②ボールサイズ（外周） について，松ヤニの使用の有無で分類 

 ２)2022年 7月 1日より運用について，各連盟の判断に任せること。 

①スローオフエリア（使用する か 使用しないか） 

②パッシブプレーの予告合図後，パスの最大回数の変更（６回 または ４回） 

  ３）上記２）の 2023年 4月 1日から運用について                                 

    ①スローオフエリアの使用については，各連盟の判断に任せます。（継続） 

②パッシブプレーの予告合図後，パスの最大回数は４回とします。 
 

以下に，新競技規則の変更の概要を記載します。なお，新競技規則書（日本語版）につい

ては，6 月 1 日の発行にむけて，現在翻訳作業を進めておりますのでご了承ください。 
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新競技規則変更の概要 
１ ボールがゴールキーパーの頭部へ直撃した際の罰則の適用 ※新設 

明らかな得点チャンスの際に，打ったシュートがゴールキーパーの頭部

に直撃した場合は，競技規則８の８により，即座に２分間退場を判定すべ

きスポーツマンシップに反する行為とする。 

ゴールキーパーの頭部にボールが直撃したことに対する判断基準 

・明らかな得点チャンスの時のみ適用される。明らかな得点チャンスとは，シュートを打

つプレーヤーとゴールキーパーの間に，防御側プレーヤーが誰もいない状況を意味する。  

・ボールが直接ゴールキーパーの頭部にあたった場合のみに適用する。ボールがゴールキ

ーパーの頭部以外にあたった後、跳ね返り、ゴールキーパーの頭部に当たった場合は，

罰則は適用されない。 

※２分間退場を判定した場合は，ゴールエリアの外側から（ボールが頭部に直撃したゴー

ルキーパーのチームの）フリースローで再開する。競技規則１３の１(a) 

※７mスローの実施において，ボールがゴールキーパーの頭部へ直撃した場合についての

変更はなく，競技規則８の９(d)によりこれまで通り失格を適用する。 

※明らかな得点チャンスの際，たとえディフェンスに接触されたとしても，ボールと体を

コントロールできていれば，シュートしたプレーヤーに罰則を適用する。しかし，７m

スローや罰則の適用となるようなディフェンスの違反によって， シューターがバランス

を崩してボールをゴールキーパーの頭部にぶつけた場合は，罰則を適用しない。 

【明らかな得点チャンスの時，シュートを打つプレーヤーとゴールキーパーの間に， 

防御側プレーヤーが誰もいない状況の一例】 

 

 

 

 

 

 

 

ゴールキーパーが演技によりレフェリーの判断を欺く場合 

・ゴールキーパーがレフェリーの判断を欺くために、演技を行った場合（例えば，ゴール

キーパーの胸に直撃したにもかかわらず、顔にあたったように見せかける等）は，ゴー

ルキーパーに対してスポーツマンシップに反する行為として、競技規則８の７(d)を適用

する。 
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２ ボールサイズ（外周）について，松やにの使用の有無で分類 

松やにの使用有無とチームの種別に応じて，使用するボールの外周と

重さを次のように規程する。 

（ａ）松やにを使用する場合（通常の規程） 

   松やにの代わりに粘着テープ等を使用する場合も含める 

・成年，高校生の男子用のボール（ 3 号球） 

外周 58 ～ 60 cm，重さ 425 ～ 475 g とする。 

・成年，高校生，中学生の女子用および中学生男子用のボール（ 2 号球） 

外周 54 ～ 56 cm，重さ 325 ～ 375 g とする。 

・小学生用のボール（ 1 号球）  外周 50 ～ 52 cm，重さ 290 ～ 330 g とする。 

（ｂ）松やにを使用しない ※新設 

     これは，「松やにを使用しないために作られたボール」を使用する場合を意味する。 

・成年，高校生の男子用のボール（ 3 号球） 

外周 55.5 ～ 57.5 cm，重さ 400 ～ 425 g とする。 

・成年，高校生，中学生の女子用および中学生男子用のボール（ 2 号球） 

外周 51.5 ～ 53.5 cm，重さ 300 ～ 325 g とする。 

・小学生用のボール（ 1 号球）外周 49.0 ～ 51.0 cm，重さ 290 ～ 315 g とする。 

※ただし，ボールの規程について，日本国内では指導普及本部で別途検討・対応。 

競技規則改訂における「ボール規程」変更に関して（第七報）(2022年3月7日付) 

【日本国内でのボール規程】 

号
球 

カテゴリー 周囲 重量 
備考 

（IHFが区分するカテゴリー） 

3 成年，高校生男子用 58～60 cm 425～475 g 
・成年男子 

・男子ユース（16 歳以上） 

2 
成年，高校生女， 

中学生男女用 
54～56 cm 325～375 g 

・成年女子 

・女子ユース（14 歳以上） 

・男子ユース（12～16 歳） 

1 小学生用 49.5～50.5 cm 255～280 g 
・女子ユース（ 8～14 歳） 

・男子ユース（ 8～12 歳） 

2 中学生男子用 51.5～53.5 cm 300～325 g 

・成年女子 

・女子ユース（14 歳以上） 

・男子ユース（12～16 歳） 

1 中学生女子，小学生男子用 49.0～51.0 cm 290～315 g 
・女子ユース（ 8～14 歳） 

・男子ユース（ 8～12 歳） 

0 小学生女子用 46.0～48.0 cm 255～280 g  

※ 表内，色つきの箇所は，「松やにを使用しない場合」のボール規程（新規程球）です。 

※ 3 月 15 日現在，国内で３号球の製造販売はないとのことです。 

※ 国内では，中学生大会・小学生大会において2022年度を「テスト・イヤー」と位置づけ，全国

大会では新規程球を大会球として使用する予定です。 

※ 詳細は，国内の各大会規程をご確認ください。 
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３ スローオフエリア ※新設 

 コートについて 

「スローオフエリア」と呼ぶ直径4ｍの円を，セ

ンターライン中央に配置する。（図1b） 

スローオフエリアは，以下のいずれかの方法で設ける。 

（ａ）プレーイングエリアの床とは異なる色で，直径4ｍのエリアを設ける。 

（ｂ）直径4ｍの円をラインで描く。 

スローオフエリアは，国際ハンドボール連盟主催の大会やシニアのプロリーグにおいては

必須とし，大陸連盟大会または国内大会においては，主催者の判断で決定できる。 

※条文ではスローオフエリアは「(a)プレーイングエリアの床と異なる色」とあるが，国内

大会においては，直径4mの円を描くことも認めることにします。 

※スローオフエリアのコートを採用しない場合は，今まで同様センターラインを引くことに

なります。（図1a） 

※スローオフエリアのコートを採用する際，コート中央に，広告・チームマスコット等を掲

示する場合は，スローオフエリアのサイズに合わせて，直径4mに合わせて作成すること

を推奨します。 

※令和4年(2022年)度内に，スローオフエリアのコートを採用する各全日本大会の主催者

は，ブロックおよび都道府県における予選大会のあり方も決まってくるので，スローオフ

エリアのコートを使用することを大会要項に明記し，通知してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１b 

※新設 

床とは異なる色でエリアを設ける場合 ラインで描く場合 



 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  スローオフエリアのコートでのスローオフの実施方法 

（ａ）スローオフエリアからどの方向へもスローオフを行ってもよい。 

笛の合図から 3 秒以内にスローオフを行わなければならない。 

（ｂ）ボールがスローオフエリアの中にあり，少なくともスローオフを行うプレーヤーの

片足がスローオフエリアの中にあるとき，レフェリーはスローオフの笛を吹くこと

ができる。 

（ｃ）スローオフを行うプレーヤーは，スローオフが完了したとみなされるまで、スロー

オフエリアラインを踏み越えてはならない。 

（ｄ）スローオフを行うプレーヤーは，スローオフエリアの中でボールを持って動くこと

が許される。ただし，笛の合図の後にボールをドリブルすることは許されない。 

（ｅ）スローオフを行うプレーヤーは，スローオフを走りながら行うことが許される。た

だし，実施中にジャンプをすることは許されない。 

※レフェリーの笛の合図後の不正なスローは，やりなおしではなく，相手チームにフリー

スローを与える。あるいは，レフェリーが笛を吹いて競技を中断する前に， スローを

行うプレーヤーのチームがボールの所持を失った場合， そのまま競技を継続させる。

（競技規則１５の７） 

 

図１a 
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スローオフが完了したとみなす判断基準 

   ・スローを行うプレーヤーの手からボールが離れ，さらにボールがスローオフエリア

ラインを完全に通過したとき。 

   ※この判断基準は，ゴールキーパースローと同じ定義となります。 

（競技規則１２の２ ゴールキーパーの投げたボールがゴールエリアラインを完全に

通過したとき，ゴールキーパースローを行ったと見なす。） 

   ・スローを行うプレーヤーからパスされたボールを，味方のプレーヤーがスローオフ

エリアの中で触れた，あるいはコントロールしたとき。 

 

  スローオフ実施中のスローを行うチームのプレーヤーの位置 

スローを行うチームのプレーヤーは，スローオフエリアの中を除き，笛の合図よりも

前にセンターラインを踏み越えてはならない。もしも，センターラインを踏み越えてい

たならば，レフェリーは位置を正してからスローオフの笛の合図を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  スローオフ実施中の相手チームのプレーヤーの位置 

スローオフを行うチームの相手チームのプレーヤーは，スローオフが完了するま

で，スローオフエリアの外にいなければならず、スローオフエリアの中でボールやス

ローオフを行うプレーヤー，およびその味方のプレーヤーに触れることはできない。

ただし，スローオフエリアのすぐ外にいてもよい。相手チームのプレーヤーが，違反

した場合は，競技規則８の７(c)によりスポーツマンシップに反する行為として罰則が

適用される。 
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４ パッシブプレーの予告合図後，パスの最大回数の変更 

変更前 最大6回のパス→ 変更後 最大4回のパス 

レフェリーはパッシブプレーの兆候を察知したとき， 予告合図

（ジェスチャー 17）を示す。これにより，ボールを所持しているチ

ームはその所持を失わないように攻撃方法を改める機会を得る。 

予告合図を出した後も，ボールを所持しているチームが攻撃方法

を改めなかったときは， レフェリーはいつでもパッシブプレーの判

定をすることができる。最大 4 回のパスの後，攻撃側チームがシュ

ートをしなかった場合，相手チームにフリースローを与える。 

パスの回数についての判定は，レフェリーの事実観察や判断に基づく。 

プレーヤーが明らかな得点チャンスを意図的に放棄するなど特定の状況において，レフェリ

ーは前もって予告合図を出していなくても，相手チームにフリースローを判定することがで

きる。 

新競技規則変更のねらい 

今回の競技規則改正のキーワードは，「よりスピーディーに」「よりエキサイティング

に」「よりプレーヤーの安心・安全のために」であると考える。2016年リオデジャネイロ

オリンピック以降，国際ハンドボール連盟は，60分間観衆を魅了するスピーディーなゲー

ム展開を求めてきた。その考え方を，「モダンハンドボール」という言葉で伝え，笛による

試合の中断を可能な限り減らすためのレフェリングの工夫に取り組んできた。 

そして，今回の競技規則改正により，2022 年からは、「モダンハンドボール」に加え，

よりスピーディーな魅力あるハンドボールを展開し，その中で，多くの得点が求められる

際，防御するGKの側に立った「安心・安全」の視点を追加したものである。 

今回の競技規則改正の最大のポイント，『スローオフエリアの新設』『パッシブプレーの

予告後のパスの最大回数の変更』は，まさに「よりスピーディーに」「よりエキサイティン

グに」を競技規則に明文化したとも言える。 

スローオフエリアの新設により，スローオフを走りながら実施できるようになることで得

点後のスローオフがよりスピーディーになり，攻守の切り替えは目を離せなくなるであろ

う。従来のコートにおけるセンターライン上でのスローオフの実施の際，スローオフのやり

直しの必要な場面として，次のような例が考えられる。例えば，片足または両足がセンター

ライン上にない，走りながらあるいはジャンプしながらのスローの実施，ポイントに対する

ディフェンスの位置，ウィングの走り出しが早い，特に相手がゴールキーパーなしで攻撃し

ている時はとても多い。スピーディーな展開の中で，そういった状況を瞬時に判断すること

は，レフェリーにとって容易なことではなかった。とりわけ，試合終了前の30秒間におけ

るスローオフでのディフェンスの位置は，勝敗を左右する重大な判定の判断基準である。こ

の点から，スローオフエリアの新設は，スローオフの実施に際して，『正しい判定を導き出

すための工夫』としても捉えることができる。 
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また，パッシブプレーの予告後のパスの最大回数が６回から４回に変更されることによっ

て，攻撃側は早くシュートをねらえる局面まで組み立てる必要があり，意図がない無駄なパ

ス・動きは減っていくことであろう。近年の世界選手権のデータによると，パッシブプレー

の予告合図後，男子では 2.9回，女子では 2.5回のパスで攻撃を終えている。また，約

82％が 4回以内に攻撃が終了しているというデータがある。（1 回の攻撃にかかる平均時

間は，男子では 35.3秒，女子では 30.8秒。1試合平均の攻撃回数の平均は，男子では 

51.0回，女子では 58.5回。）こういったデータから，長時間の攻撃や攻撃の遅延を避け

て，より素早い攻撃や防御への移行のため，パッシブプレーの予告後のパスの最大回数を 

4回とした理由の１つであると考えられる。 

次に，『ボールの大きさについて，松ヤニの使用の有無で分類』するように変更されるの

は，よりボールをコントロールしやすくし，巧みなプレーを生み出し，よりエキサイティン

グなハンドボールにつなげたいというねらいがあるからであろう。また，松ヤニを使用して

きたことに伴う，プレーヤーの安全面（目に入る）や，ユニホーム・床・ゴールその他の施

設への影響の面から考えても，安心・安全な競技運営にもつながるであろう。 

最後に，『ボールがゴールキーパーの頭部へ直撃した

際の罰則の適用』は，ゴールキーパーの安心・安全につ

ながる改正と言える。従来は，ゴールキーパーの頭部へ

ボールをぶつける行為について，７mスローの時のみ失格

を適用するかどうかの判断しかできなかった。スピーデ

ィーな展開が繰り広げられていく中で，当然ながら得点

機会も多くなる。ゴールキーパーへの負担もこれまで以

上に考慮していかなくてはならない。今回の改正によって，従来の７mスローの時の失格の

適用に加え，明らかな得点チャンスの際，シュートを打つプレーヤーとゴールキーパーの間

に，防御側プレーヤーが誰もいない状況で，ゴールキーパーの頭部へボールが直撃した場

合，2分間退場の適用という選択肢が増えることになる。そのことは，ウィングシュートや

速攻時など，従来のルールでは罰則の適用条文はないため，単に「ナイスキーパー」で終わ

っていた状況から，ゴールキーパーの安心・安全を守る術を持ったルールへの改正と言え

る。このことは，シューターにとって，ゴールキーパーの頭部付近へシュートを安易にねら

えない心理的な歯止めとなるとともに，ゴールキーパーの頭部にボールをぶつけないように

シューターには回避義務があることを明文化したとも言える。 

このような今回の競技規則改正により，さらなる競技の発展につながり，ハンドボールを

する人・観る人にとって，魅力あるハンドボールがより一層多くの人から愛されるようにな

ればと期待する。 

 

 

 

 

 

 



 

108 

裁定委員会開催基準 

 

レフェリーが競技規則 8 の 6 および 8 の 10(a)(b)に従いレッドカードの後にブルーカードを示した

場合、またはマッチオフィシャル(これまでの JHA オフィシャル）、競技委員長が出場停止、もしくはそれ

以上の処分を科すことが必要であると判断した場合は、裁定委員会を開催することとする。この判断は、レ

フェリー、マッチオフィシャル、競技委員長、大会審判長がそれぞれの立場で判断することであり、それら

の一人でも必要と認めれば、各人の責任で「裁定委員会開催要望書」（報告書）を作成し、競技委員長に提

出しなければならない。「裁定委員会開催要望書」は競技終了後のみならず、大会終了後においても作成す

ることができる（後日映像を解析した結果必要と認められる場合も含める）。競技委員長は提出される報告

書により、裁定委員会を開催する。これはプレーヤーやチーム役員だけを対象とするのではなく、レフェリ

ー、大会関係者による重大な過失を伴う行為や処置に対しても適用される。「裁定委員会開催要望書」の作

成は、レフェリー、マッチオフィシャル、競技委員長、大会審判長が作成するものとする。 

 

１ 目的 

国内公式大会におけるハンドボール競技の健全化を図る主旨で、各大会に裁定委員会を設ける。 

 

２ 裁定 

裁定しなければならない事項が生じた場合、裁定委員会はレフェリー、マッチオフィシャル、競技委員長、

大会審判長が提出した「裁定委員会開催要望書」、または任意の書式による要望書をもとに審議し、その処

置について決定する。報告書が提出されない場合は、裁定委員会は開催できない。なお、大会期間中の出場

停止を超える処分が必要な場合は、大会主催団体の定められた会議において審議し、処分を審議する。さら

に、加盟団体の処分の範囲を超える場合は、本協会の懲罰委員会に提訴する。 

 

３ 適用 

競技規則 8 の 6 および 8 の 10(a)(b)によりレッドカードのあとブルーカードが提示された場合は、

裁定委員会を開催する。その他、大会、競技の関係者による重大な過失による行為、処置がなされた場合、

裁定委員会を開催する。 

 

４ 裁定委員会 

競技委員長、大会審判長、総務委員長、その他大会関係役員をもって委員会を構成し、開催する。状況を

把握するために関係者を同席させる場合もある。 

 

５ 事実確認 

審議を行う前に、提出された「裁定委員会開催要望書」に記載されている内容が事実であるかどうかを確

認する。要望書を記載していない裁定委員会参加者（２名）によって確認を行うことが望ましい。その際、

当該者側からも立ち会いを依頼する。 

要望書の記載内容が事実である場合は、当該者に署名をしてもらい確定文書とする。その要望書をもとに
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裁定委員会にて審議を行う。 

要望書の記載内容に当該者が同意できない場合は、事実確認を再度行う。その際、要望書の作成者を同席

させることもできる。映像の解析により要望書を提出した場合は、その根拠となった映像をもとに再度検証

を行う。 

 

６ 審議内容 

（１）処分 

１）処分なし 

２）出場停止（試合数は裁定委員会で決定する。） 

３）大会出場停止（大会開催中であれば、その後の試合出場停止処分を決定する。 

 後日、主催団体が懲罰委員会を開催する。審議の結果を日本協会に報告しなければならない。） 

４）有期限出場停止（大会期間中、もしくは大会終了後、主催団体が懲罰委員会を開催し、決定する

審議の結果を日本協会に報告しなければならない。） 

（２）その他 

競技規則、大会規程、その他ハンドボール競技にふさわしくない重大な過失を伴う判定・処置をし

た場合、本協会に対して提訴する。 

 

７ 決定通知 

処分の有無にかかわらず、「処分通知書兼解除報告書」にて、当該者、あるいは、当該チーム責任者に通

知する。チーム関係者以外の場合は、任意の書式で処分を通知する。 

 

８ 処分解除 

処分（１）、処分（２）の場合、処分解除相当の時期に、大会競技役員による確認と、解除報告書、及び、

登録証への記入・認印をもって解除とする。これにより当該者はそれ以降の公式試合に出場可能となる。 

処分（３）の場合、処分解除時期に当該主催団体から本人宛に解除通知文書を通知する。通知は日本協会

にも送付しなければならない。 

 

９ 裁定委員会開催までの流れ 

担当レフェリー、担当マッチオフィシャル、競技委員長、大会審判長が裁定委員会の開催が必要と認めた

場合、試合終了直後に判断し、当該者の登録証の返還をしない。その後、公式記録用紙、「裁定委員会開催

要望書」と当該者の登録証を、裁定委員会に提出する。競技終了後の行為に関しては、登録証を提出できな

い場合もある。その場合は、後刻開催される裁定委員会に届出させるものとする。 

裁定委員会の開催が必要と認められる場合は、レフェリー、マッチオフィシャル、競技委員長、大会審判

長は相互に連絡を取り合う。裁定委員会開催に関して、審判員、マッチオフィシャル、競技委員長、大会審

判長の意見が異なる場合は、一人でも報告書を提出することを希望すれば、裁定委員会を開催しなければな

らない。 

大会関係者の場合は、必要に応じた処置をとる。 
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裁定委員会の開催 

審議しなければならない事項が発生した場合、原則として当日中に裁定委員会を開催する。また、審議

の結果も原則として、当日中に当該者に連絡しなければならない。大会裁定委員長は提出された書類を整

備し、委員会を招集する。委員長が不在の場合は代 理者がその任務を代行する。委員会は過半数をもっ

て成立する。 

審議の結果、処分が必要とされた場合は、「処分通知書兼解除報告書」にて、当該者、あるいは、当該

チーム責任者に通知する。 

裁定委員会の結果は、裁定委員会報告書を作成して日本協会競技運営部に送付する。 

 

通知書の発行 

出場停止処分以上を必要とする場合、当該者、あるいは、当該チーム責任者に「処分通知書兼解除報告

書」を渡し、その処分を伝える。同時に、登録証裏面の備考欄に、期日、処分内容を記載し、返却する。 

審議の結果、有期限処分が必要と裁定された場合は、裁定委員会は同一大会が開催されている期間内の

出場停止を処分しなければならない。要領は上記の通りである。但し、登録証は返却しない。 

 

処分の解除 

試合出場停止の場合は、当該者、または、当該チーム責任者が「処分通知書兼解除報告書」、登録証、

及び、出場停止試合数分の公式記録用紙コピー（出場していないことを証明するため）を処分解除相当数

が経過した後の公式試合競技役員（競技委員長、その他の競技役員）に提出する。 

競技委員長（競技役員）は、処分解除の条件が整っていることを確認したとき、解除報告書、登録証に

解除期日、押印をし、コピーを取った上でコピーを返却する。 

 

日本協会への連絡 

大会競技委員長、及び、解除執行担当者は、処分通知書兼解除報告書原本を日本協会競技運営部に送付

する。また、コピー１部と提出された公式記録用紙コピーを大会本部 で保管し、各種問い合わせに対応

出来るようにする。 

 

10 処分の参考目安 

重大な違反に対しては出場停止とする。違反の程度が重大と判断される場合はそれ以上の処分が必要と

なるが、裁定委員会で即決することなく、各大会主催団体の懲罰委員会に提訴する。その場合は、大会中の

出場を停止する処分をしなければならない。 

 

 

 

 

平成 31年 4月 1日 

日本協会 HP 掲載 
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平成 30 年 7 月 31 日 

ハンドボール関係者 各位 

（公財）日本ハンドボール協会 

競技本部長 高野 修 

 

暑熱環境下における各種大会の運営について  

 

 

平成 30年 7月 20日付け、会長名にて「暑熱環境下における各種大会並びに部活動実施について」におい

て熱中症対策などお願いしたところですが、今後も続くであろう日本列島の夏の猛暑の中での特に大会を主

催、運営する場合の当面のガイドラインをお示しいたします。 

夏期季節の大会では、健康管理はもちろんのこと、大量の汗などによるスリップ事故による怪我の危険性

も高く、冷房設備がある施設での大会開催を念頭において、大会運営をお願いいたします。 

 

【大会開催に関するガイドライン】7月～8月（気温が概ね 30度を超える季節） 

１．原則、全国大会では冷房設備がある施設で実施する。 

２．ブロック、県内大会（公式戦）も可能な限り、冷房設備がある施設で大会を実施する。 

３．止むを得ず、冷房設備がない場合には、給水タイムを設けるなどの対策を講じることができる。 

また、いかなる場合にも体調管理を優先した行動を大会運営者、チーム関係者はとらなくてならないこ

とを念頭に、救急医療体制の構築を大会ごとに行う。 

 

【給水タイムに関するガイドライン】 

大会において「給水タイム」を設定する場合、その権限は大会主催者（競技委員長）が持ち、試合前に関

係チーム、競技役員、審判員に通知する。また、当初の設定がなくても、非常に温度が高くなった、湿度が

高い天候となった場合、審判員が「給水タイム」を宣言する権限を有する。 

以下にそのガイドラインを示す。概ね、正規の競技時間における前半および後半の 15 分前後に設定は

しているがカテゴリーに応じて別途設定してもよい。 

１．TD は正規の競技時間における前半および後半の 14 分(15 分前後を設定する場合）が経過したら、

各チーム役員に対し、「次の競技中断時に給水タイムをとります」と告げる。チーム役員はこれを断

ることはできない。 



 

112 

２．チーム役員に告げた後、競技時間が中断した時点で（告げた時点が得点後や、ゴールキーパースロ

ー時など競技時間が中断している場合はその時点で）、タイムキーパーをつとめる TD は、笛を吹

き、公示時計を止め、給水タイムであることを明確に告げる。 

３．給水タイムは 1 分とする。チームは選手の給水を最優先する。チームの行動については TD が管

理する。レフェリー、TD、補助役員も給水をとる。放送設備等ある場合は、観衆に対しても給水タ

イムであることを伝え、同様に給水を促す。 

４．50 秒経過時点で、TD は笛を吹き、コートに戻るように促す。それ以降はチームタイムアウト後と

同様に競技を再開する。 

５．TD がチーム役員に告げた段階でボール所持しているチームがチームタイムアウトを請求すること

も可能である。告げた後、競技時間が中断するまでも同様である。この場合は、正規のチームタイ

ムアウトに加え、1 分間の給水タイムを追加する。合わせて 2 分間となる。1 分 50 秒が経過し

た時点でタイムキーパーは笛を吹く。 

６．TD がチーム責任者に告げた後、次の競技中断が７ m スローの場合は、その時点で給水タイムとし、

競技の再開は 7m スローからとする。 

７．延長戦のハーフタイムは 2 分とする。１分間のサイド交代に加え、１分間の給水タイムを設ける。 

 

 

※チーム、役員、観客の安全面を最優先し上記の運用にあたるようお願いする。 

 

 

 

詳しくは、（公財）日本スポーツ協会ホームページ 

「熱中症を防ごう」 

http://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html 

「医・科学ガイドブック」 

http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid776.html#guide01 

をご参照ください。 

http://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html
http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid776.html#guide01
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脳震盪（疑い）時の対応「ガイドライン」  

 

（公財）日本ハンドボール協会 医事委員会 

 

1 脳震盪 

① 脳震盪とは、脳への外傷（衝撃）によって引き起こされる、結果的に一時的な脳機能障害をもたらすこと

をいう。  

（ア） 進行と回復は急激である。また、一般的には自然に消退する。 

（イ） 脳震盪を起こしたとしても、意識消失を伴わない場合もあり得る。 

（ウ） 医療機関での一般的な画像検査では異常所見を認めない場合が多く、画像検査で脳震盪と診断をつ

けるのは困難である。  

（エ） 最初の脳震盪のダメージが残っている状態で 2 度目の脳震盪を起こす「セカンドインパクトシン

ドローム」は、死に至ることもあり特に注意が必要である。 

② 脳震盪（疑い）のあるもの  

（ア） 試合のみならず、練習もそれ以上継続してはならない。 

（イ） 脳震盪（疑い）と診断された選手は、以下の「段階的な競技復帰手順」に従って復帰をしなければ

ならない。 

（ウ） 脳震盪（疑い）は、青年と子供に対しては、より厳しく対応しないといけない。 

③ 本ガイドライン  

（ア） 最新の医学に基づき、定期的に適宜更新されるべきである。  

（イ） 本ガイドラインは遵守されるべきであるが、現場に専門の知識を持った医師が常にいることを想定

しておらず、運用についての責任は各個人、チーム管理者がとるべきである。  

  

2 頭部外傷時の具体的救援方法 頭部外傷を受けた可能性がある選手には、救援者は以下の順で対応を行う。  

① 
救援者自身と受傷者の安全を確保する。 

ゲーム中であれば中断させ、練習中であれば周囲（少なくとも同一コート内）での練習を中断させる。 

② 
生命兆候（呼吸、循環）のチェックをする。  

生命兆候に異常があれば、救命救急処置を優先する。 

③ 
簡単な意識状態を確認し、担架などでより安全で救援活動ができる場所へ移動をする。  

コート内であればコート外へ移動を行う。また、プライバシーにも配慮を行う。 

④ 移動は複数名で行い、体幹と頭部を保持して頸部の安静（特に前後屈）に十分注意をする。 
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3 脳震盪（疑い）の判断  

（要点） 次の①～③の方法を使用する。それぞれのうちのいずれか一つでも当てはまれば、脳震盪（疑い）と

判断する。これらは、チームドクターによる診断が望ましいが、不在の場合にはトレーナーなどが代

行する。 

① 頭部または付近への外傷があり、以下の所見や症状を 1 つ以上認める。 

これらは自覚症状・他覚症状の両方ともありうる。 

意識の消失 （時間は問わない） けいれんがあった  

（時間は問わない） 

いつもより感情的  

（興奮、怒りやすい、神経質、不安） 

頭痛・頭重感 頸部痛 

嘔吐・嘔気 めまい 

不適切なプレーをする バランスが悪い 物が霞んで見える 

眠くなりやすい 気分が良くない 光に敏感 

反応が遅い 集中力がない 音に敏感 

疲れている 思い出せない 霧の中にいる感じがする 

寝つきが悪い 混乱している  

 

② 記憶の障害 

以下の質問に 1 つでも正しく答えられない。 

現在の場所 今日の日付  ゲーム中であれば 

自分のチーム名   前半か後半か 試合会場 

最近、自分のチームは

勝ったか 

今（具体的に）何を 

していたか 
 対戦相手 最後の得点者 

 

③ バランステスト 

Ⅰ 利き足を前にし、踵に他方の足のつま先が付くように一直線に立つ 

Ⅱ 両足に体重を均等にかける 

Ⅲ 手を腰にし、目を閉じて 20 秒間じっと立つ 

Ⅳ もしよろけたら、目を開いて最初の姿勢に戻り、また目を閉じることを繰り返す 

次のⅠ～Ⅳの姿勢で立たせる。 
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前頁の動作を 20 秒間続け、下記のいずれかを 

合計 6 回以上認められれば、異常と判断する 

目を開ける 手を腰から離す 倒れる 

よろける（足やかかとが浮いたり、一直線上の外にステップしたりする） 

5 秒以上、この姿勢が保持できない 

転倒に注意をし、危険な場合は中止して異常と判断をする 

 

4 脳震盪（疑い）者への対応 

① 上記から脳振盪が疑われれば、速やかに試合・練習から退かなければならない。 

② 当該者は引き続き医学的評価を受けるべきである。短時間のうちに上記のすべてから回復したとしても、

復帰は避けるべきである。  

 24 時間以内の対応 一人にしないこと 

安静にし、ストレスのかかる活動を避ける 

アルコール摂取は禁止 

睡眠薬の使用は禁止 

解熱や頭痛の鎮痛目的で抗炎症性薬の使用の禁止 

（医療者向け）アセトアミノフェンかコデインの内服を行う 

自動車の運転は禁止 

 

48 時間以内に以下のことが起きれば、速やかに医療機関を受診すること。 

 ・意識状態の悪化は本人自身では気が付かないので、この基準は「本人」と「成人の付き添い者」

に確実に説明をすること。 

頭痛がひどくなる ぼーっとしたり、起きていられない 

他人や場所がはっきり理解できない 嘔吐を繰り返す 

いつもと行動が違ったり混乱している 感情が不安定（怒りやすい） 

けいれん（体の一部が勝手に動く）が起きる 手や足に力が入らない 

話し方がスムースでない  
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5 脳震盪（疑い）の判断練習や試合の復帰 

① 以下の 6 段階で競技復帰を行う。  

② 通常の競技の再開まで最短で受傷後 6 日目になる。 

③ 症状の有無は SCAT3（巻末参照）を用いても良い。 

④ 症状が出現した場合は、医療機関の受診を推奨する。その後の復帰段階レベルは 1 に戻る。 

復帰段階 リハビリとしての運動  

１ 
最低 24 時間は身体的な休養を取り、精神的にも安静に

すること 

24 時間無症状と確認できれば 

段階２へ 

２ 

軽い有酸素運動 ・最大予測心拍量 70％未満の水泳、歩

行、室内自転車 など ・レジスタンストレーニング（局所

全身を問わず筋肉への負 荷）は禁止 

24 時間無症状と確認できれば 

段階３へ 

３ 
競技固有の運動 ・ランニングなど ・頭部への衝撃を与え

る運動は禁止 

24 時間無症状と確認できれば 

段階４へ 

４ 
接触のない練習 ・パス、ドリブル、フェイント、低負荷

からのレジスタンストレーニングも開始可能 

24 時間無症状でかつ、 本人と医

師などの許可を得れば段階５へ  

５ 通常練習 
24 時間経過して無症状であれば

競技に復帰 

６ 復 帰  

 

追加 

SCAT3（Sport Concussion Assessment Tooｌ 3：スポーツ脳震盪評価ツール 3版）とは、国際サッ

カー連盟 （FIFA）、国際アイスホッケー連盟（IIHF）、国際ラグビー評議会（IRB）のほか、国際オリンピ

ック連盟（IOC）が作 成に関与をしている、スポーツ時の脳震盪の評価ツール。 

現在は SCAT5 が発表されている。  

 

【 選手・コーチ・ご家族向け参考資料 】 

頭部外傷 10か条の提言 日本臨床スポーツ医学会 学術委員会 脳神経外科部会  

http://concussionjapan.jimdo.com/ 

脳震盪認識ツール 5 出典：藤原 QOL 研究所 

http://www.fujiwaraqol.com/concussion/crt5_ja.pdf 

http://concussionjapan.jimdo.com/
http://www.fujiwaraqol.com/concussion/crt5_ja.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

テクニカルオフィシャル用 

補助資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

テクニカルオフィシャル用 公式記録補助用紙（ＪＨＡ仕様） 

 

 

 

 

大会名 会場名 年 月 日

失格

選手 退場・失格

背番号 時間背番号 時間 時間

A

第２
延長

B A
第１
延長

B

前半

A

退場 失格

チーム役員

チーム得点

17 18 19 20

23 24 25 26 27 28

10 11 12 13 14

得点

1 2 3 4 5 6 7 8

失格（報）

B

失格（報） 得点

1

8

16

5 6 7

13 14 15

失格

9 10 11 12

1 2 3 4

警告 退場 失格

15 169

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 682 3 4 5 6 7

9 10

4 5 6 7 8

15 16

15 16

1 2 3

9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15

15

169 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 81 2

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 682 3 4 5 6 71

10

4 5 6 7 8

15 16

16

1 2 3

9 10 11 12 13 14

1211 13 14 15 169 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 81 2

9

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 682 3 4 5 6 71

2

9 10

4 5 6 7 8

15 16

15 16

1 2 3

9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15

15

169 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 81

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 682 3 4 5 6 71

9 10

4 5 6 7 8

15 16

16

1 2 3

9 10 11 12 13 14

1311 12 14 15 169 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 81 2

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 682 3 4 5 6 71

5 6 7 8

15 16

15 16

1 2 3

9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 169 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 81 2

9 10

4

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 682 3 4 5 6 71

9 10

4 5 6 7 8

15 16

15 16

1 2 3

9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 169 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 81 2

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 682 3 4 5 6 71

9 10

4 5 6 7 8

15 16

15 16

1 2 3

9 10 11 12 13 14

682 3 4 5 6 71

11 12 13 149 10 11 12 13 14

10 14 5 6 7 8 91 2 3

15 16

警告 退場

9 10 11 12 13 14

7 8

9 10 11 12 13

43 44 45 46

29 30

33 34 35 36 37 38 39 40

21

31

12

22

32

11 13 14 15 16

21 25 26 27 28 29

15 16 17 18 19

50

40

41 45 46 47 48 49

30

31 35 36 37 38

22 23 24

32 33 34

17 1810 11 12 13 14

JHAテクニカルオフィシャル　公式記録補助用紙

17 1813 14 15 16

背番号

39

4 5 6 7 8 9

42

７ｍT

得点／シュート数 チームタイムアウト

1 ２前後 3

15 16

回戦

43 4447 48 49 5041 42

審判員

　A 　B

２前後 3

A A BB ７ｍT
コンテ
スト

B

後半

A

最終

A

７ｍT

チーム得点

得点／シュート数 チームタイムアウト

1

背番号

14 15 16

1 2 3 4 5

9 10

11 12 13 14

2 3 4 5 6 8

20

7

15 16

3 4 5 6 7 81 2

7mT 7mT

A

1 2 3

10 11 12

7 8 91 2 3 4 5 6

B

警告
A

A

B

C

D D

背番号

チーム役員

退場 背番号 時間

選手 退場・失格

B

C

背番号 時間 背番号 時間
A

警告



 

 

７ｍスローコンテスト登録・記録用紙 

 

 

 

 

 

 
（どちらかに○）

No. 選手名 順番 No. 選手名 順番

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

先投チーム名（6～10） （1～5の逆ﾁｰﾑ）

No. 選手名 順番 No. 選手名 順番

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

○か×を記入 ○か×を記入

チームＡサイン

チームＢサイン

チームＡのスロー結果

7mスローコンテスト登録・記録用紙

Ａﾁｰﾑ名： Ｂﾁｰﾑ名： 大会名：

期日：　　 年　  月 　日（　） 会場： 結果：Aﾁｰﾑ　　　 　：　　　　　Bﾁｰﾑ

先投チーム名（1～5） Ａ　・　Ｂ

チームＡの登録 チームＢの登録

チームＡサイン

チームＢサイン

チームＡのスロー結果 チームＢのスロー結果

チームＢのスロー結果

Ａ　・　Ｂ

チームＡの登録 チームＢの登録



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面）

先投チーム名（11～15） （1～5のﾁｰﾑ）

No. 選手名 順番 No. 選手名 順番

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

先投チーム名（16～20） （1～5の逆ﾁｰﾑ）

No. 選手名 順番 No. 選手名 順番

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

チームＡのスロー結果 チームＢのスロー結果

Ａ　・　Ｂ

チームＡの登録 チームＢの登録

チームＡサイン

チームＢサイン

チームＡのスロー結果 チームＢのスロー結果

チームＢサイン

2018年8月12日改訂

Ａ　・　Ｂ

チームＡの登録 チームＢの登録

（公財）日本ハンドボール協会

チームＡサイン



 

 

レフェリー評価票（ＪＨＡ 全日本大会仕様） 

 

 

 

所属 年 月 日

(9)

位置取り

ジェスチャー

(4)

動き

連　携

ゲームの理解(3)

違　反(7)

７mスロー(6)

(5)

１対１の局面

/

□ とても良い □ 良い □ 概ね良い □ 適切 □ ほぼ適切 □ やや不十分 □ 不十分

　□ レフェリーがゲームを難しくしてしまった

　□ とても難しい       □ 難しい       □ やや難しい       □ 普通       □ 簡単

　□ 結果・得点経過        □ ベンチの振る舞い        □ 観客の影響        □ スピード

　□ 戦術       □ 違反行為       □ その他（下欄に具体的に記入）

・

レフェリーへの

アドバイス

攻撃側の違反

特記事項など

コ　　メ　　ン　　ト

（優れている点・改善すべき点など）

会　場大 会 名

評 価 者

チームワーク（オフィシャルを含めて）

領域分担

(1) ゲーム管理・
運営（モダンハ
ンドボールの理
解）

ペアで均一な判定(2)

ボールを所持していない明らかなチャンス

レ　フ　ェ　リ　ー　評　価　票　〔2022全日本大会用〕

ハリウッドアクションの見極め

的確なタイムアウト・不要な中断をしない

動きと位置取り・笛をどこで吹くか

パッシブプレー予告合図のタイミング(8)
時間の管理（モ
ダンハンドボー
ルの理解）

アドバンテージ・不必要な笛・発展性の

ないプレーの見極め・笛のタイミング

各種スローの判定と適切な実施

足を使った違反

ボールを持たないプレーヤーの違反

パッシブプレーの判定

明らかな得点チャンスの見極め

ゴールエリアへの侵入と影響の見極め

正しいブロック / 不正なブロック

明確なジェスチャー・笛の音

罰則・8:4にある即座に２分間退場への準備

チームに基準が理解されているか

ステップ・ダブルドリブル・オーバータイ

ム・明らかな着地シュート

（難易度）

期　日

vs

項　目　ご　と　の　評　価

レフェリーとしての要素・全体的印象

氏名・ペア名

なぜ難しかったか

レフェリーの
総合評価は

このゲームは

適
　
切

不
十
分

ボールを持ったプレーヤーの違反

と

て

も

良

い

良
　
い

振る舞い・選手・役員とのコミュニケーション

チームとの関係・平等であるか

レベル・カテゴリーに応じた基準

体力・走力

男 ・ 女 結果

総　　　　合　　　　的　　　　な　　　　評　　　　価

：　印　 対戦



（裏面） 

 

 

 

 

時　間 状　　　　　　　　　　　　　況



 

 

＜日本協会 HP 競技・審判本部 「競技規則」 に関するページ＞ 

 

http://www.handball.or.jp/rule/index.html 

 

競技規則、問題集、最新の通達を掲載中！ 
 

※ 「競技規則」「競技・審判本部」の２種類のページがあります 

 

★ 競技・審判本部では、公式 YouTubeチャンネルを開設しています！ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrA_UtDr4_sk6Mykclpkt_w/videos 

 

年度ごとの「審判員の目標」に関する補助資料や、IHFが求めるモダ
ンハンドボール（スピーディーなゲーム展開）に関するレフェリーの
判定基準などを、映像で提供しています。 

   
※ 解説などの資料は、日本協会 HP「競技・審判本部」ページに掲載しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2022 Japan Handball Association 

Japan Handball League Organization 


